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第３２２回審査会合（令和元年 12月 17日）におけるご指摘の内容 

 

 

 

回 答 

１．再処理施設の航空機落下確率評価 

再処理施設における航空機落下確率評価においては，「落下事故件数（回）」

及び「再処理施設の標的面積（ｋｍ２）」等を入力条件としている。 

このうち標的面積については，再処理施設は工程ごとに安全機能が独立して

複数の建屋で構成されていることから安全上重要な施設を収納する建屋及び

屋外に設置する安全上重要な施設並びに安全上重要な施設の安全機能の維持

に必要な建物・構築物の面積を合算した面積を標的面積とし，建屋ごとに航空

機落下確率評価を行い，追加の防護設計の要否判断を行っている。 

なお，上記の建屋ごとの評価の他，参考として対象となる全ての建物・構築

物の面積を合算した場合についても航空機落下確率評価を行っている。 

 

２．安全冷却水系冷却塔設置位置変更に伴う航空機落下確率評価 

安全冷却水系冷却塔の設置位置変更に伴い，入力条件の一つである再処理施

設の標的面積の桁処理について見直しを行った。 

標的面積の桁処理については，建屋ごとの評価においては，「建物全体を外

壁及び屋根で保護する設計としている建物・構築物の面積（Ａ１）」と「建物

全体を外壁及び屋根で防護する設計としていない建物・構築物の面積（Ａ２）」

を求めた上で，それぞれの面積の２桁目を切り上げ，全ての建物・構築物を合

算した場合の評価においては，「建物全体を外壁及び屋根で保護する設計とし

ている建物・構築物の面積（Ａ１）」と「建物全体を外壁及び屋根で防護する

設計としていない建物・構築物の面積（Ａ２）」を求めた上で，それぞれの面

積の 100の位を切り上げていた。 

建屋ごとの評価において，２桁目を切り上げた場合，切り上げ前の標的面積

の大きさによって，1,000の位を切り上げた標的面積の建屋と 100の位を切り

上げた標的面積の建屋が混在した状態となっていたことから，建屋ごとの評価

においても 100の位を切り上げた標的面積に見直しを行った。 

  

 航空機落下確率評価における全ての建物・構築物の面積を合算した場合

の航空機落下確率について，計算方法も含め示すこと。 
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《建屋ごとの場合（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）》 

落下事故の種類 

桁処理見直し前 

（冷却塔設置位置変更前） 

桁処理見直し後 

（冷却塔設置位置変更後） 

標的面積 

（ｋｍ２） 

航空機落下確率 

（回／年） 

標的面積 

（ｋｍ２） 

航空機落下確率 

（回／年） 

１．計器飛行方式民間航空機 0.050 2.7×10－10 0.043 2.3×10－10 

２．自衛隊機又は米軍機（合計） 0.050 6.1×10－８ 0.043 4.5×10－８ 

（１）自衛隊機又は米軍機（Ａ１） 0.030(0.0302)※ 1.9×10－８ 0.031(0.0302)※ 2.0×10－８ 

（２）自衛隊機又は米軍機（Ａ２） 0.020(0.0150)※ 4.2×10－８ 0.012(0.01173)※ 2.6×10－８ 

３．航空機落下確率の総和 ― 6.2×10－８ ― 4.5×10－８ 

※(   )内の値は切り上げ前の標的面積。 

 

《全ての建物・構築物の面積を合算した場合》 

落下事故の種類 

桁処理見直し前 

（冷却塔設置位置変更前） 

冷却塔設置位置変更後 

（冷却塔設置位置変更後） 

標的面積 

（ｋｍ２） 

航空機落下確率 

（回／年） 

標的面積 

（ｋｍ２） 

航空機落下確率 

（回／年） 

１．計器飛行方式民間航空機 0.080 4.3×10－10 0.082 4.4×10－10 

２．自衛隊機又は米軍機（合計） 0.080 8.0×10－８ 0.082 8.7×10－８ 

（１）自衛隊機又は米軍機（Ａ１） 0.060(0.0571)※ 3.9×10－８ 0.058(0.0571)※ 3.7×10－８ 

（２）自衛隊機又は米軍機（Ａ２） 0.020(0.0207)※ 4.2×10－８ 0.024(0.02317)※ 5.1×10－８ 

３．航空機落下確率の総和 ― 8.1×10－８ ― 8.8×10－８ 

 ※(   )内の値は切り上げ前の標的面積。 

 

【別紙１ 安全審査 整理資料 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔の設

置位置変更 ３．２．４項 参照】 

【別紙２ 安全審査 整理資料 第９条：外部からの衝撃による損傷の防止

（航空機落下） 参照】 

2



六 ヶ 所 再 処 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

安全冷却水系冷却塔の設置位置の変更 

提出年月日 令和元年 12 月 20 日 R5 

日本原燃株式会社 

別紙１

3

  　：第３２２回審査会合からの変更点を示す。
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１章 安全冷却水系冷却塔の設置位置の変更に伴う再

処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則への影響 
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１. 変更概要

１．１ 経緯 

再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔の竜巻防護設計については，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系冷却塔の竜巻防護

対策と合せ，当初以下 3 案について検討を行っていた。 

案１．再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔 A を竜巻から防護するため，

前処理建屋屋上へ竜巻防護対策設備を設置する。 

案２．再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔 A を移設し移設先に竜巻防

護対策設備を設置する。 

 

：竜巻防護対策設備を示す。 

：竜巻防護対策設備を示す。 
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案３．竜巻防護対策を施した使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系冷却塔から再処理設備本体用の安全冷却水系へ冷却水を

供給する。（３系列運用） 

 

 

当初検討の結果，案１は，設置している前処理建屋の耐震性に与える

影響が大きいことから採用を見送った。案２は，冷却塔の調達の見通しが

得られなかったことから，採用を見送った。 

案３は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系と再

処理本体用の安全冷却水系が洞道を介して既に接続した状態にあること及

び再処理施設全体の崩壊熱除去ができる等の技術的見通しがあったことか

ら，本案を採用し，2019 年 9 月 11 日に開催された審査会合で説明した。 

その後，詳細検討を実施している中で，３系列運用について運用面の

煩雑さおよび工事の輻輳による困難さにおいて課題を確認したこと，また，

冷却塔新設に係る冷却塔の調達の見通しが得られたことを踏まえ，対応方

針を再検討した結果，これまで系統の運用や操作方法が変わらず，３系列

運用で顕在化したバルブ操作等の煩雑さが解消され，安全性向上に資する

ことから案２に示す冷却塔新設で対応する方針に変更することとした。 

  

：竜巻防護対策設備を示す。 
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１．２ ３系列運用の詳細検討で確認された課題 

３系列運用による再処理施設全体の崩壊熱除去のための詳細検討等に

より，運用面および工事面において以下の課題を確認した。 

（１）運用面

a. 再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔 B が故障し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系冷却塔 A，B への切替

え作業が発生した場合には，再処理設備本体用の安全冷却水系冷

却塔 B の停止・隔離，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系冷却塔 A，B 系統からの切替え隔離が発生する。

b. この系統切替え作業は，バルブ操作等が煩雑である。また，使用

済燃料の受入れ及び貯蔵施設，再処理設備本体の保守時やトラブ

ル時のポンプ・調整弁などの運用方法も複雑となる。

c. 再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔 B の単一故障時に使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系冷却塔への切替

えが必要となるが，再処理設備本体，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵施設の安全冷却水系両系統とともに，一般系 A，B 系統の負荷を

隔離する必要がある。

d. ３系列運用を実施するためには，再処理設備本体用の安全冷却水

系で使用している不凍液を純水に置換する必要があり，廃液処理

が必要となる。また，再処理設備本体は，純水に置き換えるため

に，冬季は起動調整している範囲を凍結防止のために毎年液抜き

を行う必要がある。
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（２）工事面

a. 使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設の冷却水は純水，再処理設備本

体の冷却水は不凍液を使用しているが，冷却性能維持（圧力損失，

供給流量）のため，使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設と再処理設

備本体の配管口径を見直し，再処理設備本体の冷却水の純水化が

必要となる。また，不凍液は直接廃棄できず，膨大な量の産業廃

棄物が発生する。

b. 使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設，再処理設備本体それぞれ確立

した冷却機能状態に，配管改造（安全上重要な施設の配管 8 箇所

切断，再接続）が必要となる。特に洞道内の工事は，配管口径の

見直しや系統 2 重化によりスペース，耐震性確保，系統分離工事

が複雑になる。

１．３ 設備変更内容 

新たに設置する安全冷却水系冷却塔（以下「新設Ａ４Ａ」という。）

は，前処理建屋の各種系統に接続する必要があることから，接続する配

管等の設置性と既設系統へ悪影響を 小限とするため，配管等の接続長

を極力短くするため前処理建屋近傍を選定し，その上で既設埋設物への

影響を考慮した敷地に設置することとした。安全冷却水冷却塔Ａの変更

前と変更後の配置を第 1 図及び第２図に示す。 

また，新設Ａ４Ａ及び既設取合部は竜巻防護対策のため飛来物防護ネ

ット（一部，飛来物防護板）及び飛来物防護板を新規に設置する。新設

Ａ４Ａ接続後，設置済みの安全冷却水系冷却塔Ａは他施設の安全機能に

影響を与えないものとする。 

安全冷却水系冷却塔Ａの設備変更概要を第３図に示す。 

【補足説明資料１】 
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第１図 安全冷却水系冷却塔構内配置図（変更前） 

第２図 安全冷却水系冷却塔構内配置図（変更後） 
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第３図 安全冷却水系冷却塔Ａの設備変更の概要 

（平面概要）      （平面概要） 

（断面概要） （断面概要） 

変更前 変更後 

既設配管（撤去） 

既設電線管（撤去） 

冷却塔 A に接続する屋外設備 

既設配管  

既設電線管 

新設配管(2 本)  

新設電線管(2 本)  

端子盤  

前処理建屋 

前処理建屋 

建屋基礎 

飛来物防護ネット

（一部，飛来物防護板） 

基礎 

冷却塔

新設 A4A

岩盤 

MMR

基礎 基礎 

飛来物防護板

（冷却塔Ａに接続する屋外設備の飛来物防護板）

冷却塔 

既設 A4A 

冷却塔 

新設 A4A 
飛来物防護ネット

（一部，飛来物防護板）

耐火被覆，遮熱板 

耐火被覆，遮熱板 

冷却塔 

既設 A4A 
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２．設計方針 

設計方針は以下に示すとおり既許可と同様の設計方針となる。 

(1) 冷却水設備は，各施設で発生する熱を除去できる設計とする。

(2) 安全冷却水系は，冷却水によってその安全機能が維持される再処理施

設の安全上重要な施設へ冷却水を供給できる設計とする。

(3) 冷却水設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設計とする。

(4) 安全冷却水系は，それらを構成する動的機器の単一故障を仮定しても，

その安全機能が確保できる設計とする。

(5) 安全冷却水系は，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した

場合でも，その安全機能を確保できる設計とする。

(6) 安全冷却水系は，定期的な試験及び検査ができる設計とする。

(7) 冷却水設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計とする。

【補足説明資料７】 
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２．１ 安全冷却水系冷却塔 

２．１．１ 冷却水設備 

新設Ａ４Ａの主要設備の仕様は以下の通りであり，既設と同様である。 

（１）伝熱容量：約 12ＭＷ（10×106ｋｃａｌ/ｈ）（外気温 29℃において）

【補足説明資料４】 

（２）冷却水循環ポンプ：容量約 1,800ｍ３/ｈ，２台

２．１．２ 機器・配管系統 

（１）設備構成

新設Ａ４Ａの配管は前処理建屋屋上の既設冷却水配管に接続する。

新たに設置する配管は竜巻で損傷することのないよう十分な厚さを持

った材料を使用し，前処理建屋（外壁及び屋根）及び竜巻防護対策設

備（基礎）にて支持する構造とする。 

なお，変更による系統構成の変更はない。 

【補足説明資料７】 

【補足説明資料８】 

（２）配置の妥当性

既設の配管は，地下４階の安全冷却水Ａ循環ポンプ室から前処理建屋

屋上に設置の安全冷却水系冷却塔Ａに接続している。そのため，新たに

地上に設置する冷却塔までの配管を建屋内に敷設するためには，前処理

建屋外壁を含む複数の耐震壁にドリルホールの施工が必要となり，前処

理建屋の耐震性が低下する可能性がある。 
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また，６００Ａの大口径配管を既設設備と干渉することなく敷設する

ことが設置スペースの観点で困難であり，複数個所で既設設備の撤去・

復旧が必要となるため工事が錯綜し工事上の安全性に難がある。 

以上を踏まえ，前処理建屋の耐震壁の耐震性低下及び既設設備干渉の

ない屋上の既設冷却水配管に新たに設置する配管を接続し，前処理建屋

（外壁及び屋根）に沿って敷設する計画とした。 

２．１．３ 電気・計測制御系統構成 

（１）設備構成

新設Ａ４Ａの電気設備（電線管及びケーブル）は前処理建屋屋上の

既設電気設備に接続する。新たに設置する電気設備は竜巻で損傷する

ことのないよう十分な厚さを持った材料で被覆し，前処理建屋外壁，

屋根及び飛来物防護ネット基礎にて支持する構造とする。 

【補足説明資料８】 

電気設備について，上記の通り電線管及びケーブルを延長するもの

の，変更による系統構成の変更はない。 

【補足説明資料 12】 

計測制御設備について，地上に設置する安全冷却水系冷却塔Ａには

計器等の新設はないことから変更はない。 

（２）配置の妥当性

配置計画については，基本的に機器・配管系統と同様の考えである。

また，配管及び電気設備の配置計画と同じルートとすることで合理的

な配置設計とすることができる。 
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２．２ 竜巻防護対策設備 

竜巻防護機能を有していない新設Ａ４Ａと既設取合部は竜巻防護対策

が必要となる。 

新設Ａ４Ａは冷却性能を損なわないよう飛来物防護ネットによる防護 

を基本とする。 

【補足説明資料９】 

防護対象との離隔が確保できない一部区画については必要な冷却性能

を確認した上で飛来物防護板による防護を行う。 

また，前処理建屋屋上の取合部は既設配管及び既設電気設備を飛来物

防護板により防護する。 
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２．３ 機電設備への影響 

機電設備への影響を第１表に示す。 

第１表 新設Ａ４Ａの設置位置変更による機電設備への影響 

設備 影響 

冷却塔Ａ 

除熱能力： 

約 11.6MW 

新設Ａ４Ａの必要な除熱負荷及び冷却水流量は変わら

ないため，新設Ａ４Ａの仕様に変更はない 

【補足説明資料 10】 

冷却水循環ポンプ 

Ａ，Ｂ 

系統流量： 

約 1600m3/h 

前処理建屋屋上に設置する場合の必要揚程は約６２ｍ

である。 

新設Ａ４Ａを地上に設置した場合に追加となる配管の

圧力損失は約４ｍであり，必要揚程は約６６ｍとなる

が冷却水循環ポンプＡ，Ｂの揚程の範囲内であるた

め，変更はない。 

【補足説明資料２】 

【補足説明資料５】 

【補足説明資料６】 

膨張槽Ａ 

容量：13m3 

追加となる配管の容積は約５０ｍ３であり，既設設備

の容積約３１０ｍ３と合わせた系統の容積は約３６０

ｍ３である。 

安全冷却水系Ｂ系統の容積は５４１ｍ３である。膨張

槽Ａ，Ｂの容量はＢ系統の容量で設定されており，冷

却水の温度変化による膨張量の増加分を吸収可能であ

るため変更はない。 

【補足説明資料 11】 

配管 
前処理建屋の屋上から設置位置を変更する冷却塔まで

の配管(６００Ａ)：約１８０ｍ×２本を追設する。 

中央制御室からの 

監視制御 

安全冷却水系の監視制御対象が変わらないため，現状

の安全系制御盤からの監視制御に変更はない。 

電源設備 
安全冷却水系の電気負荷の追加がないため，現状の電

源設備に変更はない。 

ケーブル
前処理建屋の屋上から設置位置を変更する冷却塔まで

のケーブル及び電線管：約１８０ｍを追設する。 
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３．再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合性 

３．１ 規則適合性への影響確認結果について 

本変更による再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ

の適合性への影響について確認した。 

本変更により影響を受ける条文は，「第五条 火災等による損傷の防

止」，「第六条 安全機能を有する施設の地盤」，「第七条 地震による

損傷の防止」，「第九条 外部からの衝撃による損傷の防止」，「第十一

条 溢水による損傷の防止」，「第十二条 化学薬品の漏えいによる損傷

の防止」，「第十五条 安全機能を有する施設」，｢第二十五条 保安電

源設備｣であり，設計方針等への影響を確認した結果，規則要求に適合す

ると判断した。 

また，上記以外の条文は，本変更による影響を受ける規則要求はない

と判断した。 

本変更による各条文への影響の確認結果の詳細を第３-１表に示す。 
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第３-１表 本変更に伴う再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影響について 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨界に達

するおそれがないようにするため，核的に安全な形状寸

法にすることその他の適切な措置を講じたものでなけれ

ばならない。 

２ 再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

本変更は安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を変更するも

のであり，核燃料物質を取り扱う系統の変更ではないた

め，本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時にお

いて再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線によ

る工場等周辺の線量が十分に低減できるよう，遮蔽その

他適切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障

害を防止する必要がある場合には，次に掲げるものでな

ければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所におけ

る線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講

じたものとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時において，迅速な対応をするために必

要な操作ができるものとすること。 

本変更は安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を変更するも

のであり，放射性物質を取り扱う系統の変更ではないた

め，本変更の影響を受ける規則要求はない。 

18



3-3

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は，放射性物質を限定され

た区域に適切に閉じ込めることができるものでなければ

ならない。 

本変更は安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を変更するも

のであり，閉じ込め機能に係る変更ではないため，本変更

の影響を受ける規則要求はない。 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再

処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の

発生を防止することができ，かつ，消火を行う設備（以

下「消火設備」といい，安全機能を有する施設に属する

ものに限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下

「火災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を

軽減する機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合において

も安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，事業指定基準規則（火災防護審

査基準含む）に適合させるため，以下のとおり火災等によ

る損傷の防止の防護設計を行う。 

１．火災区域の設定 

 冷却塔の移設に伴い，移設先に対し屋外の火災区域

を設定する。

２．火災防護対策 

２－１．発生防止対策 

 従来から構造材が変更されないことから，主要な構

造材は不燃性材料を使用する設計とする。

 上記同様，使用するケーブルは難燃性能を有するケ

ーブルとして，延焼性及び自己消火性を満足するこ

とを実証試験により確認されたケーブルを使用する

設計とする。

 落雷に対しては，主排気筒の防護範囲内となるた

め，火災の発生防止対策は不要である。

 十分な支持性能を持つ地盤に設置し，地震により自
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止

する設計とする。 

 ２－２．火災の感知・消火 

 （１）感知 

 屋外に設置されることから，火災による熱及び煙が

周囲に拡散するためアナログ式感知器（熱及び煙）

の設置が適さないことから，非アナログ式の炎感知

器及び非アナログ式の熱感知カメラを設置する設計

とする。 

 （２）消火 

 屋外に設置されることから，煙の充満等による消火

困難箇所には該当しないため，屋外消火栓及び移動

式消火設備により消火を行う設計とする。 

 ２－３．火災の影響軽減 

 火災区域は設定されるが，他の火災区域と隣接しな

い屋外施設であることから，３時間耐火能力を有す

る耐火壁の設置は行わない。 

 安全冷却水系は再処理施設における最重要設備に該

当することから，系統分離対策の対象となる。異な

る系統と，分離配置することで当該要求を満足する

設計とする。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

３．火災影響評価 

 安全上重要な施設に該当することから，火災影響評

価対象設備として選定し，上記火災防護対策の妥当

性について火災影響評価により確認することとす

る。 

（３．２．１項参照） 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は，次条第二項の規定によ

り算定する地震力（安全機能を有する施設のうち，地震

の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大き

いもの（以下「耐震重要施設」という。）にあっては，同

条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が

作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十

分に支持することができる地盤に設けなければならな

い。 

２ 耐震重要施設は，変形した場合においてもその安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 耐震重要施設は，変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

本変更に伴い設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，配管は，

安全上重要な施設であり，規則 第二項の規定により算定

する地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支

持することができる地盤に設ける。 

 

 

 

 

 

本変更に伴い設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，配管は，

変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれ

がない地盤に設ける。 

 

本変更に伴い設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，配管は，

将来活動する可能性のある断層が認められない地盤に設け

る。 

 

 

21



3-6

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐える

ことができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそれが

ある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなけれ

ばならない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大

きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」と

いう。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発生によって生ずるお

それがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であり，地震

時において安全機能が損なわれない設計とする。 

安全冷却水系冷却塔Ａ及び配管は耐震クラス S とし基準

地震動による地震動に対してその安全機能が損なわれるお

それが無いように設計とする。 

【補足説明資料３】 

【補足説明資料１３】 

（３．２．１２項参照） 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は，その供用中に当該安全

機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津

波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，標高約５５ｍの敷地に設置する

ことから，津波が到達する可能性はなく，本変更の影響を

受ける規則要求はない。 

22



3-7

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により

当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならな

い。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺にお

いて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）に対して安全機能を損なわないもので

なければならない。 

（火山） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であることか

ら，降下火砕物防護対象設備とし火山事象として設定した

降下火砕物の影響（荷重，閉塞，粒子の追突，磨耗，腐

食）に対して，安全機能が損なわれない設計とする。 

 荷重に対しては，降下火砕物の荷重に対し，安全冷却水

系冷却塔Ａが構造を維持できる設計とする。 

 閉塞に対しては，安全冷却水系冷却塔Ａの冷却ファンに

より降下火砕物の堆積を防止することにより冷却空気流路

の閉塞が生じない設計とする。 

磨耗に対しては，安全冷却水系冷却塔Ａの冷却ファンの

冷却空気を上方に流すことにより降下火砕物が侵入し難い

設計とする。 

腐食に対しては，安全冷却水系冷却塔Ａとそこへ設置す

る配管へ塗装を施すことにより，降下火砕物に付着してい

る腐食性ガスの影響を受けない設計とする。 

（３．２．２項参照） 

（外部火災） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であることか

ら，外部火災防護対象設備とし次の事象に対し，安全機能
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

が損なわれない設計ととする。 

森林火災，近隣工場の火災及び爆発に対し離隔距離等の

確保により安全機能が損なわれない設計をする。 

また，航空機墜落による火災に対しては，耐火被覆又は

遮熱板等の対策を施すことにより安全機能を損なわない設

計をする。 

（３．２．３項参照） 

 

（航空機落下） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管を考慮し，航空機落下確率を評価す

る。 

（３．２．４項参照） 

 

（落雷） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

は，直撃雷，間接雷に対する防護対象施設であることか

ら，避雷設備を設ける設計とする。 

なお，避雷設備は安全冷却水系冷却塔を覆う竜巻防護対

策設備に避雷設備を設置する設計とする。 

（３．２．５項参照） 
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再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（竜巻） 

外部からの衝撃（竜巻）に対する防護方針は以下の通

り。 

（１）安全冷却水系冷却塔Ａの防護

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは，地上に設置す

る。また，外周に飛来物防護ネット（一部，飛来物防護

板）を設置することで外部からの衝撃（竜巻）による損傷

から防護する設計とする。 

（２）配管の防護

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａの配管は，設置済

みの安全冷却水系冷却塔Ａの配管に接続する。 

屋外の配管のうち新設するものは，設計飛来物で損傷する

ことのないよう十分な厚さを有する配管とし，前処理建屋

等に堅固に支持させる。 

設置済みの安全冷却水系冷却塔Ａの配管接続部について

は，飛来物防護板により防護する設計とする。 

（３．２．６項参照） 

（その他外部衝撃） 

本変更に伴い設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び配管

は，安全上重要な施設であり，自然現象及び人的事象に対

し安全機能が損なわれない設計ととする。 

（３．２．７項参照） 
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（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には，再処理施設への人の不法な侵入，再

処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある

物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百

二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為を

いう。）を防止するための設備を設けなければならない。

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，人の不法な侵入を防止する核燃

料物質等を取り扱う建屋及び安全上重要な施設を含む区域

に関連しないことから，本変更の影響を受ける規則要求は

ない。 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る溢水が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であり，溢水

防護対象設備とし，溢水による損傷の防止の防護設計を行

う。 

安全冷却水循環ポンプの設置部屋を溢水防護区画とし，

堰や防水扉，貫通部処理により，安全機能が損なわれない

設計とする。 

また，配管の想定破断に対しては，Ｂ系列と位置的分散

を図り，同時に安全機能が損なわれない設計とする。 

（３．２．８項参照） 
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（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であり，化学

薬品の漏えいによる損傷の防止の防護設計を行う。 

安全冷却水循環ポンプの設置部屋を薬品防護区画とし，

堰や防水扉，貫通部処理により，安全機能が損なわれない

設計とする。 

（３．２．９項参照） 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するた

めの措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができるも

のでなければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，中央制御室の安全系監視制

御盤の変更は発生しないことから，誤操作防止に係る基本

方針は変わらないため，影響を受ける規則要求はない。 

 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなけれ

ばならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の

避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，安全避難通路，避難用の照

明及び設計基準事故が発生した場合に用いる照明及びその

専用の電源に変更はないことから，影響を受ける規則要求

はない。 
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（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要

度に応じて，その機能が確保されたものでなければなら

ない。 

２ 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障（単一

の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を

失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以

下同じ。）が発生した場合においてもその機能を損なわな

いものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基

準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件にお

いて，その安全機能を発揮することができるものでなけ

ればならない。 

４ 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認

するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の

運転中又は停止中に検査又は試験ができるものでなけれ

ばならない。 

５ 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持

するための適切な保守及び修理ができるものでなければ

ならない。 

６ 安全機能を有する施設は，ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により，その安全機能を損なわな

いものでなければならない。 

 

（安全機能を有する施設） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であり，安全

機能を確保する設計とする。 

安全冷却水系冷却塔Ａと安全冷却水循環ポンプは、安全

機能を確保するため以下の通り設計する。 

・単一故障が発生した場合でもその機能を失わない設計と

する。 

（３．２．１１項参照） 

・設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件において，その安全機能を発揮する

ことができる設計とする。 

・健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度

に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験が

できる設計とする。 

・安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理が

できる設計とする。 

 

 

（内部発生飛散物） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，安全上重要な施設であり，内部
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７ 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用

する場合には，再処理施設の安全性を損なわないもので

なければならない。 

発生飛散物の発生を防止することにより安全機能を損なわ

ない設計とする。 

（３．２．１０項参照） 

（共用） 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，他の原子力施設と共用しないた

め，影響を受ける規則要求はない。 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止） 

第十六条 安全機能を有する施設は，次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において，パラメータを

安全設計上許容される範囲内に維持できるものである

こと。 

二 設計基準事故時において，工場等周辺の公衆に放射

線障害を及ぼさないものであること。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，安全上重要な施設の安全冷

却水系の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の選定

結果は変わらない設計とする。 
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（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には，次に掲げるところにより，使

用済燃料の受入施設（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）及び貯蔵施設（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）を設けなければならない。 

一 使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵するために必要な

容量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

２ 再処理施設には，次に掲げるところにより，製品貯蔵

施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設

けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとす

ること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，使用済燃料の受入施設及び

貯蔵施設，製品貯蔵施設の冷却は変更しないため，本変更

により影響を受ける規則要求はない。 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には，次に掲げるところにより，計

測制御系統施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは，運転時，停止時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に

制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，安全上重要な施設の安全冷

却水系の計測制御設備は変更しないため，本変更により影

響を受ける規則要求はない。 
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常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視でき

るものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対

策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事故時

に想定される環境下において，十分な測定範囲及び期間

にわたり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータは，設計基準事故時においても確実

に記録され，及び当該記録が保存されるものとするこ

と。 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には，次に掲げるところにより，安

全保護回路（安全機能を有する施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を設けなければならな

い。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生し

た場合において，これらの異常な状態を検知し，これ

らの核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにす

るための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始

させるものとすること。 

二 火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防

止するための設備（前号に規定するものを除く。）の作

動を速やかに，かつ，自動的に開始させるものとする

こと。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプは，核的，熱的及び化学的制限値等

の変更に該当しないため，本変更の影響を受ける規則要求

はない。 
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三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する

場合であって，単一故障が生じた場合においても当該

安全保護回路の安全保護機能が失われないものとする

こと。 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には，次に掲げるところにより，制

御室（安全機能を有する施設に属するものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するもの

とすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するもの

とすること。 

２ 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施

設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視す

るための設備及び再処理施設の安全性を確保するために

必要な操作を手動により行うことができる設備を設けな

ければならない。 

３ 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が制御室に出入りするための区域には，設計

基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保

するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室

に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をと

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，安全上重要な施設の安全冷

却水系の計測制御設備は変更しないため，中央制御室にお

いて必要なパラメータを監視することが出来るため，本変

更の影響を受ける規則要求はない。 
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るための操作を行うことができるよう，遮蔽その他の

適切な放射線防護措置，気体状の放射性物質及び制御

室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する

換気設備の隔離その他の当該従事者を適切に防護する

ための設備を設けなければならない。 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には，運転時において，周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射

性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよ

う，再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理す

る能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安全機能を有

する施設に属するものに限り，放射性廃棄物を保管廃棄

する施設を除く。）を設けなければならない。 

本変更は安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を変更するも

のであり，放射性廃棄物の廃棄施設の変更はないため，本

変更の影響を受ける規則要求はない。 

（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には，次に掲げるところにより，

放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有

するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

本変更は安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を変更するも

のであり，放射性廃棄物の保管廃棄施設の変更はないた

め，本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には，放射線から放射線業務従事者を

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した
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防護するため，放射線管理施設を設けなければならな

い。 

２ 放射線管理施設には，放射線管理に必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示でき

る設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を

設けなければならない。 

安全冷却水循環ポンプにより，放射線管理施設の変更はな

いため，本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には，運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該再

処理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及

び線量を監視し，及び測定し，並びに設計基準事故時に

おける迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安

全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなけれ

ばならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時における再処理施設

及びその境界付近における放射性物質の濃度等の監視設備

に変更はないため，本変更の影響を受ける規則要求はな

い。 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能

を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施

設に供給するため，電力系統に連系したものでなければ

ならない。 

２ 再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給す

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

と安全上重要な施設に再度整理した安全冷却水循環ポンプ

は，安全上重要な施設であり，非常用電源設備から電力の

供給を行う設計とする。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

るための設備をいう。）は，電線路及び非常用電源設備か

ら安全機能を有する施設への電力の供給が停止すること

がないよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知する

とともに，その拡大を防止するものでなければならな

い。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線

は，当該再処理施設において受電可能なものであり，か

つ，それにより当該再処理施設を電力系統に連系するも

のでなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保

し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は

器具の単一故障が発生した場合であっても，運転時の異

常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要

な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有するものでなければ

ならない。 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場

所に設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近

傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた

め，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，緊急時対策所に変更はない

ため，本変更により影響を受ける規則要求はない。 
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再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

対策所において自動的に警報するための装置その他の適切

に防護するための設備を設けなければならない。 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

おいて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう，警

報装置（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及

び多様性を確保した通信連絡設備（安全機能を有する施

設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において再

処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡

ができるよう，多様性を確保した専用通信回線を設けな

ければならない。 

本変更により設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａ

とそこへ設置する配管，安全上重要な施設に再度整理した

安全冷却水循環ポンプにより，通信連絡設備に変更はない

ため，本変更により影響を受ける規則要求はない。 
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３．２ 各規則条文への適合性について 

本変更による再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ

の適合性への影響について確認した。 
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３．２．１ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置

変更に係る第５条（火災等による損傷の防止）への適

合性について

（１）はじめに

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第５条（火災等に

よる損傷の防止）への適合性について以下に示す。

（２）規則への適合性

（２）－１ 設計方針

火災等による損傷の防止に係る設計方針は以下の通り。

冷却塔Ａは安全上重要な施設であるため，再処理設備本体用安

全冷却水系冷却塔 Bと同様に，設置する区域を火災区域として設

定し，火災又は爆発によって，その安全機能が損なわれないよう

に火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の

それぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。

また，再処理施設の特徴を踏まえ，安全上重要な施設のうち，

その重要度と特徴を考慮し最も重要な設備に対し，火災防護審査

基準における「安全停止機能」と同様に系統分離対策を講じるこ

ととしており，冷却塔Ａは，その対象となる「崩壊熱除去機能の

うち安全冷却水系のうち重要度の高いもの」に該当するため，系

統分離対策を講じ，その火災防護対策の妥当性については評価を

行い，安重機能を有する機器等が，火災等による損傷を防止でき

ることを確認する。
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（２）－２ 火災防護に係る審査基準の要求事項について

火災防護審査基準では，基本事項，個別の火災区域又は火災

区画における留意事項，火災防護計画についての要求がなされ

ており，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の設置並び

に火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じ

ることが要求されている。

火災防護審査基準の要求事項に対する確認結果を添付資料

１に示す。

（３）まとめ

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，火災等

による損傷の防止に係る適合の基本方針に変更はなく，冷却塔

Ａの設計においても，これまでに確認してきた適合の基本方針

にしたがい，火災等により安全機能を損なわない設計とする。 
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火災防護審査基準要求に対する影響について 添付資料１

２ 基本事項
原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設
置される安全機能を有する構造物、系統及び
機器を火災から防護することを目的として、以
下に示す火災区域及び火災区画の分類に基
づいて、火災発生防止、火災の感知及び消
火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火
災防護対策を講じること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成
し、維持するための安全機能を有する構築物、
系統及び機器が設置される火災区域及び火
災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有
する構築物、系統及び機器が設置される火災
区域

（２） 火災防護対策並びに火災防護対策を実施す
るために必要な手順、機器及び職員の体制を
含めた火災防護計画を策定すること。

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画を策定することとしており，
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの移設及び前処理建屋に設置する安全冷却水系統に
よる変更はない。

２．１ 火災の発生防止 －
２．１．１ 原子炉施設は火災の発生を防止するために

以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設
計であること。 －

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこ
れらの設備を設置する火災区域は、以下の事
項を考慮した、火災の発生防止対策を講じるこ
と。

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に
は，以下の火災及び爆発の発生防止対策を講ずる設計とする。発火性又は引火性物質としては，
消防法で定められる危険物又は少量危険物として取り扱うもののうち「潤滑油」，「燃料油」に加
え，再処理施設で取扱う物質として，「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の
解釈（以下「規則解釈」という。）の第5条1項一号のTBP，ｎ-ドデカン等（以下「有機溶媒等」とい
う。）」，硝酸ヒドラジン，高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素，窒素，二酸化炭素，ア
ルゴン，NOx，プロパン及び酸素のうち，可燃性ガスである「規則解釈5条1項一号の水素（以下「水
素」という。）」及び「プロパン」並びに上記に含まれない「分析用試薬」を対象とする。
このうち，再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ又は前処理建屋において，取扱いがあるの
は，潤滑油，プロパンであるが、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

① 漏えいの防止、拡大防止
発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止
対策、拡大防止対策を講じること。
ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発
生するおそれがない場合は、この限りでない。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

② 配置上の考慮
発火性物質又は引火性物質の火災によって、
原子炉施設の安全機能を損なうことがないよう
に配置すること。

今回の建屋外への移設となり、その周囲には発火性物質又は引火性物質は存在しない。

③ 換気
換気ができる設計であること

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

④ 防爆
防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必
要な電気設備に接地を施すこと。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

⑤ 貯蔵
安全機能を有する構築物、系統及び機器を設
置する火災区域における発火性物質又は引
火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめ
ること。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（２） 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留する
おそれがある火災区域には、滞留する蒸気又
は微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける
とともに、電気・計装品は防爆型とすること。ま
た、着火源となるような静電気が溜まるおそれ
のある設備を設置する場合には、静電気を除
去する装置を設けること。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（３） 火花を発生する設備や高温の設備等発火源と
なる設備を設置しないこと。ただし、災害の発
生を防止する附帯設備を設けた場合は、この
限りでない。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無く、火花の発生や高温の発火源となる
設備にはならない。

（４） 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度
が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排
気できる換気設備を設置すること。また、水素
が漏えいするおそれのある場所には、その漏
えいを検出して中央制御室にその警報を発す
ること。

上記同様、今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い（既設の蓄電池より給電）。

（５） 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の
急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損な
うおそれがある場合には、水素の蓄積を防止
する措置を講じること。

本施設は非放射性物質を取扱う設備であり、水素の発生はない。

（６） 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流
による過熱防止のため、保護継電器と遮断器
の組合せ等により故障回路の早期遮断を行
い、過熱、焼損の防止する設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

項 審査基準 記載内容

（１）

（１）

備考
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ設置位置変更及び

前処理建屋に設置する安全冷却水系統に係る影響

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設であるため，設置する区域を火災区域として
設定し，火災又は爆発によって，その安全機能が損なわれないように火災の発生防止，火災の感
知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。
前処理建屋については，安全上重要な施設を設置するため、冷却塔Ａの設置位置変更に関わら
ず火災区域又は火災区画を設定し，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽
減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計としている。
建屋内の安全冷却水に係る設備に変更はないため、前処理建屋内の火災区域及び火災区画に
変更は無い。

別紙１参照
別紙２参照

1／53-24 40



火災防護審査基準要求に対する影響について 添付資料１

項 審査基準 記載内容 備考
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ設置位置変更及び

前処理建屋に設置する安全冷却水系統に係る影響
２．１．２ 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、

以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は
難燃性材料を使用した設計であること。ただ
し、当該構築物、系統及び機器の材料が、不
燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能
を有するもの（以下「代替材料」という。）である
場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の
機能を確保するために必要な代替材料の使用
が技術上困難な場合であって、当該構築物、
系統及び機器における火災に起因して他の安
全機能を有する構築物、系統及び機器におい
て火災が発生することを防止するための措置
が講じられている場合は、この限りではない。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い（冷却塔の主要材料は不燃性材料とする。）

（１） 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐
体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構
造材は不燃性材料を使用すること。

同上

（２） 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の
可燃性物質を内包していないものを使用する
こと。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い（既設の絶縁油等を使用しない変圧器・遮断器
等を使用）。

（３） ケーブルは難燃ケーブルを使用すること
（実証試験の例）
・自己消火性の実証試験・・UL垂直燃焼試験
・延焼性の実証試験・・IEEE383または
IEEE1202

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い（ケーブルの詳細な選定は詳細設計で決定さ
れるが、既設と同型式ケーブルを使用するため、IEEE383またはIEEE1202を満足したものとす
る。）。

（４） 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃
性材料を使用すること。ただし、チャコールフィ
ルタについては、この限りでない。

本設備にフィルタは使用されない。

（５） 保温材は金属、ロックウール又はグラスウー
ル等、不燃性のものを使用すること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。
なお、外部火災を考慮した断熱被覆材は、十分な耐火性能を有するものとする。

（６） 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 今回の建屋外への移設であり、建屋内装材の設計に変更は無い。（建屋内は既存設備から変更
なし。）

２．１．３ 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施
設内の構築物、系統及び機器に火災が発生し
ないように以下の各号に掲げる火災防護対策
を講じた設計であること。

再処理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，津波，落雷，風（台風），竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害である。
風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して再処理施設の安全機能を損なうことの
ないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。
生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策によって影響を受けない
設計とする。
津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象では
なく，火山の影響についても，火山から再処理施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されること
を考慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。
したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷及び地震につい
て，これらの自然現象によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計
とする。
以上について，再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの移設及び前処理建屋に設置する安全
冷却水系統による変更はない。（考慮すべき自然現象に変更は無い。）

（１） 落雷による火災の発生防止対策として、建屋
等に避雷設備を設置すること。

落雷による火災の発生を防止するため，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608），建築基準法
及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置する設計とする。重要な構築物
は，建築基準法及び消防法の適用を受けないものであっても避雷設備を設ける設計とする。
各々の防護対象施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減
及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。
以上について，移設する再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａに避雷設備を設置し，構内接
地系と連接する。

第9条参照

（２） 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、
十分な支持性能をもつ地盤に設置するととも
に、自らが破壊又は倒壊することによる火災の
発生を防止すること。なお、耐震設計について
は実用発電用原子炉及びその附属施設の位
置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈
（原規技発第1306193 号（平成25 年6 月19 日
原子力規制委員会決定））に従うこと。

安全上重要な機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，耐震設計上の重要度に
応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒
壊による火災の発生を防止する。

第7条参照

２．２ 火災の感知・消火

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号
に掲げるように、安全機能を有する構築物、系
統及び機器に対する火災の影響を限定し、早
期の火災感知及び消火を行える設計であるこ
と。

火災感知設備及び消火設備は，安重機能を有する機器等および放射性物質貯蔵等の機能を有す
る機器等に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計とする。

火災感知設備
①各火災区域における放射線、取付面高さ、
温度、湿度、空気流等の環境条件や予想され
る火災の性質を考慮して型式を選定し、早期
に火災を感知できるよう固有の信号を発する
異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれ
と同等の機能を有する機器をいう。以下同
じ。）をそれぞれ設置すること。また、その設置
に当たっては、感知器等の誤作動を防止する
ための方策を講ずること。

① 火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化
安重機能を有する機器等および放射性物質貯蔵等の機器等が設置される火災区域又は火災区
画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想され
る火災の性質を考慮して選定する。

・屋外の火災区域（安全冷却水冷却塔）
屋外に設置される安全冷却水系冷却塔は屋外に開放された状態で設置されており，火災による熱
及び煙が周囲に拡散することからアナログ式感知器（煙及び熱）の設置が適さないことから，非ア
ナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラ（サーモカメラ）を設置する設計とする。
移設する冷却塔は屋外施設に該当することから、上記を考慮し、炎感知器及び熱感知カメラ
（サーモカメラ）により、多様化するものとする。
なお、建屋内の感知器の配置計画に変更は無い。

②感知器については消防法施行規則（昭和３
６年自治省令第６号）第２３条第４項に従い、感
知器と同等の機能を有する機器については同
項において求める火災区域内の感知器の網
羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機
に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年
自治省令第１７号）第１２条から第１８条までに
定める感知性能と同等以上の方法により設置
すること。

移設する冷却塔は屋外施設に該当することから、非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱
感知カメラを設置する。当該機器は，炎が発する赤外線や紫外線を感知するため，煙や熱と比べ
て感知器に到達する時間遅れがなく，火災の早期感知に優位性がある。
また，非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）及び非アナログ式の熱感知カメラを設置する場合
においては，それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計
とする。
よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と同等以上の性能を確保すること
が可能である。
また、その性能は「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和
５６年自治省令第１７号）」第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上であることを確
認したものを使用する。
なお、建屋内の感知器の配置計画に変更は無い。

（１）

別紙3参照
別紙4参照
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火災防護審査基準要求に対する影響について 添付資料１

項 審査基準 記載内容 備考
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ設置位置変更及び

前処理建屋に設置する安全冷却水系統に係る影響
③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、
電源を確保する設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計で
あること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（２） 消火設備
①消火設備については、以下に掲げるところ
によること。
ａ．消火設備は、火災の火炎及び熱による直
接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、
爆発等による二次的影響が安全機能を有する
構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさない
ように設置すること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｂ．可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火
災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備え
ること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｃ．消火栓は、全ての火災区域の消火活動に
対処できるよう配置すること。

今回の建屋外へ移設されるが、適切に屋外消火栓を配置している。
なお、工事に伴い一時的に既設屋外消火栓を移設する可能性があるが、冷却塔における火災の
消火が可能な位置に復旧若しくは追設する。
また、建屋内の消火栓に変更は無い。

別紙１参照

ｄ．移動式消火設備を配備すること。 今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｅ．消火設備は、外部電源喪失時に機能を失
わないように、電源を確保する設計であるこ
と。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｆ．消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴
する設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｇ．原子炉の高温停止及び低温停止に係る安
全機能を有する構築物、系統及び機器相互
の系統分離を行うために設けられた火災区域
又は火災区画に設置される消火設備は、系
統分離に応じた独立性を備えた設計であるこ
と。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｉ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有
する構築物、系統及び機器が設置される火災
区域であって、火災時に煙の充満、放射線の
影響等により消火活動が困難なところには、
自動消火設備又は手動操作による固定式消
火設備を設置すること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｊ．電源を内蔵した消火設備の操作等に必要
な照明器具を、必要な火災区域及びその出入
通路に設置すること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

② 消火剤に水を使用する消火設備について
は、①に掲げるところによるほか、以下に掲げ
るところによること。

－

ａ．消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系
は、多重性又は多様性を備えた設計であるこ
と。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｂ．2 時間の最大放水量を確保できる設計であ
ること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｃ．消火用水供給系をサービス系又は水道水
系と共用する場合には、隔離弁等を設置して
遮断する等の措置により、消火用水の供給を
優先する設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

ｄ．管理区域内で消火設備から消火剤が放出
された場合に、放射性物質を含むおそれのあ
る排水が管理区域外へ流出することを防止す
る設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。
（屋外への移設且つ放射性物質の取扱いは無い。）

③ 消火剤にガスを使用する消火設備につい
ては、①に掲げるところによるほか、固定式の
ガス系消火設備は、作動前に職員等の退出が
できるように警報を吹鳴させる設計であるこ
と。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。
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火災防護審査基準要求に対する影響について 添付資料１

項 審査基準 記載内容 備考
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ設置位置変更及び

前処理建屋に設置する安全冷却水系統に係る影響
２．２．２ 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号

に示すように、地震等の自然現象によっても、
火災感知及び消火の機能、性能が維持される
設計であること。

－

（１） 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止
対策を講じた設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（２） 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害
されない設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（３） 消火配管は、地震時における地盤変位対策を
考慮した設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、
消火設備の破損、誤動作又は誤操作によっ
て、安全機能を失わない設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作に
よる溢水の安全機能への影響について「原子
力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により
確認すること。

火災時における消火設備からの放水による溢水（消火活動による溢水）が発生した場合において
も安全機能を損なわない設計とする。（第十一条　「溢水による損傷の防止」にて示す。）

第11条参照

２．３ 火災の影響軽減

２．３．１ 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重
要度に応じ、それらを設置する火災区域又は
火災区画内の火災及び隣接する火災区域又
は火災区画における火災による影響に対し、
以下の各号に掲げる火災の影響軽減のため
の対策を講じた設計であること。

－

（１） 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安
全機能を有する構築物、系統及び機器を設
置する火災区域については、3 時間以上の耐
火能力を有する耐火壁によって他の火災区域
から分離すること。

建屋外については火災区域を設定する。（屋外に開放されていることから、耐火壁による分離を行
わない。）
建屋内に設置される機器については、火災区域を設定し3時間の耐火能力を有する耐火壁により
分離する（変更なし）。

別紙1参照
別紙2参照

原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全
機能を有する構築物、系統及び機器は、その
相互の系統分離及びこれらに関連する非安全
系のケーブルとの系統分離を行 うために、火
災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止
する設計であること。
具体的には、火災防護対象機器及び火災防
護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件
を満たしていること。

a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器
及び火災防護対象ケーブルについて、互いの
系列間が 3 時間以上の耐火能力を有する隔
壁等で分離されていること。

b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器
及び火災防護対象ケーブルについて、互いの
系列間の水平距離が 6ｍ以上あり、かつ、火
災感知設備及び自動消火設備が当該火災区
画に設置されていること。この場合、水平距離
間には仮置きするものを含め可燃性物質が存
在しないこと。

c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器
及び火災防護対象ケーブルについて、互いの
系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で
分離されており、かつ、火災感知設備及び自
動消火設備が当該火災区画に設置されている
こと。

（３） 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する
構築物、系統及び機器が設置される火災区域
については、3 時間以上の耐火能力を有する
耐火壁によって他の火災区域から分離されて
いること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（４） 換気設備は、他の火災区域の火、熱、又は煙
が安全機能を有する構築物、系統及び機器を
設置する火災区域に悪影響を及ぼさないよう
に設計すること。また、フィルタの延焼を防護
する対策を講じた設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（５） 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災
区域及び中央制御室のような通常運転員が駐
在する火災区域では、火災発生時の煙を排気
できるように排煙設備を設置すること。なお、
排気に伴い放射性物質の環境への放出を抑
制する必要が生じた場合には、排気を停止で
きる設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（２）

２．２．３

別紙1参照
別紙2参照

当該設備は，火災防護上の最重要設備（②崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系のうち重要度の
高いもの）に該当することから，下記ａ～ｃに示す系統分離対策を講じる設計とする。

【上記①～④に対する系統分離対策】
a．３時間以上の耐火能力を有する隔壁で分離
系統分離されて配置している最重要設備となる安全上重要な機器は，火災防護審査基準の「2.3
火災の影響軽減」(1)及び(2)a.に基づき，火災耐久試験により３時間以上の耐火能力が確認でき
た，耐火壁，貫通部シール，防火扉及び防火ダンパで系統間を分離する。
3時間耐火性能の具体的仕様及び性能確認方法について前項(1)と同様である。

b．互いに相違する系列間の水平距離を６ｍ以上確保し，火災感知設備及び自動消火設備を設置
して分離
互いに相違する系列の系統分離対象機器は，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」(2)b.に
基づき，系列間を６ｍ以上の離隔距離により分離する設計とする。この場合，水平距離間には仮
置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにする。

c．互いに相違する系列間を１時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，火災感知設備及び自動消
火設備を設置して分離
互いに相違する系列の系統分離対象機器は，火災防護審査基準の「2.3 火災の影響軽減」(2)c.に
基づき，互いの系列間を１時間の耐火能力を有する隔壁（耐火間仕切り，ケーブルトレイ等耐火
ラッピング）で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。
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火災防護審査基準要求に対する影響について 添付資料１

項 審査基準 記載内容 備考
再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ設置位置変更及び

前処理建屋に設置する安全冷却水系統に係る影響
（６） 油タンクには排気ファン又はベント管を設け、

屋外に排気できるように設計されていること。
今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

２．３．２ 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安
全保護系及び原子炉停止系の作動が要求さ
れる場合には、火災による影響を考慮しても、
多重化されたそれぞれの系統が 同時に機能
を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停
止できる設計であること。
また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成
できることを、火災影響評価により確認するこ
と。
（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電
所の内部火災影響評価ガイド」による。）

今回の移設に伴う配置変更を考慮し、火災影響評価により、以下のとおり火災により安全機能が
喪失しないことを確認している。
①建屋内機器・ケーブル
当該設備は最重要設備に該当することから、適切に系統分離されており、単一火災を想定しても
安全機能を喪失することはない。
②建屋外機器・ケーブル
当該設備は最重要設備に該当することから、適切に系統分離されており、単一火災を想定しても
安全機能を喪失することはない。

３． 個別の火災区域又は火災区画における留意
火災防護対策の設計においては、2. に定める
基本事項のほか、安全機能を有する構築物、
系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火
災防護対策を講ずること。

－

（１） ケーブル処理室
① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二
箇所の入口を設けること。
② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅 0.9m、高
さ 1.5m 分離すること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（２） 電気室
電気室を他の目的で使用しないこと。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（３） 蓄電池室
① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバー
ターを収容しないこと。
② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る
水素濃度に維持できるようにすること。
③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報
を発する設計であること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（４） ポンプ室
煙を排気する対策を講ずること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（５） 中央制御室等
① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災
時に閉じる防火ダンパを設置すること。
② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を
有するものはこの限りではない。なお、防炎性
については、消防法施行令第４条の３によるこ
と。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（６） 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備
消火中に臨界が生じないように、臨界防止を
考慮した対策を講ずること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。

（７） 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯
蔵設備
① 換気設備は、他の火災区域や環境への放
射性物質の放出を防ぐために、隔離できる設
計であること。
② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれ
があるため、液体放射性廃棄物処理設備に回
収できる設計であること。
③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹
脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィルタなど
は、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯
蔵すること。
④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を
考慮した対策を講ずること。

今回の建屋外への移設に伴い、設計に変更は無い。
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３．２．２ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位 

    置変更に係る第９条（火山）への適合性について 

 

（１）はじめに 

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第９条（火山）へ

の適合性について以下に示す。 

 

（２）規則への適合性 

（２）－１ 設計方針 

火山に対する設計方針は以下の通り。 

冷却塔Ａは安全上重要な施設であるため，降下火砕物防護対象

設備として，降下火砕物により安全機能を損なわない設計とする。 

 

（２）－２ 降下火砕物防護施設の選定 

降下火砕物防護対象設備は，建屋内に収納され防護される設

備，建屋内に収納されるが外気を直接取り込む設備及び屋外に

設置される設備に分類される。 

そのため，降下火砕物防護対象設備を収納する建屋，建屋内

に収納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象設備を降下火砕物防

護施設とする。 

冷却塔Ａは屋外に設置する降下火砕物防護対象設備である

ため，降下火砕物防護施設として選定する。 
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（２）－２－１ 降下火砕物防護対象設備を収納する建屋 

①使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

②前処理建屋 

③分離建屋 

④精製建屋 

⑤ウラン脱硝建屋 

⑥ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

⑦ウラン酸化物貯蔵建屋 

⑧ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

⑨高レベル廃液ガラス固化建屋 

⑩第１ガラス固化体貯蔵建屋 

⑪チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

⑫ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

⑬制御建屋 

⑭分析建屋 

⑮非常用電源建屋 

⑯主排気筒管理建屋 

（２）－２－２ 建屋内に収納されるが外気を直接取り込む 

降下火砕物防護対象設備 

①制御建屋中央制御室換気設備 

②ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 

③第１非常用ディーゼル発電機 

④第２非常用ディーゼル発電機 

⑤安全圧縮空気系空気圧縮機 
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（２）－２－３ 屋外に設置する降下火砕物防護対象設備 

①主排気筒 

②使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａ，Ｂ 

③再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

④第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

⑤ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備及び

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外

配管並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建

屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト 

 

（２）－３ 設計方針 

①構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備は，設計荷重（火山）の影響により，

安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備の許容荷重が，設計荷重（火山）に

対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わない設

計とする。 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として積雪

及び風（台風）を考慮する。 
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冷却塔Ａは屋外に設置する降下火砕物防護対象設備である

ため，降下火砕物の荷重は，堆積厚さ５５ｃｍ，密度１．３ｇ

／ｃｍ３（湿潤状態）とし，安全機能を損なわない設計とする。 

②粒子の衝突 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物の粒子の衝突の影響

により，安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備は，コンクリート又は鋼構造物であ

るため，微小な鉱物結晶であり，砂よりも硬度が低い特性を持

つ降下火砕物の衝突による影響は小さい。そのため，降下火砕

物防護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備の構造健全性を損なうことはない。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛

来物の影響に包含される。 

冷却塔Ａは鋼構造物であるため，粒子の衝突により安全機能

を損なうことはない。 

③換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（閉塞） 

屋外に設置する降下火砕物防護対象設備のうち主排気筒は，

降下火砕物の侵入による閉塞の影響により，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収

納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備は，降

下火砕物を含む空気による流路の閉塞の影響により，安全機能

を損なわない設計とする。 
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主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い

構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，主

排気筒下部に異物の除去が可能なマンホール及び異物の溜ま

る空間を設けることにより閉塞し難い構造とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央

制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕

物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとして

も，制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及び高性能

粒子フィルタを設置し，中央制御室内への降下火砕物の侵入を

防止する。降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備

についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止する。さら

に，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が

可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計と

する。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピ

ットの冷却空気流路については，冷却空気入口シャフトの外気

取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が侵入した場合でも，貯蔵ピットの下部には空

間があり，冷却空気流路が直ちに閉塞することはない。また，

必要に応じ点検用の開口部より，吸引による除灰を行う。 

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機

及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを

設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込

まれたとしても，設備内部への降下火砕物の進入を防止するた
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め，中性能フィルタ又はステンレス製ワイヤネットを設置する。

さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの

交換又は清掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉

塞しない設計とする。 

冷却塔Ａの安全冷却水系は、外気を系統内に取り込まない閉

ループ構造であるため、降下火砕物が侵入し閉塞することはな

い。 

④換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影響（磨耗） 

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備及び建屋内に収

納されるが外気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備のう

ち，制御建屋中央制御室換気設備，第１非常用ディーゼル発電

機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮

機並びに屋外に設置される降下火砕物防護対象設備のうち安

全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物による磨耗の影響により，

安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央

制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，

制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及び高性能粒

子フィルタを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を

防止する。降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備

についても，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止する。 

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機

及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フードを
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設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込

まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するた

め，中性能フィルタ又はステンレス製ワイヤネットを設置する。 

安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受ける

と想定される駆動部として，冷却ファンの回転軸部がある。こ

れに対しては，冷却空気を上方に流し降下火砕物が侵入し難い

構造とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

冷却塔Ａは既設の冷却塔Ｂと同じ構造とし，冷却ファン回転

軸部に降下火砕物が進入し難い構造とすることで，磨耗により

安全機能を損なわない設計とする。 

⑤構造物への化学的影響（腐食），換気系，電気系及び計測制御

系に対する化学的影響（腐食） 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋，建屋に収納される

降下火砕物防護対象設備，建屋内に収納されるが外気を直接取

り込む降下火砕物防護対象設備及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象設備は，降下火砕物による腐食の影響により，安全

機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，直ちに

金属腐食を生じさせることはないが，建屋内に収納されるが外

気を直接取り込む降下火砕物防護対象設備及び屋外に設置す

る降下火砕物防護対象設備は，塗装，腐食し難い金属の使用又

は防食処理（アルミニウム溶射）を施した炭素鋼を用いること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，長期的な影響については，保守及び修理により安全機

能を損なわない設計とする。 
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降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は，外気取入口に防

雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火

砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象設備を収納

する建屋の換気設備については，プレフィルタ及び粒子フィル

タ又は中性能フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵

入を防止する。制御建屋中央制御室換気設備についてはプレフ

ィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内部への

降下火砕物の侵入を防止する。   

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋

上防水がなされていることから，降下火砕物による化学的腐食

により短期的に影響を及ぼすことはない。 

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，

堆積した降下火砕物を除去し，除去後の点検等において，必要

に応じて補修作業を実施することにより，安全機能を損なうこ

とはない。 

冷却塔Ａは屋外に設置する降下火砕物防護対象設備である

ため，塗装又は腐食し難い金属を使用することにより，腐食に

より安全機能を損なわない設計とする。 

⑥中央制御室の大気汚染 

降下火砕物防護施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下

火砕物による大気汚染により，運転員の居住性を損なわない設

計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央

制御室の大気汚染を防止する。降下火砕物が取り込まれたとし
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ても，制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及び高性

能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への降下火砕物の侵入

を防止することで，運転員の居住性を確保する設計とする。 

さらに，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮

断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環することで，腐食

性ガスの侵入を防止し，運転員の作業環境を確保する設計とす

る。 

冷却塔Ａは大気汚染を考慮する必要はない。 

⑦取水源の水質汚染 

再処理施設には大量に水を使用し，取水が必要となる降下火

砕物防護対象設備はないため，取水源の水質汚染の影響を受け

ることはない。 

なお，安全冷却水系の補給水等として使用される純水は，二

又川の河川水を除濁ろ過したろ過水から製造して純水貯槽に

貯留し，純水貯槽から供給するため，供給中に水質汚染するこ

とはない。 

冷却塔Ａは補給水として純水を使用するが，大量に使用しな

いこと及び純水貯槽から共有されるため，水質汚染の影響を受

けることはない。 

⑧電気系及び計測制御系の絶縁低下 

建屋に収納される降下火砕物防護対象設備は，降下火砕物に

よる絶縁低下の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象設備を収納する建屋及び制御建屋中央

制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物

が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれたとしても，
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降下火砕物防護対象設備を収納する建屋の換気設備について

は，プレフィルタ及び粒子フィルタ又は中性能フィルタを設置

し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止する。制御建屋中央

制御室換気設備についてはプレフィルタ及び高性能粒子フィ

ルタを設置し，中央制御室内部への降下火砕物の侵入を防止す

る。 

冷却塔Ａは屋外に設置する降下火砕物防護対象設備であり，

絶縁低下の影響を受けるような設備は屋外にはない。 

⑨外部電源喪失 

送電網への降下火砕物の影響により，長期的に外部電源が喪

失した場合に対し，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常

用ディーゼル発電機を各々２系統設置する設計とし，外部電源

喪失により安全機能を損なわない設計とする。 

また，外部からの支援を期待できない場合においても，電力

の供給を可能とするため，再処理施設内に第１非常用ディーゼ

ル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続

で運転できる燃料を貯蔵する設計とし，安全機能を損なわない

設計とする。 

冷却塔Ａは，外部電源の喪失時には第２非常用ディーゼル発

電機から給電される設計とするため，外部電源喪失の影響を受

けることはない。 

⑩アクセス制限 

敷地外で交通の途絶が発生した場合，安全上重要な施設に電

力を供給する第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料の供給が外部から受けられないが，再処
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理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディ

ーゼル発電機が７日間以上連続で運転できる燃料を貯蔵する

設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

敷地内において交通の途絶が発生した場合でも，安全上重要

な施設の安全機能は再処理施設内で系統が接続されることに

より，交通の途絶の影響を受けない設計とし，安全機能を損な

わない設計とする。 

また，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，

降灰後に除灰作業を実施し復旧することを手順等に定める。 

冷却塔Ａは，外部電源の喪失時には第２非常用ディーゼル発

電機から給電される設計とし，第２非常用ディーゼル発電機は

７日間以上連続で運転できる燃料を貯蔵する設計とするため，

アクセス制限の影響を受けることはない。 

 

（３）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，降下火

砕物に対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設計に

おいても，これまでに確認してきた適合の基本方針に従い，降

下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とする。 
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３．２．３ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置

変更に係る第９条（外部火災）への適合性について 

 

（１）はじめに 

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔

Ａ」という。）の設置位置を変更することに係る第９条（外

部火災）への適合性について以下に示す。 

 

（２）規則への適合性 

（２）－１ 設計方針 

外部火災に対する設計方針は以下の通り。 

 

冷却塔Ａは安全上重要な施設とするため，外部火災に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

 

（２）－２ 外部火災防護施設 

外部火災防護対象設備は，建物内に収納され防護される設備

及び屋外に設置される設備に分類されることから，外部火災防

護対象設備を収納する建屋及び屋外に設置する外部火災防護

対象設備を外部火災防護施設として選定する。 

冷却塔Ａは屋外に設置する外部火災防護対象設備であるた

め，外部火災防護施設として選定する。（第３－２表参照） 
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（２）－３ 設計方針 

①森林火災 

屋外に設置する外部火災防護施設である安全冷却水系冷却

塔については，輻射強度が最大となる発火点３の森林火災によ

る輻射強度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

冷却塔Ａについても，同様に冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象は，防火帯から最も近い位置（約１２９ｍ）にある

外部火災防護施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａとし，冷却水出口温度が最大運転温度以

下なることを確認する。 

冷却塔Ａは，第４図に示す位置に設置する設計とするため，

評価対象よりも，防火帯からの離隔距離（約１９２ｍ）が大き

いため，評価対象において，冷却水出口温度が最大運転温度以

下となることを確認することで，冷却塔Ａについても，安全機

能を損なわないことが確認できる 

②石油備蓄基地火災 

屋外に設置する外部火災防護施設である安全冷却水系冷却

塔については，想定される石油備蓄基地火災から受ける火炎か

らの輻射強度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転温

度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

冷却塔Ａについても，同様に冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象は，石油備蓄基地からの距離が最短（約１，６４０
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ｍ）となる外部火災防護施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂとし，冷却水出口温度が最大

運転温度以下となることを確認する。 

冷却塔Ａは，第４図に示す位置に設置する設計とするため，

評価対象よりも，石油備蓄基地からの離隔距離（約１，７９０

ｍ）が大きいため，評価対象において，冷却水出口温度が最大

運転温度以下となることを確認することで，冷却塔Ａについて

も，安全機能を損なわないことが確認できる 

 

③石油備蓄基地火災と森林火災の重畳 

屋外に設置する外部火災防護施設である安全冷却水系冷却

塔については，石油備蓄基地火災と森林火災から受ける輻射強

度に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度以下とす

ることで，安全機能を損なわない設計とする。 

冷却塔Ａについても，同様に冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象は，石油備蓄基地火災と森林火災の重畳による熱影

響が厳しい使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷

却水系冷却塔Ａとし，冷却水出口温度が最大運転温度以下とな

ることを確認する。 

冷却塔Ａは，第４図に示す位置に設置する設計とするため，

評価対象よりも，防火帯及び石油備蓄基地からの離隔距離（約

１，７９０ｍ）が大きいため，評価対象において，冷却水出口

温度が最大運転温度以下となることを確認することで，冷却塔

Ａについても，安全機能を損なわないことが確認できる。 
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④航空機墜落による火災 

屋外に設置する外部火災防護施設は，火炎からの輻射熱を受

けて高温になることが想定されるため，耐火被覆，遮熱板等の

防護対策を講ずることにより，外部火災防護対象設備の安全機

能を損なわない設計とする。 

屋外の外部火災防護対象設備は，主要部材である鋼材の強度

が維持される温度３２５℃以下とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。また，安全冷却水系冷却塔については，火

炎からの輻射強度に基づき算出する冷却水出口温度が最大運

転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

飛来物防護ネットについては，安全冷却水系冷却塔に波及的

影響を与える場合は，支持構造物である架構に耐火被覆，遮熱

板等の防護対策を講ずる設計とする。 

冷却塔Ａについても，同様に耐火被覆，遮熱板等の防護対策

を講ずることにより，主要部材である鋼材の強度が維持される

温度３２５℃以下とし，安全機能を損なわない設計とする。 

また，冷却塔Ａの配管は前処理建屋屋上の既設冷却水配管に

接続することから，新たに設置する配管に対しても耐火被覆，

遮熱板等の防護対策を講ずることにより，冷却水出口温度を最

大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす

る。 

さらに，冷却塔Ａ及び既設取合部は竜巻防護対策のため飛来

物防護ネット及び飛来物防護板を新規に設置する。この飛来物

防護ネット及び飛来物防護板についても，冷却塔Ａに波及的影

響を与える場合は，支持構造物である架構等に耐火被覆，遮熱
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板等の防護対策を講ずる設計とする。 

冷却塔Ａに対しての防護対策のイメージ図を第５図に示す。 

 

⑤敷地内の危険物タンク等の火災 

敷地内の危険物タンク等の火災としては，ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所，ボイラ用燃料貯蔵所及びディーゼル発電機用燃料

油受入れ・貯蔵所の火災を想定する。 

屋外に設置する外部火災防護施設である安全冷却水系冷却

塔については，危険物タンク等の火災から受ける輻射強度に基

づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度以下とすること

で，安全機能を損なわない設計とする。 

冷却塔Ａについても，同様に冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。 

評価対象は，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所からの距離が最短

となる再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約４９０

ｍ），ボイラ用燃料貯蔵所からの距離が最短となる使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約２１

０ｍ）及びディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所からの距

離が最短となる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ（約１００ｍ）とする。 

冷却塔Ａは，第４図に示す位置に設置する設計とするため，

評価対象よりも，危険物タンク等からの離隔距離が大きい＊た

め，評価対象において，冷却水出口温度が最大運転温度以下と

なることを確認することで，冷却塔Ａについても，安全機能を

損なわないことが確認できる。 
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＊：冷却塔Ａの危険物タンク等からの離隔距離 

・ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所から約８６０ｍ 

・ボイラ用燃料貯蔵所からの距離から約３４０ｍ 

・ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所から約２２０ｍ 

 

（３）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，外部火

災に対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設計にお

いても，これまでに確認してきた適合の基本方針にしたがい，

外部火災に対して安全機能を損なわない設計とする。 
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第３－２表 外部火災防護施設 

防護対象 外部火災防護施設 

外 部 火 災

防 護 対 象

設 備 を 収

納 す る 建

屋 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

・前処理建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン脱硝建屋 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

・ウラン酸化物貯蔵建屋 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

・高レベル廃液ガラス固化建屋 

・第１ガラス固化体貯蔵建屋 

・制御建屋 

・非常用電源建屋 

・主排気筒管理建屋 

屋 外 に 設

置 す る 外

部 火 災 防

護 対 象 設

備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷

却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

・再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

・主排気筒 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設 

備 

・前処理建屋換気設備 

・分離建屋換気設備 

・精製建屋換気設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 
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第４図 冷却塔Ａと外部火災に対する評価対象の配置  
 

 

 

凡 例  
： 森 林 火 災 の 評 価 対 象  
： 石 油 備 蓄 基 地 火 災 の 評 価 対 象  
： 敷 地 内 の 危 険 物 タ ン ク 等 火 災 の 評 価 対 象  
： 危 険 物 タ ン ク 等 の 火 災 源  

冷却塔Ａ
の配置  

石油備蓄

基地の  
ある方位  
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第５図 航空機墜落火災に対する防護対策の設計方針 

＜ 航 空 機 墜 落 火 災 に 対 す る 防 護 対 策 の 設 計 方 針 ＞  
 
＜ 冷 却 塔 Ａ ＞  
・ 主 要 部 材 で あ る 鋼 材 の 強 度 が 維 持 さ れ る 温 度 325℃ 以 下 と な る よ う 耐 火 被 覆 ， 遮

熱 板 等 の 防 護 対 策 を 講 ず る 。  
 
＜ 新 設 の 配 管 ＞  
・ 冷 却 水 出 口 温 度 が 最 大 運 転 温 度 以 下 と な る よ う 耐 火 被 覆 ， 遮 熱 板 等 の 防 護 対 策 を

講 ず る 。 な お ， 防 護 対 策 に つ い て は ， 航 空 機 落 下 確 率 評 価 に お け る 標 的 面 積 を 超
え な い 範 囲 で 実 施 す る 。  

 
＜ 新 設 の 電 線 管 ＞  
・ 冷 却 塔 Ａ の 安 全 機 能 が 損 な わ な い よ う 耐 火 被 覆 ， 遮 熱 板 等 の 防 護 対 策 を 講 ず る 。

な お ， 防 護 対 策 に つ い て は ， 航 空 機 落 下 確 率 評 価 に お け る 標 的 面 積 を 超 え な い 範
囲 で 実 施 す る 。  

 
＜ 飛 来 物 防 護 ネ ッ ト 及 び 飛 来 物 防 護 板 ＞  
・ 冷 却 塔 Ａ 及 び 既 設 取 合 部 に 波 及 的 影 響 を 与 え る 場 合 は ， 耐 火 被 覆 ， 遮 熱 板 等 の 防
護 対 策 を 講 ず る 。  

既 設 配 管 （ 撤 去 ）  

既 設 電 線 管 （ 撤 去 ）  

既 設 配 管       

既 設 電 線 管  

 

冷 却 塔 A に 接 続 す る 屋 外 設 備  

新 設 配 管 (2 本 )   
新 設 電 線 管 (2 本 )  

端 子 盤   

前処理建屋 

前処理建屋 

建屋基礎 

基 礎  

冷 却 塔  

新 設 A4A 

岩盤  

MMR 

基 礎  基 礎  

飛 来 物 防 護 板  

（ 冷 却 塔 Ａ に 接 続 す る 屋 外 設 備 の 飛 来 物 防 護 板 ） 

飛 来 物 防 護 ネ ッ ト  

（ 一 部 ， 飛 来 物 防 護 板 ）  

冷 却 塔  

既 設 A4A  

冷 却 塔  

新設 A4A 

飛 来 物 防 護 ネ ッ ト  

（ 一 部 ， 飛 来 物 防 護 板 ）  

耐 火 被 覆 ， 遮 熱 板  

耐 火 被 覆 ， 遮 熱 板  

冷 却 塔  

既 設 A4A  
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 ３ .２.４ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置 

変更に係る第９条（航空機落下）への適合性について 

 

（１）はじめに 

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第９条（航空機落

下）への適合性について以下に示す。 

 

（２）規則への適合性 

（２）-１ 設計方針 

航空機落下に対する設計方針は以下の通り。 

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とするた

め，標的面積として加えて航空機落下確率を評価する。 
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（３）評価対象とする航空機落下事故 

評価対象とする航空機落下事故は，国内における落下事故

とし，対象期間は計器飛行方式民間航空機については平成 11

年１月から平成 30 年 12 月※ １ までの 20 年間，自衛隊機又は

米軍機については平成 11 年４月から平成 31 年３月※ ２までの

20 年間とする。 

※１ 平成 11 年１月から平成 24 年 12 月での期間は「航空

機落下事故に関するデータ平成 28 年６月 原子力規制委

員会」，平成 25 年１月から平成 30 年 12 月までの期間は「国

土交通省 運輸安全委員会 報告書」検索結果による。 

※２ 平成 11 年４月から平成 24 年 12 月での期間は「航空

機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制

委員会」，平成 25 年１月から平成 31 年３月までの期間は「文

林堂 航空ファン（no.723-798)」による。 

 

①計器飛行方式民間航空機の落下事故 

対象期間において，航空路を巡航中の落下事故は発生してい

ないが，安全側に事故件数を 0.5 回とする。 

 

②自衛隊機又は米軍機の落下事故 

航空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空機の落下

事故」の落下確率評価においては，「小型機では機体重量，飛

行速度，落下時の衝撃力（荷重），衝突時の衝突面積が大型機

に比べて小さいこと，一般に格納容器や原子炉建屋が堅固な構

築物であること等から原子炉施設に落下した場合においても
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その影響を及ぼす原子炉施設の範囲が大型機の落下に比べて

著しく小さくなることを考慮する。」とされており，対象航空

機の種類による係数を用いて航空機落下確率を評価すること

とされている。 

一方，再処理施設は，再処理施設の南方向約10ｋｍに三沢対

地訓練区域があり，自衛隊機及び米軍機が訓練を行っているこ

とから，Ｆ－16等が再処理施設に衝突した場合でも，鉄筋コン

クリート板等の機体全体の衝突による全体的な破壊及びエン

ジンの衝突による局部的な破壊（貫通及び裏面剥離）により安

全上重要な施設の安全機能が損なわれないよう，建物全体を外

壁及び屋根により保護する設計としている。 

これらを踏まえ，再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根

により保護する設計としている建物・構築物に対する航空機落

下確率評価においては，航空機の衝突による影響がＦ－16等と

同程度かそれ以下の航空機については，対象航空機の種類によ

る係数を適用することとする。 

係数を適用する場合の条件を以下に示す。 

 

《機体全体の衝突による全体的な破壊》 

・ 全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量

及び速度のいずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合

は係数を適用することとする。 
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《エンジンの衝突による局部的な破壊》 

・ 局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚

さの算定要素となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－

16 等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用すること

とする。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10 回（うち

８回が係数適用）及び米軍機３回（うち２回が係数適用）

となる。 
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（４）標的面積の設定 

再処理施設は，工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で

構成されていることから，追加の防護設計の要否確認の対象と

して選定した安全上重要な施設を収納する建屋及び屋外に設

置する安全上重要な施設並びに安全上重要な施設の安全機能

の維持に必要な建物・構築物の面積を合算した面積を標的面積

とする。 

また，安全圧縮空気系，安全冷却水系，非常用所内電源系統，

主排気筒，安全保護回路及び安全上重要な計測制御系の安全上

重要な施設に係る建物・構築物間に敷設する配管，ダクト及び

ケーブルのうち，地下に位置する洞道内に設置されているもの

については，航空機落下の影響を受けるおそれがないことから

標的面積には含めない。 

安全機能を維持する観点で含める安全上重要な施設の選定

結果を第３-３表に，また，選定した安全上重要な施設に係る

建物・構築物を第３-４表に示す。 

第３-５表に建物・構築物ごとの標的面積を示す。 

第３-５表に示すとおり，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋を対象とした場合に標的面積が最大となり，建物全体を外壁

及び屋根により保護する設計としている施設の標的面積 0.031

ｋｍ ２ に建物全体を外壁及び屋根により保護する設計として

いない施設の標的面積 0.012ｋｍ２を加えて 0.043ｋｍ２となる。 
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（５）再処理施設への航空機落下確率 

計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の再処理

施設への航空機落下確率の総和は，4.5×10－ ８（回／年）とな

り，防護設計の判断基準である 10－ ７（回／年）を超えないこ

とから，追加の防護設計は必要ない。 

なお，対象となる全ての建物・構築物の面積を合算した面積

としては，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計として

いる再処理施設の面積0.058ｋｍ２に建物全体を外壁及び屋根

により保護する設計としていない再処理施設の面積0.024ｋｍ

２ を加えて，計0.082ｋｍ ２ となる。これらを標的面積として，

再処理施設への航空機落下確率について参考として評価を実

施した結果，航空機落下確率の総和は，8.8×10－ ８ （回／年）

となる。 

 

（６）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，航空機

落下に対する適合の基本方針に変更はなく，航空機落下確率の

評価に伴う追加の防護設計の判断結果についても変更はない。 
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建 物 ・ 構 築 物  

各 建 屋 に 収 容 す る 安 全 上 重 要 な 施 設 の 安 全 機 能 の 維 持 に 必 要 な 建 物 ・ 構 築 物  

非 常 用 所 内 電 源 系 統  

安 全 圧 縮  

空 気 系 

主 排 気

筒  

安 全 冷 却 水 系  

安 全 保 護 回 路 ， 安

全 上 重 要 な  

計 測 制 御 系  

使 用 済 燃 料

の 受 入 れ 施

設 及 び 貯 蔵

施 設  

再 処 理  

設 備 本

体  

使 用 済 燃 料 の

受 入 れ 施 設 及

び 貯 蔵 施 設 用  

再 処 理 設 備  

本 体 用 

第 ２ 非 常 用  

デ ィ ー ゼ ル

発 電 機 用  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  ○     ○    ○  

前 処 理 建 屋   ○  ○  ○   ○  ○  ○  

分 離 建 屋   ○  ○  ○   ○  ○  ○  

精 製 建 屋   ○  ○  ○   ○  ○  ○  

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋         ○  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋   ○  ○  ○   ○  ○  ○  

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建 屋          

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 酸 化 物 貯 蔵 建 屋   ○      ○   

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋   ○  ○  ○   ○  ○  ○  

第 １ ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋          

チ ャ ン ネ ル  ボ ッ ク ス ・ バ ー ナ ブ ル  ポ イ ズ ン 処 理 建

屋  
        

ハ ル ・ エ ン ド  ピ ー ス 貯 蔵 建 屋          

制 御 建 屋   ○      ○  ○  

分 析 建 屋          

非 常 用 電 源 建 屋   ○      ○   

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ  
○     ○     

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ｂ  
○     ○     

再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ   ○     ○  ○   

再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ｂ   ○     ○  ○   

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ  
 ○      ○   

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ｂ  
 ○      ○   

主 排 気 筒     ○      
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安 全 上 重 要 な 施 設  安 全 上 重 要 な 施 設 の 安 全 機 能 の 維 持 に 必 要 な 建 物 ・ 構 築 物  

安 全 圧 縮 空 気 系  

・ 前 処 理 建 屋 （ 圧 縮 空 気 設 備 ）  

・ 再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

・ 前 処 理 建 屋 （ 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 ）  

・ 非 常 用 電 源 建 屋 （ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

 

安 全 冷 却 水 系  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施 設 用  安 全 冷 却 水 系  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

・ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 （ 第 １ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系  

・ 再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

・ 前 処 理 建 屋 （ 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 ）  

・ 非 常 用 電 源 建 屋 （ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  

安 全 冷 却 水 系  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

・ 非 常 用 電 源 建 屋 （ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

非 常 用 所 内 電 源 系 統  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施 設  

・ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 （ 第 １ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

・ 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

再 処 理 設 備 本 体  
・ 非 常 用 電 源 建 屋 （ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ）  

・ 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔  

主 排 気 筒  
・ 分 離 建 屋 ， 精 製 建 屋 ， 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 （ 地 上 部 ダ ク ト ）  

・ 主 排 気 筒  

安 全 保 護 回 路 ， 安 全

上 重 要 な 計 測 制 御 系  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵

施 設  

・ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  

再 処 理 設 備 本 体  ・ 制 御 建 屋  
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建 物 ・ 構 築 物 ※ ４  安 全 機 能 の 維 持 に 必 要 な 建 物 ・ 構 築 物 ※ ４  

標 的 面 積 ※ １  

Ａ  

（ ｋ ｍ ２ ）  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・

貯 蔵 建 屋  

【 9400】  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  安

全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.016 

A1:0.010 

A2:0.006 

前 処 理 建 屋 【 6000】  

LPG ボ ン ベ ユ ニ ッ ト

【 40】  

地 上 部 安 全 冷 却 水 系

配 管 等 ※ ２ 【 770】  

分 離 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (分 離 建 屋 )， 精 製

建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (精 製 建 屋 )， 高 レ ベ ル

廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ※ ５ ，地 上 部 ダ ク ト (高 レ ベ

ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 )， 制 御 建 屋 ， 非 常 用 電

源 建 屋 ， 再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷 却 水 系 冷

却 塔 Ａ ， Ｂ ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 主 排 気 筒  

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

分 離 建 屋 【 5700】  

地 上 部 ダ ク ト ※ ２

【 710】  

前 処 理 建 屋 ， LPG ボ ン ベ ユ ニ ッ ト (前 処 理 建

屋 )， 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 （ 前 処 理 建

屋 ）， 精 製 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (精 製 建 屋 )，

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク

ト (高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 )，制 御 建 屋 ，

非 常 用 電 源 建 屋 ， 再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷

却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル

発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 主 排

気 筒  

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

精 製 建 屋 【 6500】  

地 上 部 ダ ク ト ※ ２

【 300】  

前 処 理 建 屋 ， 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 （ 前

処 理 建 屋 ）， 分 離 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (分 離

建 屋 )，高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ※ ５ ，地 上

部 ダ ク ト (高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 )， 制

御 建 屋 ， 非 常 用 電 源 建 屋 ， 再 処 理 設 備 本 体 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ

ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ，Ｂ ，

主 排 気 筒  

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋

【 1500】  
制 御 建 屋  

0.005 

A1:0.005 

A2: －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ

ム 混 合 脱 硝 建 屋

【 4000】  

前 処 理 建 屋 ， 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 （ 前

処 理 建 屋 ）， 分 離 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (分 離

建 屋 )，精 製 建 屋 ※ ５ ，地 上 部 ダ ク ト (精 製 建 屋 )，

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク

ト (高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 )，制 御 建 屋 ，

非 常 用 電 源 建 屋 ， 再 処 理 設 備 本 体 用  安 全 冷

却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル

発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 主 排

気 筒  

0.043 

A1:0.031 

A2:0.012 

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建

屋 【 2700】  
（ 該 当 な し ）  

0.003 

A1:0.003 

A2: －  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ

ム 混 合 酸 化 物 貯 蔵 建

屋 【 2700】  

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 ， 非 常 用

電 源 建 屋 ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.012 

A1:0.007 

A2:0.005 

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス

固 化 建 屋  

【 5100】  

地 上 部 ダ ク ト ※ ２

【 150】  

前 処 理 建 屋 ， LPG ボ ン ベ ユ ニ ッ ト (前 処 理 建

屋 )， 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 （ 前 処 理 建

屋 ）， 分 離 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (分 離 建 屋 )，

精 製 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (精 製 建 屋 )， 制 御

建 屋 ，非 常 用 電 源 建 屋 ，再 処 理 設 備 本 体 用  安

全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー

ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ ，

主 排 気 筒  

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 
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（つづき） 

建 物 ・ 構 築 物 ※ ４  安 全 機 能 の 維 持 に 必 要 な 建 物 ・ 構 築 物 ※ ４  

標 的 面 積 ※ １  

Ａ  

（ ｋ ｍ ２ ）  

第 １ ガ ラ ス 固 化 体 貯

蔵 建 屋  

【 5700】  

（ 該 当 な し ）  

0.006 

A1: －    

A2:0.006 

チ ャ ン ネ ル  ボ ッ ク

ス ・ バ ー ナ ブ ル  ポ イ

ズ ン 処 理 建 屋 【 3500】 

（ 該 当 な し ）  

0.004 

A1:0.004 

A2: －    

ハ ル ・ エ ン ド  ピ ー ス

貯 蔵 建 屋  

【 2200】  

（ 該 当 な し ）  

0.003 

A1:0.003 

A2: －    

制 御 建 屋 【 2900】  
非 常 用 電 源 建 屋 ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電

機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.008 

A1:0.003 

A2:0.005 

分 析 建 屋 【 4900】  （ 該 当 な し ）  

0.005 

A1:0.005 

A2: －   

非 常 用 電 源 建 屋

【 1200】  

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水

系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.005 

A1: －    

A2:0.005 

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ

施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔

Ａ ※ ２ 【 2200】  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  

0.013 

A1:0.010 

A2:0.003 

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ

施 設 及 び 貯 蔵 施 設 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔

Ｂ ※ ２ 【 3500】  

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋  

0.014 

A1:0.010 

A2:0.004 

再 処 理 設 備 本 体 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔

Ａ ※ ２ 【 1700】  

前 処 理 建 屋 ， 地 上 部 安 全 冷 却 水 系 配 管 等 （ 前

処 理 建 屋 ），非 常 用 電 源 建 屋 ，第 ２ 非 常 用 デ ィ

ー ゼ ル 発 電 機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.012 

A1:0.006 

A2:0.006 

再 処 理 設 備 本 体 用  

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔

Ｂ ※ ２ 【 1700】  

非 常 用 電 源 建 屋 ， 第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電

機 用  安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ， Ｂ  

0.006 

A1: －    

A2:0.006 

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ

ル 発 電 機 用 安 全 冷 却

水 系 冷 却 塔 Ａ ※ ２

【 1500】  

非 常 用 電 源 建 屋  

0.003 

A1: －    

A2:0.003 

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ

ル 発 電 機 用 安 全 冷 却

水 系 冷 却 塔 Ｂ ※ ２

【 1500】  

非 常 用 電 源 建 屋  

0.003 

A1: －    

A2:0.003 

主 排 気 筒 ※ ２ ,３【 2200】 

分 離 建 屋 ※ ５ ，地 上 部 ダ ク ト (分 離 建 屋 )，精 製

建 屋 ※ ５ ，地 上 部 ダ ク ト (精 製 建 屋 )，高 レ ベ ル

廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ※ ５ ， 地 上 部 ダ ク ト (高 レ

ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 ) 

0.022 

A1:0.018 

A2:0.004 

※ １  A1： 建 物 全 体 を 外 壁 及 び 屋 根 に よ り 保 護 す る 設 計 と し て い る 建 物 ・ 構 築 物 の 面 積  

   A2： 建 物 全 体 を 外 壁 及 び 屋 根 に よ り 保 護 す る 設 計 と し て い な い 建 物 ・ 構 築 物 の 面 積  

※ ２  竜 巻 防 護 対 策 設 備 を 含 む 。  

※ ３  主 排 気 筒 管 理 建 屋 及 び 地 上 部 ダ ク ト を 含 む 。  

※ ４  建 物 全 体 を 外 壁 及 び 屋 根 に よ り 保 護 す る 設 計 と し て い な い 建 物 ・ 構 築 物 を 斜 体 で 示

す 。  

※ ５  地 上 部 ダ ク ト の 支 持 構 造 物 と な る 建 物 ・ 構 築 物  

【   】 内 の 値 は そ れ ぞ れ の 建 物 ・ 構 築 物 の 面 積 （ ｍ ２ ） を 示 す 。  
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３．２．５ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置

変更に係る第９条（落雷）への適合性について

（１）はじめに

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第９条（落雷）へ

の適合性について以下に示す。

（２）規則への適合性

（２）－１ 設計方針

落雷に対する設計方針は以下の通り。

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とする

ため，落雷に対して安全機能を損なわない設計とする。

（２）－２ 防護対象施設

落雷に対する防護対象施設は，落雷による影響と再処理施

設の特徴を踏まえ，直撃雷と間接雷に対してそれぞれ選定し

ている。

① 直撃雷に対する防護対象施設

直撃雷に対しては，建築基準法又は消防法の適用を受ける建

物，構築物及び安全上重要な施設を防護対象施設としている。 

冷却塔Ａは安全上重要な施設とするため，直撃雷に対する防

護対象施設として選定する（第３－６表参照）。 

②間接雷に対する防護対象施設

間接雷に対しては，建屋間を取り合う計測制御系統施設，電

気設備，放射線監視設備及び火災防護設備を防護対象施設とし
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ている。冷却塔Ａに係る計測制御系統施設は建屋間を取り合う

ため，間接雷に対する防護対象施設として選定する（第３－７

表参照）。  

（２）－３ 想定する落雷の規模  

防護対象施設のうち建屋間を取り合う安全上重要な計測

制御系統施設，電気設備及び放射線監視設備の耐雷設計にお

いては，敷地及び敷地周辺で過去に観測された最大のものを

参考とし，主排気筒への雷撃電流２７０ｋＡの落雷を想定す

ることとしている。  

冷却塔Ａに係る安全上重要な計測制御系統施設等につい

ては想定雷撃電流を２７０ｋＡとし，安全機能を損なわない

設計とする。  

（２）－４ 耐雷設計  

①直撃雷の防止設計  

直撃雷に対する防護対象施設は，「原子力発電所の耐雷指針」

（ＪＥＡＧ４６０８），建築基準法及び消防法に基づき，日本

産業規格に準拠した避雷設備を設置する設計としている。また，

安全上重要な施設を内包する建屋及び安全上重要な構築物は，

避雷設備を設ける設計としている。各々の防護対象施設に設置

する避雷設備は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗

の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る

設計としている。 

冷却塔Ａも直撃雷に対する防護対象施設となるため，避雷設

備の設置対象とする（第３－８表参照）。  

②間接雷による雷サージ抑制設計  
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ａ．接地設計 

各接地系の連接による構内接地系の電位分布の平坦化を

図り，接地抵抗値を３Ω以下と設計としている。 

冷却塔Ａの接地設計においても接地抵抗値が３Ω以下と

なるように設計する。 

ｂ．雷サージの影響阻止設計 

防護対象施設のうち安全上重要な施設とアナログ信号を

取り合う計測制御系統施設に対しては，雷撃電流２７０ｋＡ

の落雷による構内接地系の電位上昇３．０ｋＶを踏まえ，安

全機能を損なわないよう，３．０ｋＶ以上の雷インパルス絶

縁耐力を有する又は絶縁耐力５．０ｋＶ以上の保安器を設置

する設計としている。また，防護対象施設のうち安全上重要

な施設とデジタル信号を取り合う計測制御系統施設につい

ては，雷撃電流２７０ｋＡの落雷による構内接地系の電位上

昇３．０ｋＶを踏まえ，安全機能を損なわないよう，シール

ド ケーブルを使用した上で両端接地とするか又は光伝送

ケーブルを用いる設計としている。 

防護対象施設の電気設備のうち安全上重要な施設につい

ては，雷撃電流２７０ｋＡの落雷によって生じる構内接地系

の電位上昇に対して安全機能を損なわないよう，３．０ｋＶ

以上の雷インパルス絶縁耐力を有する設計としている。  

冷却塔Ａに接続する電気設備（給電系統）は，安全上重要

な施設になるため，３．０ｋＶ以上の雷インパルス絶縁耐力

を有する設計とする。 
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（３）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，落雷に

対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設計において

も，これまでに確認してきた適合の基本方針にしたがい，落雷

に対して安全機能を損なわない設計とする。 
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第３－６表 直撃雷に対する防護対象施設一覧  

建物及び構築物 対象 
安 建 消 

使用済燃料輸送容器管理建屋 － ○ － 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ － 
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 － － － 
前処理建屋 ○ ○ － 
分離建屋 ○ ○ ○ 
精製建屋 ○ ○ ○ 
ウラン脱硝建屋 ○ ○ － 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ － － 
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ － － 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○ － － 
高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○ － 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ○ － 
低レベル廃液処理建屋 － ○ － 
低レベル廃棄物処理建屋 － ○ ○ 
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建
屋 

○ ○ － 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 ○ ○ － 
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 － － － 
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 － － － 
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 － － － 
分析建屋 ○ ○ － 
制御建屋 ○ － － 
非常用電源建屋 ○ － ○ 
主排気筒管理建屋 ○ － － 
北換気筒管理建屋 － － － 
緊急時対策所 － － － 
第１保管庫・貯水所 － － － 
第２保管庫・貯水所 － － － 
出入管理建屋 － ○ － 
主排気筒 ○ ○ － 
北換気筒 － ○ － 
低レベル廃棄物処理建屋換気筒 － ○ － 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却
水系冷却塔 

○ － － 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 ○ － － 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却
塔 

○ － － 

＜凡例＞  
安：安全上重要な施設を内包するため対象となるもの  
建：建築基準法の適用を受けるため対象となるもの  
消：消防法の適用を受けるため対象となるもの  
○：防護対象施設に該当するもの  
－：防護対象施設に該当しないもの  
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第３－７表 間接雷に対する防護対象施設一覧  

建物及び構築物 
対象 

建屋間 
取合い 

安重の有
無 

使用済燃料輸送容器管理建屋 ○ － 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ 
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 ○ － 
前処理建屋 ○ ○ 
分離建屋 ○ ○ 
精製建屋 ○ ○ 
ウラン脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ － 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○ ○ 
高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○ 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ － 
低レベル廃液処理建屋 ○ － 
低レベル廃棄物処理建屋 ○ － 
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理
建屋 

○ － 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 ○ － 
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × － 
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ － 
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × － 
分析建屋 × － 
制御建屋 ○ ○ 
非常用電源建屋 ○ ○ 
主排気筒管理建屋 ○ ○ 
北換気筒管理建屋 ○ － 
緊急時対策所 × － 
第１保管庫・貯水所 × － 
第２保管庫・貯水所 × － 
出入管理建屋 × － 
主排気筒 ○ － 
北換気筒 ○ － 
低レベル廃棄物処理建屋換気筒 ○ － 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷
却水系冷却塔 

○ ○ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 ○ ○ 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷
却塔 

○ ○ 

＜凡例＞  
建屋間取合い  
○：建屋間を取り合う計測制御系統施設，電気設備，  

放射線監視設備又は火災防護設備があるもの  
×：建屋間を取り合う計測制御系統施設，電気設備，  

放射線監視設備又は火災防護設備がないもの  
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安重の有無  
○：防護対象に安全上重要な計測制御系統施設，電気設

備又は放射線監視設備があるもの  
－：防護対象に安全上重要な計測制御系統施設，電気設

備又は放射線監視設備がないもの  
 

第３－８表 避雷設備の設置対象一覧  

建物及び構築物 避雷設
備 接地網 

使用済燃料輸送容器管理建屋 ○ ○ 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ 
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 × ○ 
前処理建屋 △ ○ 
分離建屋 △ ○ 
精製建屋 ○ ○ 
ウラン脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ ○ 
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○ 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○ ○ 
高レベル廃液ガラス固化建屋 △ ○ 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ○ 
低レベル廃液処理建屋 ○ ○ 
低レベル廃棄物処理建屋 ○ ○ 
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建
屋 

○ ○ 
ハル・エンド ピース貯蔵建屋 ○ ○ 
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × ○ 
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 × ○ 
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × ○ 
分析建屋 ○ ○ 
制御建屋 ○ ○ 
非常用電源建屋 ○ ○ 
主排気筒管理建屋 △ ○ 
北換気筒管理建屋 × ○ 
緊急時対策所 × ○ 
第１保管庫・貯水所 × ○ 
第２保管庫・貯水所 × ○ 
出入管理建屋 ○ ○ 
主排気筒 ○ ○ 
北換気筒 ○ ○ 
低レベル廃棄物処理建屋換気筒 ○ ○ 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却
水系冷却塔Ａ 

 ○※ ○ 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却
水系冷却塔Ｂ 

△ ○ 
再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ  ○※ ○ 
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再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ  △※ ○ 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却
塔Ａ 

 ○※ ○ 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却
塔Ｂ 

 ○※ ○ 
＜凡例＞  

○：避雷設備（突針，棟上導体）又は接地網を設置  
△：周辺の避雷設備の保護範囲に入るため，一部又は全部が設

置対象外  
×：避雷設備（突針，棟上導体）又は接地網の設置対象外  
※ 安全冷却水系冷却塔を覆う竜巻防護対策設備（飛来物防護ネ

ット）に避雷設備を設置する。  
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３．２．６ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位

置変更に係る第９条（竜巻）への適合性について  

 

（１）はじめに  

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔

Ａ」という。）の設置位置を変更することに係る第９条（竜巻）

への適合性について以下に示す。  

 

（２）規則への適合性  

（２）－１ 設計方針  

竜巻に対する設計方針は以下の通り。  

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とする

ため，竜巻に対して安全機能を損なわない設計とする。  

（２）－２ 設計対象施設  

安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設を竜巻防

護施設とし，竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対する

設計対象施設として選定する。冷却塔Ａ及び冷却塔Ａに接続

する屋外設備は安全上重要な施設とするため，これらを屋外

の竜巻防護施設として設計対象施設に選定する。 

屋外の竜巻防護施設を以下に示す。 

（ ａ ）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用  安全冷却水 

系冷却塔 

（ ｂ ）  再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 

（ ｃ ）  冷却塔Ａに接続する屋外設備 

（ ｄ ）  第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 
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（ ｅ ）  主排気筒 

（ ｆ ）  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

（ ｇ ）  高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

（ ｈ ）  前処理建屋換気設備 

（ ｉ ）  分離建屋換気設備 

（ ｊ ）  精製建屋換気設備 

（ ｋ ）  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

（ ｌ ）  高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

なお， （ ｅ ） ～ （ ｋ ） を合わせて「主排気筒に接続する屋外配

管及び屋外ダクト」という。 

 

（２）－３ 設計竜巻及び設計荷重（竜巻）について 

日本で過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢ １ ＝９２ｍ／

ｓ及び竜巻検討地域を対象に算定した竜巻最大風速のハザー

ド曲線による最大風速ＶＢ ２ ＝４９ｍ／ｓより，再処理施設に

おける基準竜巻の最大風速ＶＢは９２ｍ／ｓとする。再処理施

設の竜巻に対する設計に当たっては，蓄積されている知見の少

なさといった不確定要素を考慮し，設計及び運用に安全余裕を

持たせるために，設計竜巻の最大風速を１００ｍ／ｓとする。 

設計対象施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを

参考に風圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）

及び設計飛来物による荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重  

とし，これに設計対象施設に常時作用する荷重，運転時荷重及

び竜巻以外の自然現象による荷重を組み合わせて設計荷重（竜
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巻）とする。  

冷却塔Ａ及び冷却塔Ａに接続する屋外設備は，設計荷重（竜

巻）を作用させ，許容限界に対して安全余裕を有することを確

認する。 

（２）－４ 竜巻防護設計（屋外の竜巻防護施設） 

屋外の竜巻防護施設は，設計荷重（竜巻）による影響を受

ける場合には，竜巻防護対策を実施することにより安全機能

を損なわない設計とする。  

竜巻防護施設及び防護対策等を第３－９表に示す。  

①  再処理施設本体用安全冷却水系冷却塔  

再処理設備本体用 安全冷却水系は，独立した２系列の冷却

塔，冷却水循環ポンプ及び配管系により構成する。  

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔は，風圧力による荷

重及び冷却塔の自重に対して構造健全性を維持し，安全機能を

損なわない設計とする。  

その上で，２系列の冷却塔に対して，飛来物防護ネット及

び飛来物防護板を設置し，飛来物の衝突による損傷を防止す

ることによって，安全機能を損なわない設計とする。  

  冷却塔Ａにおいても，風圧力による荷重及び冷却塔の自重

に対して構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計と

するとともに，飛来物防護ネット及び飛来物防護板を設置し，

飛来物の衝突による損傷を防止することによって，安全機能

を損なわない設計とする。 

②  冷却塔Ａに接続する屋外設備  

冷却塔Ａに接続する屋外設備は，設計荷重（竜巻）に対して
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構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。また，

冷却塔Ａに接続する屋外設備は，飛来物の衝突による貫通を防

止することができるように，それ自体が十分な厚さを有する配

管又は鋼板で構成し，安全機能を損なわない設計とすること，

又は設計飛来物の衝突により損傷するおそれがある箇所につ

いては，飛来物防護板を設置することによって安全機能を損な

わない設計とする。 

（２）－５ 竜巻防護対策設備 

竜巻防護対策設備は，竜巻が襲来した場合において竜巻防

護施設を設計飛来物の衝突から防護するためのものであり，

飛来物防護板及び飛来物防護ネットで構成する。 

冷却塔Ａ及び冷却塔Ａに接続する屋外設備についても，設

計飛来物の衝突から防護するため，必要な箇所に竜巻防護対

策設備を設置する。 

竜巻防護対策設備の仕様を第３－１０表に，配置図を第６

図に示す。  

 

（３）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，竜巻に

対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設計において

も，これまでに確認してきた適合の基本方針にしたがい，竜巻

に対して安全機能を損なわない設計とする。 
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第３－９表 竜巻防護施設及び防護対策等  

竜巻防護施設  

竜巻の

最大  
風速条

件  

想定す

る  
設計飛

来物  

飛来物

対策  防護対策  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔  

１００

ｍ／ｓ  

鋼製材  
鋼製パ

イプ  

固 縛 又
は 車 両
の 退 避
等 の 飛
来物発  
生防止  

飛来物防護ネット及び飛来物防護

板  
再処理設備本体用  安全冷却水系

冷却塔  
飛来物防護ネット及び飛来物防護

板  

冷却塔Ａに接続する屋外設備  

設計飛来物に対して貫通しない十

分な厚さを有する設計  
損傷するおそれがある箇所への飛

来物防護板設置  
第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 

安全冷却水系冷却塔  
飛来物防護ネット及び飛来物防護

板  

主排気筒  設計飛来物に対して貫通しない十

分な厚さを有する設計  

主排気筒の排気筒モニタ  
排気筒モニタ並びに主排気筒管理

建屋外壁及び屋根への飛来物防護

板設置  
非常用所内電源系統  
 第２非常用ディーゼル発電機  

非常用電源建屋外壁への飛来物防

護板設置  

前処理建屋の安全蒸気系  室の外壁，屋根及び開口部への飛来

物防護板設置  

3-81 97



 
 

前処理建屋の非常用所内電源系統

及び計測制御系統施設  
精製建屋の非常用所内電源系統及

び計測制御系統施設  
高レベル廃液ガラス固化建屋の非

常用所内電源系統，計測制御系統施

設及び安全冷却水系  
非常用電源建屋の非常用所内電源

系統  
制御建屋中央制御室換気設備  

室の開口部への飛来物防護板設置  

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーンの遮蔽容器  

室の外壁への飛来物防護板設置（第

１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンの遮蔽容器が設置される

室のみ）  
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第３－９表 竜巻防護施設及び防護対策等（つづき）  

竜巻防護施設  

竜巻の

最大  
風速条

件  

想定す

る  
設計飛

来物  

飛来物対

策  防護対策  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備  
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備  
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備  
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備  
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽

類廃ガス処理設備  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備  
前処理建屋換気設備の排気系  
分離建屋換気設備の排気系  
精製建屋換気設備の排気系  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備の排気系  
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備の貯蔵室からの排

気系  
高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備の排気系  

１００

ｍ／ｓ  

鋼製材  
鋼製パ

イプ  

固 縛 又 は
車 両 の 退
避 等 の 飛
来 物 発 生
防止  

気圧差荷重に対して健全性を維

持できる十分な強度を有する設

計  
 
主排気筒に接続する屋外ダクト

への飛来物防護板設置  
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ガラス固化体貯蔵設備の収納管  
制御建屋中央制御室換気設備  
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第３－１０表 竜巻防護対策設備の仕様  

（１）飛来物防護板 

ａ．前処理建屋の安全蒸気系設置室の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｂ．前処理建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置

室の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     ３式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｃ．精製建屋の非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置室

の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     ２式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用所内電源系統，計測制

御系統施設及び安全冷却水系設置室の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     ３式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｅ．非常用電源建屋の第２非常用ディーゼル発電機及び非常用所

内電源系統設置室の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     ４式 
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材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｆ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽容器設置

室の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｇ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（主排気筒周り） 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材 

ｈ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（分離建屋屋外） 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材 

ｉ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（精製建屋屋外） 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材 

ｊ．主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトの飛来物防護板 

（高レベル廃液ガラス固化建屋屋外） 

種  類     防護板 

基  数     １式 
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材  料     鋼材 

ｋ．制御建屋中央制御室換気設備設置室の飛来物防護板  

種   類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材又は鉄筋コンクリート＊  

ｌ．冷却塔Ａに接続する屋外設備の飛来物防護板 

種  類     防護板 

基  数     １式 

材  料     鋼材 

注）＊印の材料は，開口部周辺の設計条件を考慮して適切なもの

を選定する。 

 

 （２） 飛来物防護ネット 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔の飛来物防護ネット＊（一部，飛来物防護板） 

種  類     防護ネット 

基  数     ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類     防護板 

基  数     ２式 

材  料     鋼材 
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ｂ．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔の飛来物防護ネット

（一部，飛来物防護板） 

種  類     防護ネット 

基  数     ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類     防護板 

基  数     ２式 

材  料     鋼材 

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔の飛来

物防護ネット（一部，飛来物防護板） 

種  類     防護ネット 

基  数     ２式 

主要材料    鋼線（ネット） 

        鋼材（支持架構） 

種  類     防護板 

基  数     ２式 

材  料     鋼材 

注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備であ

る。
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第６図 竜巻防護対策設備配置図  
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３．２．７ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置

変更に係る第９条（その他外部衝撃）への適合性につ

いて  

 

（１）はじめに  

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第９条（その他外

部衝撃）への適合性について以下に示す。  

 

（２）規則への適合性  

（２）－１ 設計方針  

その他外部衝撃に対する設計方針は以下の通り。  

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とする

ため，その他外部衝撃に対して安全機能を損なわない設計と

する。  

 

（２）－２ 防護対象施設  

その他外部衝撃に対する防護対象施設（以下「外部事象防

護対象施設」という。）は，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全機

能を有する施設のうち安全上重要な施設としている。 

冷却塔Ａは安全上重要な施設とするため，外部事象防護施

設として選定する。 
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（２）－３ 再処理施設の設計において考慮する自然現象  

再処理施設において設計上の考慮を必要とする事象は，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び塩害といった自然現象とし，

敷地及び周辺地域の過去の記録並びに現地調査を参考にし

て，予想される最も過酷と考えられる条件を適切に考慮する

ことにより，安全機能を損なわない設計としている。  

冷却塔Ａについても，これらの自然現象に対して安全機能

を損なわない設計とする。  

 

（２）－４ 自然現象に対する安全設計  

（ア） 風（台風）  

敷地付近で観測された日最大瞬間風速は，八戸特別地域気

象観測所での観測記録（ 1951年～ 2018年３月）で 41.7 ｍ／

ｓ（ 2017年９月 18日）である。外部事象防護対象施設等の設

計に当たっては，この観測値を基準とし，建築基準法に基づ

き算出する風荷重に対して安全機能を損なわない設計とす

る。建築基準法に基づき算出する風荷重は，設計竜巻の最大

風速（ 100 ｍ／ｓ）による風荷重を大きく下回るため，風（台

風）に対する安全設計は竜巻に対する防護設計に包含される。 

冷却塔Ａも外部事象防護対象施設とするため，建築基準法

に基づき算出する風荷重に対して安全機能を損なわない設

計とする。  
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（イ） 凍  結  

敷地付近で観測された日最低気温は，むつ特別地域気象観

測所での観測記録（ 1935年～ 2018年３月）によれば－ 22.4 ℃

（ 1984年２月 18日），八戸特別地域気象観測所での観測記録

（ 1937年～ 2018年３月）によれば－ 15.7 ℃（ 1953年１月３

日）である。  

外部事象防護対象施設の設計に当たっては，敷地及び敷地

周辺の観測値を適切に考慮するため，観測所気象年報からの

六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，保温等の凍結防

止対策を行うことにより，設計外気温－ 15.7 ℃に対して安

全機能を損なわない設計とする。  

冷却塔Ａも外部事象防護対象施設とするため，設計外気温  

－ 15.7 ℃に対して安全機能を損なわない設計とする。  

 

（ウ） 高  温  

敷地付近で観測された日最高気温は，むつ特別地域気象観

測所での観測記録（ 1935年～ 2018年３月）によれば 34.7  ℃

（ 2012年７月 31日），八戸特別地域気象観測所での観測 記

録（ 1937年～ 2018年３月）によれば 37.0 ℃（ 1978年８月３

日）である。設計上考慮する外気温度については，これらの

観測値並びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，外

部事象防護対象施設の設計においては，むつ特別地域気象観

測所の夏季（６月～９月）の外気温度の観測データから算出

する超過確率１％に相当する 29 ℃を設計外気温とし，崩壊

熱除去等の安全機能を損なわない設計とする。  
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冷却塔Ａも外部事象防護対象施設とするため， 29 ℃を設

計外気温とし，崩壊熱除去の安全機能を損なわない設計とす

る。  

 

（エ） 降  水  

敷地付近で観測された日最大降水量は，八戸特別地域気象

観測所での観測記録（ 1937年～ 2018年３月）で 160.0ｍｍ（ 1

982年５月 21日），むつ特別地域気象観測所での観測記録（ 1

937年～ 2018年３月）で 162.5ｍｍ（ 2016年８月 17日）であ

る。また，敷地付近で観測された日最大１時間降水量は，八

戸特別地域気象観測所での観測記録（ 1937年～ 2018年３月）

で 67.0 ｍｍ（ 1969年８月５日），むつ特別地域気象観測所で

の観測記録（ 1937年～ 2018年３月）で 51.5 ｍｍ（ 1973年９

月 24日）である。  

外部事象防護対象施設の設計に当たっては，八戸特別地域

気象観測所で観測された日最大１時間降水量 67.0  ｍｍを想

定して，敷地内の排水設計を行うとともに，「溢水による損

傷の防止に関する設計」と同様に，建屋貫通部の止水処理に

より，雨水が当該建屋に浸入することを防止することで，安

全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。  

冷却塔Ａも外部事象防護対象施設とするため，前述のとお

りの敷地内の排水設計を行うことで，安全機能を損なわない

設計とする。  
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（オ） 積  雪  

建築基準法施行令第 86条に基づく六ヶ所村の垂直積雪量

は 150 ｃｍとなっているが，敷地付近で観測された最深積雪

は，むつ特別地域気象観測所での観測記録（ 1935年～ 2018

年３月）によれば 170 ｃｍ（ 1977年２月 15日）であり，六

ヶ所村統計書における記録（ 1975年～ 2002年）による最深

積雪量は 190 ｃｍ（ 1977年２月）である。したがって，積雪

荷重に対しては，六ヶ所村統計書における最深積雪深である

 190 ｃｍを考慮し，安全機能を損なわない設計とする。ま

た，換気設備の給気系においては防雪フードを設置し，降雪

時に雪を取り込み難い設計とするとともに，給気を加熱する

ことにより，雪の取り込みによる給気系の閉塞を防止し，安

全機能を損なわない設計とする。  

冷却塔Ａも外部事象防護対象施設とするため，190 ｃｍの

積雪を考慮し，安全機能を損なわない設計とする。  

 

（カ） 生物学的事象  

生物学的事象として考慮する対象生物は，敷地周辺の生物

の生息状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類，小動物，魚類，

底生生物及び藻類を生物学的事象にて考慮する対象生物に

選定し，これらの生物が再処理施設へ侵入することを防止又

は抑制することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気

入口シャフト及び冷却空気出口シャフト，屋外に設置する電

気設備並びに給水処理設備に受け入れる水の取水口には，対
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象生物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安全機

能を損なわない設計とする。  

屋外に設置する電気設備は，密封構造，メッシュ構造，シ

ール処理を施す構造又はこれらを組み合わせることにより，

鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とす

る。  

冷却塔Ａは屋外に設置されているが，系統内への生物の取

り込みが問題になることはないため，これらの生物により安

全機能を損なうことはない。  

 

（キ） 塩  害  

一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から 200ｍ付近ま

では多く，数百ｍの付近で激減する傾向がある。再処理施設

は海岸から約５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さいと考え

られるが，安全機能を有する施設を設置する建屋の換気設備

の給気系には粒子フィルタ等を設置し，屋内の施設への塩害

の影響を防止する設計とする。また，直接外気を取り込むガ

ラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管には防食処理（アル

ミニウム溶射）を施す設計とする。屋外の施設にあっては，

塗装すること及び腐食し難い金属を用いることにより腐食

を防止するとともに，受電開閉設備については碍子部分の絶

縁を保つために洗浄が行える設計とする。以上のことから，

塩害により安全機能を損なわない設計とする。  

冷却塔Ａは屋外の施設であるため，塗装すること及び腐食

し難い金属を用いることにより腐食を防止し，安全機能を損
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なわない設計とする。  

 

（２）－５ 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事

故の組合せ  

抽出した安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼ

し得る自然現象（11事象）に地震を加えた計12事象について，

組合せを網羅的に検討する。この組合せが再処理施設に与え

る影響について，①重畳が考えられない組合せ，②いずれの

事象も発生頻度が低く重畳を考慮する必要のない組合せ，③

いずれかの事象に代表される組合せ，④再処理施設に及ぼす

影響が異なる組合せ，⑤それぞれの荷重が相殺する組合せ及

び⑥一方の事象の条件として考慮されている組合せを除外

し，いずれにも該当しないものを再処理施設の設計において

想定する組合せとする。その結果，設計上考慮すべき自然現

象の組合せとして，積雪と風（台風）,積雪と竜巻，積雪と

火山の影響（降灰），積雪と地震，風（台風）と火山の影響

（降灰）及び風（台風）と地震の組合せが抽出され，それら

の組合せに対して安全機能を有する施設の安全機能が損な

われない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設に作用させる荷重には，設計

基準事故時に生ずる応力の組み合わせを適切に考慮する。設

計基準事故は，設備や系統における内部事象を起因とするも

のであり，かつ外部からの衝撃である自然現象又は自然現象

の組合せにより外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とするため，自然現象と設計基準事故の因果関係は
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認められず，自然現象又は自然現象の組み合わせによる影響

及び時間的変化による設計基準事故への進展も考えられな

い。したがって，自然現象と設計基準事故の組合せは考慮し

ない。  

冷却塔Ａも外部事象防護対象施設となるため，上記６通り

の自然現象の組み合わせに対して安全機能を損なわない設

計とする。 

 

（２）－６ 再処理施設の設計において考慮する人為事象 

再処理施設において設計上の考慮を必要とする人為事象

は，航空機落下，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電

磁的障害といった事象とし，敷地及び周辺地域の過去の記録

並びに現地調査を参考にして，予想される最も過酷と考えら

れる条件を適切に考慮する。  

冷却塔Ａについても，これらの人為事象に対して安全機能

を損なわない設計とする。  

 

（２）－７ 人為事象に対する安全設計  

（ア） 有毒ガス  

有毒ガスについては，再処理施設周辺の可動施設から発生

する有毒ガスを想定し，制御建屋 中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断することにより，中央制御室の居住性を

損なわない設計とする。  

冷却塔Ａは，安全機能維持の観点から運転員の居住性を考

慮する必要はない。  
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（イ） 電磁的障害  

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備及び安全保護回路は，日本

産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，電気的及

び物理的な独立性を持たせることにより，安全機能を損な

わない設計とする。  

冷却塔Ａには，安全上重要な施設の安全機能を維持する

ために必要な計測制御設備及び安全保護回路はない。  

 

（３）まとめ 

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，その他

外部衝撃に対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設

計においても，これまでに確認してきた適合の基本方針にした

がい，その他外部衝撃に対して安全機能を損なわない設計とす

る。 
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３．２．８ 再処理設備本体用安全冷却水Ａ冷却塔の設置位置変

更に係る第 11 条（溢水による損傷の防止）への適合

性について 

 

（１）はじめに 

再処理設備本体用安全冷却水Ａ冷却塔（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第 11 条（溢水によ

る損傷の防止）への適合性について以下に示す。  

 

（２）規則への適合性  

（２）－１ 設計方針  

溢水に対する設計方針は以下の通り。  

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とするた

め，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。  

（２）－２ 溢水防護対象設備  

溢水に対する防護対象施設は，溢水による影響と再処理施設

の特徴を踏まえ選定している。  

冷却塔Ａに関係する安全上重要な施設は，屋外と屋内に設置

する以下のものである。  

これらを溢水防護対象設備とする。  

・屋外に設置する安全上重要な施設  

（冷却塔Ａ）  

・屋内に設置する安全上重要な施設  

 （ポンプ，メタクラ，非常用コントロールセンタ，  

非常用パワーセンタ）  
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①  屋外に設置する溢水防護対象設備に対する防護設計 

屋外に設置する溢水防護対象設備を第３－９表に，配置図を

第７図に示す。 

 

第３－９表 屋外の溢水防護対象設備 

 

 

 

 

第７図 冷却塔Ａの配置図 

 

 

 

 

系統名 溢水防護対象設備 
建屋

名 

安全冷却水系 冷却塔Ａ 屋外 
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屋外に設置する溢水防護対象設備に関して溢水の影響の

評価を以下に示す。 

冷却塔Ａは屋外に設置されている設備であり，降水等の

溢水を考慮した設計がなされており，安全機能を損なうお

それはないことから，影響評価対象とする溢水防護対象設

備の対象外としている。 

第８図に冷却塔Ａの主要な駆動部の防滴構造の概要図を示

す。 

 

第８図 冷却塔Ａの主要な駆動部の防滴構造の概要図 

 

※：電動機の駆動部については, 旧 JIS 規格の「JIS C 

4004 回転電気機械通則」で定められた保護等級（JPW44）

第 ６ 回 設 工 認 申 請 資 料 よ り 引 用  
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を有しており, いかなる方向からの水滴によっても有害な

影響を受けない構造となっている。なお, JPW44 は ,JIS 規

格 の 「 JIS C 0920 電 気 機 械 器 具 の 外 郭 に よ る 保 護 等 級

（IPx4）」相当の防滴性能を有している。 

 

②  屋内に設置する溢水防護対象設備に対する防護設計 

冷却塔Ａに関係する溢水防護建屋内にある溢水防護対象設

備を第３－１０表に，配置図を第９図に示す。 

 

第３－１０表 屋内に設置する溢水防護対象設備 

系 統 名  溢 水 防 護 対 象 設 備  建 屋 名  
機 能 喪 失

高 さ (m) 

設 置  

区 画  

安 全 冷 却

水 系  

安 全 冷 却 水 Ａ 循 環 ポ ン プ Ａ  

前 処 理 建 屋  

0.76 

①  

安 全 冷 却 水 Ａ 循 環 ポ ン プ Ｂ  0.76 

前 処 理 建

屋 の 電 気

設 備  

6.9kV 非 常 用 メ タ ク ラ Ａ  

前 処 理 建 屋  

0.02 

②  

460V 非 常 用 コ ン ト ロ ー ル セ

ン タ Ａ ２  
0.09 

460V 非 常 用 コ ン ト ロ ー ル セ

ン タ Ａ ３  
0.09 

460V 非 常 用 パ ワ ー セ ン タ Ａ  0.09 
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第９図 屋内の溢水防護対象設備の配置図 (１ /２) 

 

 

第９図 屋内の溢水防護対象設備の配置図 (２ /２) 

①   

②   
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第３－１０表に示す溢水防護対象設備について，溢水の

影響を評価する。 

 

想定破損による溢水の影響評価方針としては，あらゆる箇所

での溢水の発生を想定した上で，想定破損の溢水による溢水防

護対象設備への溢水の影響の確認及び機能喪失の判定を実施

する。多重性又は多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能

が同時に損なわれるおそれがある場合は，溢水経路に対する拡

大防止対策，溢水防護対象設備に対する損傷防止対策又は溢水

源に対する発生防止・影響緩和対策を組合せることで安全機能

を損なわない設計とする。 

地震による溢水の影響評価，消火水の放水による溢水の影響

評価に関しても同様に行い，多重性又は多様性を有する溢水防

護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある場合

は，溢水経路に対する拡大防止対策，溢水防護対象設備に対す

る損傷防止対策又は溢水源に対する発生防止・影響緩和対策を

組合せることで安全機能を損なわない設計とする。 

なお，１１条の補足説明資料で，分離建屋を代表とした没水，

被水及び蒸気影響評価の例を示しているが，冷却塔Ａに関係す

る前処理建屋内の溢水防護対象設備はポンプ，メタクラ及び非

常用コントロールセンタについても，分離建屋の溢水防護対象

設備と同様の影響評価が可能で，安全機能を損なうおそれのあ

る場合の防護対策の選定が可能と考える。 
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（３）まとめ 

２項に示すとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，溢

水に対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔Ａの設計にお

いても，これまでに確認してきた適合の基本方針にしたがい，

溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。 
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３．２．９  再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置  

     変更に係る第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の

防止）への適合性について  

 

（１）はじめに  

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第 12 条（化学薬品

の漏えいによる損傷の防止）への適合性について以下に示す。 

 

（２）規則への適合性  

（２）－１  設計方針  

化学薬品の漏えいに対する設計方針は以下の通り。  

設置位置を変更する冷却塔Ａは安全上重要な施設とするため，

化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない設計とする。  

（２）－２  化学薬品防護対象設備  

化学薬品の漏えいに対する防護対象施設は，化学薬品の漏え

いによる影響と再処理施設の特徴を踏まえ選定している。  

今回の冷却塔Ａの設置位置の変更に関係する安全上重要な施

設は，屋外と屋内に設置する以下のものである。  

これらを化学薬品防護対象設備とする。  

・屋外に設置する安全上重要な施設  

（冷却塔Ａ，配管）  

・屋内に設置する安全上重要な施設  

 （ポンプ，メタクラ，非常用コントロールセンタ，  

非常用パワーセンタ）  
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①  屋外に設置する化学薬品防護対象設備に対する防護設計  

屋外に設置する化学薬品防護対象設備を第３－１１表に，配

置図を第９図に示す。  

 

第３－１１表  屋外に設置する化学薬品防護対象設備  

 

 

第９図  冷却塔Ａの配置図  

 

 

系統名  
化学薬品  

防護対象設備  
建屋名  構成部材  

安 全 冷 却 水

系  

冷却塔Ａ  
屋外  

炭素鋼（フレーム）  

ＦＲＰ（ブレード）  

鉄筋コンクリート基礎  

配管  炭素鋼  

3-107 123



 

 

屋外に設置する化学薬品防護対象設備に関して化学薬品の漏

えいの影響を評価するにあたり，再処理事業所内にある屋外タ

ンク等を網羅的に抽出したが，検討対象となる化学薬品を保有

するタンクは無く，屋外においては化学薬品の漏えいは発生し

ないことを確認した。このため，屋外に設置する化学薬品防護

対象設備は化学薬品の漏えいによる影響を受けることはない。  

②  屋内に設置する化学薬品防護対象設備に対する防護設計  

冷却塔Ａに関係する化学薬品防護建屋内にある化学薬品防

護対象設備を第３－１２表に，配置図を第１０図に示す。  

 

第３－１２表  屋内に設置する化学薬品防護対象設備  

系 統 名  
化 学 薬 品  

防 護 対 象 設 備  
建 屋 名  構 成 部 材  

設 置  

区 画  

区 画 内 の

化 学 薬 品  

安 全 冷

却 水 系  

安 全 冷 却 水 Ａ 循 環 ポ

ン プ Ａ  前 処 理  

建 屋  

炭 素 鋼  

電 子 部 品  

プ ラ ス チ ッ ク * 

①   な し  
安 全 冷 却 水 Ａ 循 環 ポ

ン プ Ｂ  

前 処 理

建 屋 の

電 気 設

備  

6.9kV 非 常 用 メ タ ク

ラ Ａ  

前 処 理  

建 屋  

炭 素 鋼  

電 子 部 品  

プ ラ ス チ ッ ク * 

②  な し  

460V 非 常 用 コ ン ト ロ

ー ル セ ン タ Ａ ２  炭 素 鋼  

電 子 部 品  

プ ラ ス チ ッ ク * 460V 非 常 用 コ ン ト ロ

ー ル セ ン タ Ａ ３  

460V 非 常 用 パ ワ ー セ

ン タ Ａ  

炭 素 鋼  

電 子 部 品  

プ ラ ス チ ッ ク * 

*プラスチック：設備に付属するケーブル  
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第１０図  屋内の化学薬品防護対象設備の配置図  (１ /２ ) 

 

 

 

第１０図  屋内の化学薬品防護対象設備の配置図  (２ /２ ) 

 

 

②   

①   
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第３－１２表に示す化学薬品防護対象設備について，化学薬

品の漏えいの影響を評価する。  

想定破損による評価方針としては，あらゆる箇所での化学薬

品の漏えいの発生を想定した上で，想定破損の化学薬品の漏え

いによる化学薬品防護対象設備への化学薬品の漏えいの影響

の確認及び機能喪失の判定を実施する。多重性又は多様性を有

する化学薬品防護対象設備の安全機能が同時に損 なわれるお

それがある場合は，化学薬品の漏えい経路に対する拡大防止対

策，化学薬品防護対象設備に対する損傷防止対策又は化学薬品

の漏えい源に対する発生防止・影響緩和対策を組合せることで

安全機能を損なわない設計とする。  

地震による化学薬品の漏えいの評価に関しては，化学薬品の

漏えいにおいては漏えい後に発生する影響を少なくする観点

から，化学薬品防護建屋内における地震による化学薬品の漏え

いに関しては，化学薬品の漏えい源の除外により化学薬品の漏

えいの影響が発生しない設計とする。  

 

（３）まとめ  

２項に示すとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，化

学薬品の漏えいに対する適合の基本方針に変更はなく，冷却塔

Ａの設計においても，これまでに確認してきた適合の基本方針

にしたがい，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない

設計とする。  
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３．２．１０ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位  

      置変更に係る第１５条（内部発生飛散物）への適合  

性について  

 

（１）はじめに  

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第１５条（内部発

生飛散物）への適合性について以下に示す。  

 

（２）適合性の変更点  

（２）－１ 設計方針  

内部発生飛散物に対する設計方針は以下の通り。  

 

設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａとそこへ設置す

る配管，安全上重要な施設に再度整理した安全冷却水Ａ循環ポ

ンプは安全上重要な施設とするため，内部発生飛散物に対して

安全機能を損なわない設計とする。  

 

（２）－２ 内部発生飛散物防護設備の選定  

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物によってそ

の安全機能が損なわれないことを確認する施設を，全ての安

全機能を有する構築物，系統及び機器とする。内部発生飛散

物防護対象設備としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重

要な構築物，系統及び機器を選定する。ただし，安全上重要
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な構築物，系統及び機器のうち，通常運転時に内部発生飛散

物の発生要因となる機器又は配管と同室に設置せず内部飛

散物の発生によって安全機能を損なうおそれのないものは

内部発生飛散物防護対象設備として選定しない。

安全冷却水Ａ循環ポンプは，同室に２基設置されており，

回転機器の損壊に起因して生じる飛散物（以下「回転機器の

損壊による飛散物」という。）を発生要因として考慮するこ

とから，内部発生飛散物防護対象設備として選定する。

設置位置を変更する安全冷却水系冷却塔Ａとそこへ設置

する配管は，屋外に設置され，周囲に内部発生飛散物の発生

要因となる機器がなく，内部飛散物の発生によって安全機能

を損なうおそれがないことから，内部発生飛散物防護対象設

備として選定しない。

（２）－３ 内部発生飛散物に係る設計

安全冷却水Ａ循環ポンプに対して内部発生飛散物の発生防

止設計を行う。

①回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機器

の損壊により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損

なうおそれがないよう，以下による飛散物の発生を防止し，

安全機能を損なわない設計とする。

ａ．電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回

転数を制御する機構を有することで，回転機器の過回転

による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止でき
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る設計とする。

（３）まとめ

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，内部発

生飛散物に対する適合の基本方針に変更はなく，内部発生飛散

物の発生防止設計においても，これまでに確認してきた適合の

基本方針にしたがい，内部発生飛散物に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

3-113 129



３．２．１１ 再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａの設置位

置変更に係る第１５条（単一故障）への適合性

について

（１）はじめに

再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第１５条（単一故

障）への適合性について以下に示す。

（２）適合性の変更点

（２）－１ 設計方針

単一故障に対する設計方針は以下の通り。

設置位置を変更する冷却塔Ａ及び安全冷却水Ａ循環ポン

プは安全上重要な施設とするため，機械又は器具の単一故障

が発生した場合においてもその機能が損なわれることのな

い設計とする。

（２）－２ 単一故障に係る設計

冷却塔Ａ及び安全冷却水Ａ循環ポンプは，機器又は器具の

単一故障が発生した場合においてもその機能が損なわれる

ことのないように再処理設備本体用安全冷却水系を多重化

する設計を行う。

再処理設備本体用安全冷却水系は，冷却塔の単一故障に対

し，異なる場所に冷却塔を２基配置し，安全冷却水循環ポン
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プの単一故障に対し，系統毎にポンプ２台設置する設計とす

ることから，機器又は器具の単一故障によるその機能が損な

われることはない。

（３）まとめ

上記のとおり，冷却塔Ａの設置位置の変更によって，単一故

障に対する適合の基本方針に変更はなく，再処理設備本体用安

全冷却水系を多重化する設計とすることから，これまでに確認

してきた適合の基本方針にしたがい，単一故障が発生した場合

においてもその機能を損なわない設計とする。 
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３．２．１２ 再処理設備本体用安全冷却水Ａ冷却塔の設置位置

変更に係る第７条（地震による損傷の防止）への適合

性について 

（１）はじめに

再処理設備本体用安全冷却水Ａ冷却塔（以下，「冷却塔Ａ」

という。）の設置位置を変更することに係る第７条（地震に

よる損傷の防止）への適合性について以下に示す。 

（２）規則への適合性

（２）－１ 耐震設計の基本方針

(ⅰ ) 安全機能を有する施設は，地震力に対して十分耐える

ことができる構造とする。 

(ⅱ ) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずる

おそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に

起因する放射線による公衆への影響の観点から，耐震設

計上の重要度をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類

し，それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えること

ができるように設計する。 

(ⅲ ) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じ

た地震力が作用した場合においても当該安全機能を有す

る施設を十分に支持することができる地盤に設置する。 

(ⅳ ) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対して

その安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 
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（２）－２ 波及的影響に係る設計方針

 (ａ ) 敷地全体を網羅した調査及び検討の内容を含めて，

以下に示す４つの観点について，波及的影響の評価に

係る事象選定を行う。 

(イ ) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対

変位又は不等沈下による影響

(ロ ) 耐震重要施設と下位クラスの施設との接続部にお

ける相互影響

(ハ ) 建屋内における下位クラスの施設の損傷，転倒，

落下による耐震重要施設への影響

(ニ ) 建屋外における下位クラスの施設の損傷，転倒，

落下による耐震重要施設への影響 

(ｂ ) 各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価

を行い，波及的影響を考慮すべき施設を摘出する。 

(ｃ ) 波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設

計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

(ｄ ) これら４つの観点以外に追加すべきものがないかを，

原子力発電所の地震被害情報をもとに確認し，新たな

検討事象が抽出された場合には，その観点を追加する。 

冷却塔Ａは，安全審査整理資料第７条の耐震設計の基本方

針に基づき，耐震設計上の重要度をＳクラスに分類し，耐震

設計の基本方針に則り安全機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。 
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耐 震 

クラス
クラス別施設

主 要 設 備 等          

  (注１) 

補 助 設 備            

    (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          

 (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
    (注４) 
    (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備               

 (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

クラス
適 用 範 囲       

耐 震 

クラス
適 用 範 囲       

耐 震 

クラス
適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ ７）上記１)～６)の施設

の機能を確保するため

の設備

（非常用所内電源系統，

安全圧縮空気系，安全

蒸気系及び安全冷却水

系）

 その他再 

 処理設備 

 の附属施 

 設 

非常用所内電源系統 

第１非常用ディー 

ゼル発電機 

第１非常用蓄電池 

重油タンク 

第２非常用ディー 

ゼル発電機 

第２非常用蓄電池 

燃料油貯蔵タンク 

安全圧縮空気系 

空気圧縮機 

空気貯槽 

安全蒸気系 

ボイラ 

安全冷却水系 

冷却塔 

冷却水循環ポンプ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

 機器等の支持構造 Ｓ  使用済燃料受入れ・貯蔵建  北換気筒(注13) 

 物  屋 

 前処理建屋 

 分離建屋 

 精製建屋 

ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋

高レベル廃液ガラス固化建

  

屋

非常用電源建屋

制御建屋

洞道
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令和元年 12 月 18 日 R3 

補足説明資料１ 

安全冷却水系冷却塔Ａの変更前後の配置について 

136



目次 

１．概要 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの変更前後の配置について 

137



補 1-1 

１．概要 

再処理施設用の安全冷却水系冷却塔Ａの変更前後の配置図を示す。 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの変更前後の配置について 

再処理施設用の安全冷却水系冷却塔Ａの変更前の配置図を第１図，変

更後の配置図を第２図に示す。 

変更後の配置図を拡大したものを第３図に示す。 

以 上 
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補 1-2 

第１図 安全冷却水系冷却塔Ａ 配置図（変更前） 
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補 1-3 

第２図 安全冷却水系冷却塔Ａ 配置図（変更後） 
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補 1-4 

第３図 安全冷却水系冷却塔Ａ 配置図（変更後）（拡大） 
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令和元年 12 月 6 日 R1 

補足説明資料２ 

安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更により 

追加となる配管の圧力損失について 

142



目次 

１．概要 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更により追加となる配管の圧力損失

について 

３．冷却水循環ポンプＡ，Ｂの流量と揚程の関係について 

143



 

補 2-1 

 

１．概要 

再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を前処理建屋

屋上から前処理建屋北側地上へ変更した場合に追加となる配管の圧力

損失を示す。 

 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更により追加となる配管の圧力損

失について 

 

（１）追加となる配管 

前処理建屋屋上から前処理建屋北側地上に設置位置を変更した場

合に追加となる配管は以下のとおりである。 

・配管口径：６００Ａ，Ｓｃｈ３０（外径：６０９．６ｍｍ，厚

さ：１４．３ｍｍ） 

・配管長：約３６０ｍ 

・配管の曲がり：３２か所 

 

（２）圧力損失の評価式 

配管の圧力損失は円管内の流動による圧力損失の評価式である

Fanning の式（１）で算出する。 

ΔP＝4f（ρv2/2）（L/d） 

 ・ΔP：圧力損失 [Pa] 

 ・f：管摩擦係数 [－] 

 ・ρ：流体密度 [kg/m3] 

 ・v：流速 [m/s] 

 ・L：配管長 [m] 

 ・d：管内径 [m] 

 

また，配管の曲がりについては，配管長に管相当長さ L0 を適用

して同様の式で算出する。 

ΔP＝4f（ρv2/2）（L0/d） 

  ・L0：管相当長さ [m] 

 

摩擦係数については，Moody 線図より設定する。Moody 線図は管

表面の粗さ，流体のレイノルズ数と摩擦係数の関係を表した図であ

り，管表面の粗さ，レイノルズ数は以下で求める。 

・ε：管表面粗さ [mm] 
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補 2-2 

・Re：レイノルズ数（＝ρvd／μ） [－]

・μ：粘度 [Pa・s]

（３）評価パラメータ

（２）に示す圧力損失 ΔP 算出のための各パラメータは第１表の

とおりとする。 

第１表 パラメータ設定 

パラメータ 単位 設定値 備考 

f：管摩擦係数  － 0.004 Moody 線図（１）から設定 

ρ：流体密度  kg/m3 1054.5 運転最低温度 5℃における比重か

ら設定 

v：流速 m/s 1.71 流量：1630m3/h と管内径より設定 

L：配管長 m 360 （１）から設定

d：管内径 m 0.581 （１）から設定

L0：管相当長さ m 18.592 標準曲率の 90°エルボ(L0/d=32)
（１）1 個あたりの相当長さ（90°エ

ルボ数：32）

ε：管表面粗さ mm 0.05 市販鋼管の表面粗さ（２） 

μ：粘度 Pa・s 0.005 ナイブライン(50wt%)の物性値（３）

より運転最低温度 5℃の値を設定

Re：レイノルズ数 － 2.07×105 上記パラメータから算出 

（４）圧力損失の評価結果

（２）及び（３）より圧力損失は約４０５４４Pa（約３．９m）で

ある。 

Δ P ≒4×0.004×（ 1054.5×1.71^2 ／ 2）×（ 360 ／ 0.581 ＋

32×18.592／0.581） 

≒40544.4 Pa 

≒3.92m（＝40544.4／9.80665／1054.5） 
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補 2-3 

３．冷却水循環ポンプＡ，Ｂの流量と揚程の関係について 

冷却水循環ポンプＡ，Ｂの性能（流量と揚程）を第１図に示す。 

＜参考文献＞ 

（１）化学工学便覧 第６版

（２）機械工学便覧 改訂第６版

（３）ナイブライン技術資料（日曹商事カタログ）
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補 2-0 

第１図 冷却水循環ポンプＡ，Ｂの流量と揚程 
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令和元年 12 月 6日 R1 

補足説明資料 3 

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａの

耐震評価について
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補 3-1 

１．概要

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは既設の安全冷却

水系冷却塔Ｂと同じ構造としている。

本資料では，安全冷却水系冷却塔 A の耐震評価条件につい

て安全冷却水系冷却塔Ｂの耐震評価条件との対応について

確認するものである。

２．位置 

安全冷却水冷却塔の設置位置を第 2-1 図に示す。

第 2-1 図 安全冷却水冷却塔基礎の設置位置

安全冷却 水冷却塔 Ｂ

安全冷却 水冷却塔 Ａ
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３．構造概要

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは，安全冷却水系冷

却塔Ｂと同一の構造を用いることとしている。安全冷却水冷

却塔の平面図を第 3-1 図に，断面図を第 3-2 図に示す。 

冷却塔の主体構造は鉄骨造であり，基礎の主体構造は鉄筋

コ ン ク リ ー ト 造 で あ る 。 基 礎 の 平 面 規 模 は 主 要 部 分 で

28m(NS)×39m(EW)である。

 

第 3-1 図 平面図（単位：m）

3 9 m  

2
8

m
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（ NS 方向）

（EW 方向）

第 3-2 図 断面図（単位：m）
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４．耐震評価方法

安全冷却水冷却塔に対する耐震評価フロー（概略）を第 4-1

図に示す。 

第 4-1 図 安全冷却水冷却塔の耐震評価フロー（概略）

動的解析

各種応答値

地震応答解析モデルの設定

応答値を用いた耐震設計

（冷却塔，基礎スラブの設計）
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５．評価方法 

５．１ 地震応答解析モデルの設定

動的地震力の算定に用いる地震応答解析モデルは，地盤と

の相互作用を考慮した多軸多質点系モデルを用いる。水平方

向の地震応答解析モデルは，基礎スラブ及び冷却塔のせん断

剛性と曲げ剛性を考慮する。鉛直方向の地震応答解析モデル

は，基礎スラブ及び冷却塔の軸剛性を考慮する。また，地盤

を地盤ばねに置換する。地震応答解析モデルを第 5-1 図に示

す。 

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは，安全冷却水系冷

却塔Ｂと同一構造であり，同一地盤である鷹架層に設置する

ため，地震応答解析モデルは同一となる。 

（水平方向） （鉛直方向）

第 5-1 図 地震応答解析モデル

注 記 1： ○ 数 字 は 質 点 番 号 を 示 す 。

注 記 2： □ 数 字 は 要 素 番 号 を 示 す 。

（ 単 位 :m） （ 単 位 :m）
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５．２ 入力地震動算定

地震応答解析モデルへ入力する入力地震動算定は，一次元

波動論に基づき，解放基盤表面において策定した基準地震動

Ss 及び弾性設計用地震動 Sd に対する基礎底面位置の地盤の

応答として評価したものを用いる 

地盤モデルの物性値を第 5-1 表に，地震応答解析モデルに

入力する地震動の概念図を第 5-2 図及び第 5-3 図に示す。 

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは，安全冷却水系冷

却塔Ｂと同一地盤である鷹架層に設置するため，地盤モデル

及び入力地震動は同一となる。 

第 5-1 表 地盤の物性値（中央地盤）

参考資料１ 「再処理施設の地盤モデルの設定について」

単位体積重量

γt（kN/m
3
）

S波速度

Vs（km/s）

P波速度

Vp（km/s）

減衰定数

h（％）

▽基礎スラブ底面

▽解放基盤表面

17.0 0.82 1.95

1.91

22.00

18.2 0.80 1.95

4.00

17.8 0.82 1.95

-70.00

標高

T.P.（m)

53.80

18.1 0.66 1.84

3.0

42.00

鷹架層

18.2 0.76
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第 5-4 図 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図

（水平方向）

基礎底面

T.P. 53.8m

一次元波動論に
基づく地震応答解析

鷹架層

解放基盤表面
T.P.-70.0m

基準地震動Ss及び
弾性設計用地震動Sd

反
射
波

入
射
波

ENFN

123.8m

構築物底面位置の
地盤応答 2Eを入力

底面回転ばね 底面
水平ばね

T.P. 53.8m 2E

地表面

T.P. 55.0m
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第 5-5 図 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図

（鉛直方向）

2E

基礎底面

T.P. 53.8m

一次元波動論に
基づく地震応答解析

鷹架層

解放基盤表面
T.P.-70.0m

反
射
波

入
射
波

ENFN

123.8m

鉛直ばね

T.P. 53.8m

基準地震動Ss及び
弾性設計用地震動Sd

構築物底面位置の
地盤応答 2Eを入力

地表面

T.P. 55.0m
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６．まとめ

新たに設置する安全冷却水系冷却塔Ａは，安全冷却水系冷

却塔Ｂと構造及び設置する地盤区分が同一であることによ

り，地震応答解析モデル，地盤モデル及び入力地震動が同一

となるため，安全冷却水系冷却塔Ｂと同じ耐震評価条件とな

る。 
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令和元年 12 月 13 日 R1 

補足説明資料４

冷却塔の伝熱計算について
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１．概要

安全冷却水系冷却塔 A が必要な除熱能力を有していることを示すため、

実際の伝熱面積が計算上必要な伝熱面積を上回っており崩壊熱除去機能

を持っていることについて説明する。

２．計算方法

安全冷却水系冷却塔 A が計算上必要な伝熱面積は、以下の式で示され

る。

A＝Q／（U×Δｔｔ） 
A：計算上必要な伝熱面積 
Q：崩壊熱量 
U：総括伝熱係数 
Δｔｔ：対数平均温度差

計算の結果を第１表に示す。

第１表安全冷却水系冷却塔の計算上必要な伝熱面積と実際の伝熱面積と

の関係

設備名：安全冷却系

機器名称 

熱交換量 

Ｑ 

〔Ｗ／基〕 

総括伝熱 

係数 Ｕ 

〔Ｗ／m2Ｋ〕 

対数平均 

温度差Δtt 

〔Ｗ／m2Ｋ〕 

計算上必要 

な伝熱面積 

Ａ〔m2〕 

実際の 

伝熱面積 

〔m2〕 

備考 

安全冷却水

系冷却塔Ａ 
1.16×107     

第１表に示す通り、安全系冷却水系冷却塔 A は実際の伝熱面積が計算上

必要な伝熱面積を上回っていることから、必要な崩壊熱除去機能を有して

いる。
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３．冷却塔の伝熱計算 

対数平均温度差Δｔｔ及び総括伝熱係数Ｕは以下のとおり求める。 

（１）計算条件

熱交換量 ：Ｑ  kcal/h 

冷却空気入口温度：Ｔ１ ℃ 

冷却水出口温度 ：ｔ２ ℃ 

冷却空気流量  ：Ｗｓ kg/h 

冷却水流量  ：Ｗｃ m3/h 

（２）空気と冷却水の対数平均温度Δｔｔの計算

空気と冷却水の対数平均温度Δｔｔは下式により求める。

Δtt = 
｜Ｔ１－ｔ２｜－｜Ｔ２－ｔ１｜

 １ｎ（Ｔ１－ｔ２）／（Ｔ２－ｔ１）
℃ （３）

Ｔ１：冷却空気入口温度 ℃ 

Ｔ２：冷却空気出口温度 =Ｔ１＋Ｑ／（ＣａＷｓ） ℃ 

ｔ１：冷却空気入口温度 =ｔ２＋Ｑ／（ＣｃγｉＷｃ） ℃ 

ｔ２：冷却空気出口温度℃ 

Ｑ ：熱交換量  kcal/h 

Ｗｃ：冷却水流量 m3/h 

Ｗｓ：冷却空気流量 kg/h 

γｉ：冷却水の比重量 kg/ m3 

Ｃｃ：冷却水の比熱 kcal/kg℃ 

Ｃａ：冷却空気の比熱 kcal/kg℃ 
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（３）総括伝熱係数Ｕの計算

総括伝熱係数は下式であらわされる。

Ｕ = 
１

１

ｈ０
 ＋ｒｆ０＋〔

１

ｈｉ
 ＋ｒｆｉ〕

Ａ０

Ａｉ
 ＋ｒｆ０

Ａ０

Ａｂ０

ただし，

Ｕ ：総括伝熱係数 kcal/m2 h ℃ 

ｈ０ ：冷却空気側熱伝達率 kcal/m2 h ℃ 

ｈｉ ：冷却水側熱伝達率 kcal/m2 h ℃ 

ｒｆ０：冷却空気側汚れ係数 m2 h ℃/kcal 

ｒｆｉ：冷却水側汚れ係数 m2 h ℃/kcal 

ｒＷ ：伝熱管の伝熱抵抗 m2 h ℃/kcal

ｗ 
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Ａ. : フィン基準伝熱面積 

＝πＤｒ（1－ｆｔＮｆ）÷2・
４
（Ｄｆ

2－Ｄｒ
2）Ｎｆ÷πＤｆｆｔＮｆ

m２/ｍ 

Ｄｆ ：フィン外径 mm 

Ｄｒ ：フィン元径 mm 

ｆｔ ：フィン厚さ mm 

Ｎｆ ：フィン枚数 枚／ｍ 

Ａｉ ：管内側基準伝熱面積＝πｄi ㎡/ｍ 

ｄｉ : 伝熱管内径 `mm 

Ａｂｏ ：裸管基準伝熱面積＝πＤｒ ㎡/ｍ 

ここでｈiは、下記より求められる。 

ｈｉ ＝ 
ｄ
Ｎｕｉ

ただし、 

Ｎｕｉ ：ヌセルト数＝0.023×Ｒei
0.6×Ｐｒi

0.4 （4） 

Ｒｅｉ ：レイノルズ数＝ｕｉｄｉ/νｉ

Ｐｒｉ ：冷却水のプラントル数 

νｉ ：冷却水の動粘性係数 ㎡/ｓ 

ｕｉ  ：冷却水の管内流速 ｍ/ｓ 

λｉ  ：冷却水の熱伝導率 kcal/mh℃ 
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またｈ。は、下記より求められる。 

ｈ。＝0.134×
Ｇ

。
0.651 。

。
0.33 Ａ

Ｈ
0.2 Ａ

Ｂ
0.1134 。

（ ）

Ｄ
ｒ

ただし、 

Ａ ：フィン間すきま ｍｍ 

Ｂ ：フィン厚さ ｍｍ 

Ｈ ：フィン高さ ｍｍ 

Ｇｍａｘ ：冷却空気の単位面積当たりの重量流量 ｋｇ/㎡ｈ 

μｏ ：冷却空気側粘性係数 ｋｇ/ｍｈ 

λｏ ：冷却空気側熱伝導率 ｋｃａｌ/ｍｈ℃ 

以上の計算に使う物性値等を第 2表にまとめて示す。 
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伝熱管ピッチ ：Ｓ１＝  ｍｍ

：Ｓ２＝  ｍｍ

４．参考文献
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（４）日本機械学会「伝熱工学資料」

（５）HEAT TRANSFER AND FLUID SERVICE HANDBOOK
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第 2 表 冷却塔における対数平均温度差及び総括伝熱係数に使う物性

値等 

項目 安全冷却水系冷却塔Ａ 

Ｑ 1.16×107 

Ｔ１ 29

ｔ１  

Ｔ２  

ｔ２ 35

Ｗｃ 0.4528 

Ｗｓ  

Ｃｃ 3.700×103 

Ｃａ 1.009×103 

γｉ 1040 

ｈ０  

ｈｉ  

ｒｆ０  

ｒｆi  

ｒＷ 1.26×10-4 

Ａ０  

Ｄｆ  

Ｄｒ  

ｆｔ  

Ｎｆ  

Ａｉ  

ｄｉ  

Ａｂ０  

Ｎｕｉ 187.5 

Ｒｅｉ 22035 

Ｐｒｉ 12.4 

νｉ 1.56×10-6 

ｕｉ  

λｉ 0.488 

Ａ  

Ｂ  
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H  

Gmax 7.3628 

μｏ 1.89×10-5 

λｏ 2.67×10-2 
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補足説明資料５ 

安全冷却水系（Ａ系）の熱負荷と冷水流量について 
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安全冷却水系（A 系）の熱負荷と冷却水流量 

建屋 機器名称 熱負荷[MW] 冷却水流量[㎥/h] 

前処理建屋 

安全冷却水 1A 中間熱交換器 ０．０９ ５５ 

安全冷却水 2 中間熱交換器 ０．２１ ９２ 

その他熱負荷 ０．５ ７９．６ 

分離建屋 

中間熱交換器 A ０．２６ ８０ 

安全冷却水 1A 中間熱交換器 ０．２３ ６２．７ 

安全冷却水 2 中間熱交換器 ０．２ ３４．７ 

精製建屋 
安全冷却水中間熱交換器 A ０．０７ ５．８ 

安全冷却水中間熱交換器 C ０．０１３ ２．０５ 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋

第 1 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 A 中間熱交換器 １．１ １１５ 

第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 A 中間熱交換器 １．１ １１５ 

不溶解残渣廃液貯槽冷却水 A 中間熱交換器 ０．９７ １１５ 

高レベル廃液共用貯槽冷却水 A 中間熱交換器 １．１ １１５ 

安全冷却水 A 中間熱交換器 ０．７ ９５ 

その他熱負荷 １．１ １４５ 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

安全冷却水 A 第 1 中間熱交換器 ０．０３５ ５ 

その他熱負荷 ０．８ １０２．５ 

制御建屋 その他熱負荷 ３．１ ４０６．９ 

合計 １１．６ １６２６．３ 
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令和元年 12 月 6日 R0 

補足説明資料６ 

冷却水循環ポンプの揚程について 
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第１図 冷却水循環ポンプＡ，Ｂの流量と揚程 
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補足説明資料７ 

安全冷却水系の系統構成について 
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第１図 安全冷却水系の系統構成 （変更前）  

 

第２図 安全冷却水系の系統構成 （変更後） 

設置位置を変更する冷却塔 

174



令和元年 12 月 6 日 R0 

補足説明資料８ 

鋼板に対する最小必要厚の算出方法について
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鋼板に対する最小必要厚さの算出方法について 

1. はじめに

本資料は,剛体円柱が衝突するときの鋼板の貫通を評価する BRL 式による,竜巻飛来物

の貫通を防止するための最小必要厚さの算出方法についてまとめたものである。

なお，本資料では，SI 単位系に変換した BRL 式により，最小必要厚さを算出する方法

をまとめる。

2. BRL 式について

鋼板の最小必要厚さは,下記に示す BRL 式を用いて算出する。 

𝑡
3

2 ＝
0.5mv2

1.4396×109𝐾2𝑑
3
2

 

ここで, 

t＝鋼板の最小必要厚さ(m) 

m＝飛来物質量(kg) 

v＝飛来物速度(m/s) 

d＝飛来物等価直径(m) 

K＝鋼板の質量に関する係数≒1 

なお,参考資料①により,飛来物直径は飛来物断面と周長が等しくなる円の直径とする。 

参考資料①：「竜巻飛来物を模擬した角管の落下衝突による鋼板の貫通評価」,機械学

会論文集 Vol.83(2017), No.851, 16-00501 
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3. 最小必要厚さの算出結果

設計飛来物のうち鋼製材(長さ 4.2m×幅 0.3m×奥行 0.2m,質量 135kg,速度 51m/s)によ

る最小必要厚さは以下の通り算出される。

m：鋼製材の質量 135kg 

v：鋼製材の速度 51m/s 

d：鋼製材と周長ℓ(m)が同じ円の直径を等価直径 d(m)とする。 

d＝ℓ / π 

  ＝{(0.3+0.2)×2－3×4.26×10-3×8＋2π×3×4.26×10-3} ／ π 

  ＝0.3113259… 

≒0.31133 (m) 

最小必要厚さは 

t＝{0.5 × m × v 2/ （1.4396 × 109 × 12 × 𝑑
3

2）}
2

3

 ＝7.899153…×10-3 

  ≒7.9×10-3(m)  

4. まとめ

上記の通り,BRL 式により計算した結果,鋼製材の貫通を防止するための最小必要厚さ

は 7.9×10-3(m)である。
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令和元年�12�月�18日 R2 

補足説明資料９ 

安全冷却水系冷却塔の竜巻防護対策設備 

の構造について
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第１図 安全冷却水系冷却塔�A 飛来物防護ネット構造図（平面図、断面図） 
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第２図 安全冷却水系冷却塔 A 飛来物防護ネット構造図（外面図） 

防護ネット  注記）架構を受雷部とした避雷設備を設ける搬出入口を設ける 

防護板 

約 50ｍ 
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令和元年 12月 6日 R0 

補足説明資料１０ 

安全冷却水系冷却塔Ａの構造について 
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第１図 安全冷却水系冷却塔 A構造図 

184
については商業機密の観点から公開できません。



令和元年 12 月 13日 R1 

補足説明資料１１ 

安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更により必要となる 

膨張槽の容量について 
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１．概要 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更による膨張槽の容量への影響に

ついて 
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１．概要 

再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を前処理建屋

屋上から前処理建屋北側地上へ変更した場合，配管の追加により系統

の容積が増加する。 

系統の容積が増加すると冷却水の温度変化に伴う必要膨張量が増加

するため，配管追加後の必要膨張量が膨張槽の容量（13m3）以下であ

ることを確認する。 

２．安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更による膨張槽容量への影響つい

て 

（１）膨張量の算出の考え方

冷却水の膨張量ΔV は，冷却水の設計最高温度における密度と設計

最低温度における密度の差から以下のように算出し設定する。 

ΔV＝（1／ρH－1／ρL）Vtotal 

ρH：冷却水の設計最高温度における比重 

ρL：冷却水の設計最低温度における比重 

Vtotal：系統内の冷却水容量（1系列分） 

冷却水の温度は保守側な設定となるよう以下とする。 

・設計最高温度：建屋内雰囲気の最高温度である 40℃とする。

・設計最低温度：屋外設置の範囲は外気の最低温度である－16℃

とする。 

屋内設置の範囲は安全冷却水の供給条件であ

る 5℃とする。 

また，各温度の冷却水（不凍液）の比重は以下のとおり。（１） 

・－16℃ ： 1.0640

・ 5℃ ： 1.0545

・ 40℃ ： 1.0390

（２）膨張量，膨張槽の必要容量算出

第１表に膨張量及び膨張槽の必要容量算出結果を示す。

安全冷却水系の冷却水容量は以下の設定とした。

・既設設備：約 310m3 [屋外設備：約 130m3，屋内設備：約 180m3]
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・本変更に伴い追加となる屋外配管：50m3

（補足説明資料２－１に記載の配管長，配管口径よ

り約 48m3を切り上げて設定） 

評価の結果，本変更により配管が伸長したとしても必要膨張量は

7m3程度であり膨張槽容量(13m3)を下回っている。 

第１表 膨張量の算出結果 

項目 単位 屋外 屋内 合計 

既設の安全冷却水系（A系）

の冷却水容量 
m3 130 180 310 

冷却塔Ａの設置位置変更に

より追加となる配管内の冷

却水容量 

m3 50 ― 50 

系統内の冷却水容量（Vtotal） m3 180 180 360 

流体温度条件 ℃ －16～40 5～40 ― 

冷却水の設計最高温度にお

ける比重（ρH） 
― 1.039 1.039 ― 

冷却水の設計最低温度にお

ける比重（ρL） 
― 1.064 1.0545 ― 

膨張量（ΔV） m3 4.1 2.6 6.7 

＜参考文献＞ 

（１）ナイブライン技術資料（日曹商事カタログ）

188



令和元年 12 月 6 日 R0 

補足説明資料１２ 

安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置変更による電気計装設備の構

成変更について
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安全系

監視制御盤

安全系

制御盤AA-MCC-A

Ｍ Ｍ

制御建屋

前処理建屋

：しゃ断器

Ｍ ：冷却ファン

：制御信号

凡例

前処理建屋屋上

安全系

監視制御盤

安全系

制御盤AA-MCC-A

制御建屋

前処理建屋

前処理建屋屋上

地上
Ｍ Ｍ

※ 赤色部分が変更箇所となる。

・端子盤の追加

・端子盤⇔冷却ファンの電源ケーブルの新規布設

上記以外の電気設備・計測制御設備は変更はない。

電源ケーブル用

端子盤

電気設備として変更となるのは、非常用モータコントロールセンターから冷却ファンの間の電源ケーブルとなる。端子盤を追加し、端子盤から地上設

置となった冷却ファンへのケーブルを追加する。 

(変更前) (変更後) 
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計測制御設備については、安全系冷却水の監視対象、監視場所について変更はない。 

191
については商業機密の観点から公開できません。
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192
については商業機密の観点から公開できません。
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については商業機密の観点から公開できません。
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については商業機密の観点から公開できません。



令和元年 12 月 18日 R0 

補足説明資料１３ 

相対変位に対する考慮について 
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３．検討結果 
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１．概要 

再処理設備本体用の安全冷却水系冷却塔Ａの設置位置を前処理建屋

屋上から前処理建屋北側地上へ変更した場合，前処理建屋から安全冷却

水系冷却塔Ａ間に敷設する配管類に対する相対変位の考慮について説

明する。 

２．相対変位に対する設計方針 

建屋・構築物間にわたって設置される配管については，地震時の３方

向の相対変位を考慮し，配管ルート，サポート間間隔を設計するものと

する。 

・検討条件（第１，２図参照）

相対変位量：水平約 20mm，鉛直約４mm

・検討対象

冷却水配管(600A)

ケーブル防護管（電線管）(450A,200A)

３．検討結果 

設計検討の結果は以下の通り 

・冷却水配管(600A)

一次＋二次応力：約 338Mpa（許容応力：379MPa）

相対変位に対して，一次応力，二次応力双方の影響を考慮し，支持

間隔６～12m で設計する。

・ケーブル防護管（電線管）(450A)

一次＋二次応力：約 378Mpa（許容応力：379MPa）

相対変位に対して，一次応力，二次応力双方の影響を考慮し，支持

間隔 4.6～9m で設計する。

・ケーブル防護管（電線管）(200A)

一次＋二次応力：約 386Mpa（許容応力：391MPa）

相対変位に対して，一次応力，二次応力双方の影響を考慮し，支持

間隔 4.6～9.1m で設計する。

197



補 13-2 

第１図 安全冷却水系冷却塔 A 全体配管ルート 
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第２図 安全冷却水系冷却塔 A 配管ルート（冷却塔周辺）（断面） 
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令和元年 12 月 4 日  R0 

参考資料１

再処理施設の地盤モデルについて

200



参 1-2 

１．地盤モデルの概要

再処理施設の耐震設計に用いる基準地震動は、 T.P.－ 70m

の鷹架層に想定した解放基盤表面に定義されたものである

ことから、建物・構築物の地震応答解析を行うにあたっては、

解放基盤表面以浅の地盤の影響を考慮し、各建物位置での入

力地震動を評価する必要がある。

本施設の敷地は、著しい高低差のない平坦な地形であり、

また、解放基盤表面から建物の設置位置までは、新第三紀の

岩盤である鷹架層が平面的にも広範囲に渡って分布してい

ることから、水平成層地盤モデルを用いた一次元波動論によ

ることとしている。

水平成層地盤モデルの設定にあたっては、多くの重要な施

設が敷地全体に広がっていること、また、敷地内にはｆ－１

及びｆ－２の断層が認められ、同じ新第三紀の岩盤ではある

ものの、断層を境にして、西側では鷹架層上部層、中央部で

は鷹架層下部層、東側では鷹架層中部層が、建物設置レベル

付近に広く分布するという特性を考慮し、下記に示す３領域

毎に地盤モデルを設定している。建物配置と水平成層地盤モ

デルとの関連を第１図に示す。  

東側地盤：ｆ－１断層より東側の水平成層地盤モデル  

中央地盤：ｆ－１及びｆ－２断層間の水平成層地盤モデル

西側地盤：ｆ－２断層より西側の水平成層地盤モデル  
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第１図 建物配置と水平成層地盤モデルとの関連

西側地盤

東側地盤  

中央地盤

f－２断層

f－１断層

安全冷却水冷却塔 A 

安全冷却水冷却塔 B 
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六 ヶ 所 再 処 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第９条：外部からの衝撃による損傷の防止 

（航空機落下） 

提出年月日 令和元年 12 月 19 日 R8 

日本原燃株式会社 

別紙２
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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，事業指定基準規則と再処理

施設安全審査指針の比較並びに当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績

により，事業指定基準規則第九条において追加された要求事項を整理する。

（第１－１表） 
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（１／５）

事業指定基準規則

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）
再処理施設安全審査指針 備 考

１ 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地

震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければ

ならない。

（解釈）

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故

等対処設備への措置を含む。

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷

地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学

的事象、森林火災等をいう。

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び

津波を除く。次項において同じ。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないもの」とは、設計上の

考慮を要する自然現象又はその組合せに遭遇した場合

において、自然事象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として当該施設で生じ得る環境条件におい

て、その設備が有する安全機能が達成されることをい

う。

指針1.基本的立地条件 
 事故の誘因を排除し、災害の拡大を防止する観

点から、再処理施設の立地地点及びその周辺にお

ける以下の事象を検討し、安全確保上支障がない

ことを確認すること。

1. 自然環境

(1)地震、津波、地すべり、陥没、台風、高潮、洪

水、異常寒波、豪雪等の自然現象

(2)地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等

(3)風向、風速、降雨量等の気象

(4)河川、地下水等の水象及び水理

（解説）

1 自然環境及び社会環境について、申請者が行

った文献調査及び現地調査の結果を、建物・構築

物の配置を含む設計の妥当性の判断及び各種の評

価に用いることが適切であることを確認するほ

か、必要に応じ現地調査等を行い、申請者の行っ

た各種の調査結果の確認を行うものとする。

追加要求事項
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（２／５）

事業指定基準規則

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）
再処理施設安全審査指針 備 考

指針14 地震以外の自然現象に対する考慮 

1 再処理施設における安全上重要な施設は、再

処理施設の立地地点及びその周辺における自然環

境をもとに津波、地すべり、陥没、台風、高潮、

洪水、異常寒波、豪雪等のうち予想されるものを

設計基礎とすること。

2 これらの設計基礎となる事象は、過去の記録

の信頼性を十分考慮のうえ、少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって、妥当とみなされる

ものを選定すること。

3 過去の記録、現地調査の結果等を参考にして

必要のある場合には、異種の自然現象を重畳して

設計基礎とすること。

前記のとおり
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（３／５）

事業指定基準規則

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）
再処理施設安全審査指針 備 考

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大き

な影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に

より当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基

準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなけれ

ばならない。

（解釈）

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故

等対処設備への措置を含む。

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象」とは、対象となる自然現象

に対応して、最新の科学的技術的知見を踏まえて適切

に予想されるものをいう。なお、過去の記録、現地調

査の結果、最新知見等を参考にして、必要のある場合

には、異種の自然現象を重畳させるものとする。

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準

事故が発生した場合に生じる応力を単純に加算するこ

とを必ずしも要求するものではなく、それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた場

合をいう。

指針14 地震以外の自然現象に対する考慮 

1 再処理施設における安全上重要な施設は、再

処理施設の立地地点及びその周辺における自然環

境をもとに津波、地すべり、陥没、台風、高潮、

洪水、異常寒波、豪雪等のうち予想されるものを

設計基礎とすること。

2 これらの設計基礎となる事象は、過去の記録

の信頼性を十分考慮のうえ、少なくともこれを下

回らない苛酷なものであって、妥当とみなされる

ものを選定すること。

3 過去の記録、現地調査の結果等を参考にして

必要のある場合には、異種の自然現象を重畳して

設計基礎とすること。

追加要求事項

209



1-5

第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（４／５）

事業指定基準規則

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）
再処理施設安全審査指針 備 考

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺に

おいて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。

（解釈）

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に対して、安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な重大事故

等対処設備への措置を含む。

６ 第３項は、設計基準において想定される再処理施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。）に

対して、安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

いために必要な重大事故等対処設備への措置を含む。

指針1 基本的立地条件 
事故の誘因を排除し、災害の拡大を防止する観点

から、再処理施設の立地地点及びその周辺におけ

る以下の事象を検討し、安全確保上支障がないこ

とを確認すること。

2 社会環境 
(1) 近接工場における火災、爆発等

(2) 航空機事故等による飛来物等

(3) 水の利用状況、飲食物の生産・流通状況、人

口分布状況等

（解説）

2 社会環境に関する事象として注目すべき点

は、近接工場における事故及び航空機に係る事故

である。

近接工場における事故については、事故の種類

と施設までの離隔距離との関連においてその影響

を評価した上で、必要な場合、安全上重要な施設

が適切に保護されていることを確認すること。

航空機に係る事故については、航空機に係る施

設の事故防止対策として、航空機の施設上空の飛

行制限等を勘案の上、その発生の可能性について

評価した上で、必要な場合は、安全上重要な施設

のうち特に重要と判断される施設が、適切に保護

されていることを確認すること。

追加要求事項
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第１－１表 事業指定基準規則第九条と再処理施設安全審査指針 比較表（５／５）

事業指定基準規則

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）
再処理施設安全審査指針 備 考

７ 第３項に規定する「再処理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地

周辺の状況を基に選択されるものであり、飛来物（航

空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火

災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等をいう。な

お、上記の「航空機落下」については、「実用発電用

原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」

（平成14・07・29原院第４号（平成１４年７月３０

日原子力安全・保安院制定））等に基づき、防護設計

の要否について確認する。

８ 第３項に規定する「安全機能を損なわないもの」と

は、想定される偶発的な外部人為事象に対し、冷却、

水素掃気、火災・爆発の防止、臨界防止等の安全機能

を損なわないことをいう。

前記のとおり
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１．２ 要求事項に対する適合性 

(1) 外部からの衝撃による損傷の防止

安全機能を有する施設は，再処理施設敷地の自然環境を基に想定され

る洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除く。）又は

地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものが

もたらす環境条件及びその結果として当該施設で生じ得る環境条件におい

ても，安全機能を損なわない設計とする。

なお，再処理施設敷地で想定される自然現象のうち，洪水，地滑りに

ついては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。

上記に加え，安全上重要な施設に対しては，最新の科学的技術的知見

を踏まえ，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基

準事故時に生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して

適切に組み合わせる。

また，安全機能を有する施設は，再処理施設敷地内又はその周辺の状

況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工

場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。以下「人為事象」という。）に対して安全機能

を損なわない設計とする。

なお，再処理施設敷地又はその周辺において想定される人為事象のう

ち，ダムの崩壊，船舶の衝突については，立地的要因により設計上考慮す

る必要はない。

自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）の組み合わせについ
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ては，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生した場合の影響

と比較して，複数の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定

し，その組合せの影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。

ここで，想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）

に対して，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な安

全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）

への措置を含める。

(2) 航空機落下

再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10ｋｍの位置に

は三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中

の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓

練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮に

訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，一般公衆

に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，航

空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健

全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上

支障がないように設計する。建物・構築物の防護設計においては，余裕

を考慮し，航空機総重量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用い

る。 

上記の防護設計を踏まえ，安全機能を有する施設のうち安全上重要な

施設を収納する建屋及び屋外に設置する安全上重要な施設を対象に，建物

全体を外壁及び屋根により保護する設計としている建物・構築物について

は係数を適用して航空機落下確率を評価した結果，追加の防護設計は必要
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ない。 
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１．３ 規則への適合性 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺において想定され

る再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

省略。 

第３項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設内又はその周辺において想定

される人為事象に対して安全性を損なわない設計とする。 

想定される人為事象は，国内外の文献を参考に人為事象を抽出し，

再処理施設の立地及び周辺環境を踏まえて再処理施設の安全性に影響

を与える可能性のある事象を選定した上で，設計上の考慮が必要な人
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為事象を想定する。 

(1) 航空機落下

三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機については，当

区域が再処理施設の南方向約10ｋｍと離れており,また，航空機は原

則として原子力関係施設上空を飛行しないよう規制されること等から,

航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓

練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮

に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定しても安全確保上

支障がないように設計する。 

その上で，安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能

を確保することが要求されていること，安全機能を有する施設のうち

安全上重要な施設はその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放

射線被ばくを及ぼすおそれがあること，並びに安全機能を有する施設

は冷却，水素掃気，火災･爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損な

わないことを要求されていることから，安全機能を有する施設のうち

安全上重要な施設を収納する建屋及び屋外に設置する安全上重要な施

設を対象に，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている

建物・構築物については係数を適用して航空機落下確率を評価した結

果，航空機落下確率は4.5×10－８（回／年）となり，判断基準である

10－７（回／年）を超えないことから，追加の防護設計は必要ない。 
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２．航空機落下に対する防護設計の基本方針 

再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約 10ｋｍの位置

には三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行

中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの

訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮

に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，一般公

衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，

航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して

健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保

上支障がないように設計する。 

上記の防護設計を踏まえ，航空機落下確率評価に当たっては「実用発

電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成１

４・０７・２９原院第４号）」（以下「航空機落下評価ガイド」という。）

を参考として，施設に対する追加の防護設計の要否を確認する。 

安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保するこ

とが要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施

設はその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼ

すおそれがあること，並びに安全機能を有する施設は冷却，水素掃気，

火災･爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないことを要求されて

いることから，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を収納す

る建屋及び屋外に設置する安全上重要な施設を航空機落下確率の評価対

象とする。 

【補足説明資料２－２】 
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２．１ 航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象の選定 

航空機落下評価ガイドを参考として，航空機落下に対する防護設計の

要否を確認することとし，航空機落下に対する追加の防護設計の要否確認

の対象として，安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を

確保することが要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上

重要な施設はその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばく

を及ぼすおそれがあること，並びに安全機能を有する施設は冷却，水素掃

気，火災･爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないことを要求さ

れていることから，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を選定

する。 

２．２ 評価対象とする航空機落下事故の選定 

航空機落下については，航空機落下評価ガイドを参考として，航空機

落下事故の分類ごとに航空機落下確率評価の要否を確認する。 

【補足説明資料２－１】 

(1) 計器飛行方式民間航空機の落下事故

ａ．飛行場での離着陸時における落下事故について，再処理施設周辺に立

地する三沢空港の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域か

ら外れることから，航空機落下確率評価は不要とする。 

ｂ．航空路を巡航中の落下事故について，再処理施設上空に航空法第37条

に基づく航空路の指定に関する告示により指定されている航空路は存在

しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行経路ＭＩＳＡＷＡ（Ｍ

ＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）が存在することから，当該直行経路
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を計器飛行方式民間航空機が飛行することを想定し，航空機落下確率評

価を行う。 

 

(2) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

再処理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第94条の２により有視界

飛行方式民間航空機の飛行が制限されていることから，航空機落下確率

評価は不要とする。 

 

(3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故 

ａ．訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故について，再

処理施設の上空に訓練空域は存在しないことから，訓練空域周辺を飛行

中の落下事故について，航空機落下確率評価を行う。 

 

ｂ．基地－訓練空域間往復時の落下事故について，再処理施設は，基地－訓

練空域間の往復の想定飛行範囲内に位置しないことから，航空機落下確

率評価は不要とする。 
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３．評価対象とする航空機落下事故 

評価対象とする航空機落下事故は，国内における落下事故とし，対象

期間は計器飛行方式民間航空機については平成 11 年１月から平成 30 年

12 月※１までの 20 年間，自衛隊機又は米軍機については平成 11 年４月か

ら平成 31 年３月※２までの 20 年間とする。 

※１ 平成 11 年１月から平成 24 年 12 月での期間は「航空機落下事故に

関するデータ平成 28 年６月 原子力規制委員会」，平成 25 年１月か

ら平成 30 年 12 月までの期間は「国土交通省 運輸安全委員会 報告

書」検索結果による。 

※２ 平成 11 年４月から平成 24 年 12 月での期間は「航空機落下事故に

関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制委員会」，平成 25 年１月

から平成 31 年３月までの期間は「文林堂 航空ファン（no.723-798)」

による。 

(1) 計器飛行方式民間航空機の落下事故

対象期間において，航空路を巡航中の落下事故は発生していないが，

安全側に事故件数を 0.5 回とする。 

(2) 自衛隊機又は米軍機の落下事故

航空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空機の落下事故」の

落下確率評価においては，「小型機では機体重量，飛行速度，落下時の

衝撃力（荷重），衝突時の衝突面積が大型機に比べて小さいこと，一般

に格納容器や原子炉建屋が堅固な構築物であること等から原子炉施設に

落下した場合においてもその影響を及ぼす原子炉施設の範囲が大型機の
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落下に比べて著しく小さくなることを考慮する。」とされており，対象

航空機の種類による係数を用いて航空機落下確率を評価することとされ

ている。 

一方，再処理施設は，再処理施設の南方向約10ｋｍに三沢対地訓練区域

があり，自衛隊機及び米軍機が訓練を行っていることから，Ｆ－16等が再

処理施設に衝突した場合でも，鉄筋コンクリート版等の機体全体の衝突に

よる全体的な破壊及びエンジンの衝突による局部的な破壊（貫通及び裏面

剥離）により安全上重要な施設の安全機能が損なわれないよう，建物全体

を外壁及び屋根により保護する設計としている。防護設計を行う建物・構

築物及び防護方法について第３－１表に示す。 

【補足説明資料３－１】 

これらを踏まえ，再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計としている建物・構築物に対する航空機落下確率評価においては，

航空機の衝突による影響がＦ－16等と同程度かそれ以下の航空機について

は，対象航空機の種類による係数を適用することとする。 

係数を適用する場合の条件を以下に示す。 

【補足説明資料３-２】 

 

《機体全体の衝突による全体的な破壊》 

・ 全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量及び速度の

いずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用することと

する。 
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《エンジンの衝突による局部的な破壊》 

・ 局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さの算定要

素となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件を

下回る場合は係数を適用することとする。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10 回（うち８回が係数適

用）及び米軍機３回（うち２回が係数適用）となる。 

【補足説明資料３－３】 
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第３－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

を壁等により防護する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

前処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分離建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

精製建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 
貯蔵区域及び受入れ室を壁等により保護す

る。 

低レベル廃液処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

低レベル廃棄物処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

制御建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分析建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

非常用電源建屋 
電気室を壁等により保護する。第２非常用

ディーゼル発電機は分離配置を行う。 

冷却水設備の安全冷却水系 分離配置を行う。 
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（つづき） 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

洞 道 

・分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞

道

・洞道を堅固な構造とする。

・分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を接続する洞道のう

ち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の洞道並び

にウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋に接続する洞道を除く部分

・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 ・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続

する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞

道

・洞道を堅固な構造とする。

・高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵

建屋を接続する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と冷却水設備の安全冷却

水系を接続する洞道

・分離配置を行う。

・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制

御建屋，非常用電源建屋，冷却水設備の安全冷却水

系，主排気筒及び主排気筒管理建屋を接続する洞道の

うち，安全上重要な施設としての排気ダクト又は主排

気筒の排気筒モニタに接続する非常用所内電源ケーブ

ルのみを収納する洞道を除く部分

・冷却水設備の安全冷却水系に接続する部

分は分離配置し，その他は洞道を堅固な

構造とする。
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４．標的面積の設定 

再処理施設は，工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されて

いることから，追加の防護設計の要否確認の対象として選定した安全上重

要な施設を収納する建屋及び屋外に設置する安全上重要な施設並びに安全

上重要な施設の安全機能の維持に必要な建物・構築物の面積を合算した面

積を標的面積とする。 

また，安全圧縮空気系，安全冷却水系，非常用所内電源系統，主排気

筒，安全保護回路及び安全上重要な計測制御系の安全上重要な施設に係

る建物・構築物間に敷設する配管，ダクト及びケーブルのうち，地下に

位置する洞道内に設置されているものについては，航空機落下の影響を

受けるおそれがないことから標的面積には含めない。 

安全機能を維持する観点で含める安全上重要な施設の選定結果を第４-

１表に，また，選定した安全上重要な施設に係る建物・構築物を第４-２

表に示す。 

第４-３表に建物・構築物ごとの標的面積を示す。 

第４-３表に示すとおり，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を対象と

した場合に標的面積が最大となり，建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計としている施設の標的面積 0.031ｋｍ２に建物全体を外壁及び屋

根により保護する設計としていない施設の標的面積 0.012ｋｍ２を加えて

0.043ｋｍ２となる。 

【補足説明資料４－１】 
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第４－１表 安全機能の維持に必要な安全上重要な施設の選定結果

建物・構築物 

各建屋に収容する安全上重要な施設の安全機能の維持に必要な建物・構築物 

非常用所内電源系統 

安全圧縮 

空 気 系 
主排気筒 

安全冷却水系 
安全保護回路，

安全上重要な 

計測制御系 

使用済燃料の

受入れ施設及

び貯蔵施設 

再処理 

設備本体 

使用済燃料の

受入れ施設及

び貯蔵施設用 

再処理設備 

本 体 用 

第２非常用 

ディーゼル

発電機用 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○    ○   ○ 

前処理建屋  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

分離建屋  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

精製建屋  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ウラン脱硝建屋        ○ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ウラン酸化物貯蔵建屋         

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋  ○     ○  

高レベル廃液ガラス固化建屋  ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋         

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋         

ハル・エンド ピース貯蔵建屋         

制御建屋  ○     ○ ○ 

分析建屋         

非常用電源建屋  ○     ○  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａ 
○    ○    

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ 
○    ○    

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ  ○    ○ ○  

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ  ○    ○ ○  

第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ａ 
 ○     ○  

第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ 
 ○     ○  

主排気筒    ○     

 

4
-
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第４－２表 安全上重要な施設に係る建物・構築物 

安全上重要な施設 安全上重要な施設の安全機能の維持に必要な建物・構築物 

安全圧縮空気系 

・前処理建屋（圧縮空気設備）

・再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔

・前処理建屋（地上部安全冷却水系配管等）

・非常用電源建屋（第２非常用ディーゼル発電機）

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

安全冷却水系 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 安全冷却水系 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（第１非常用ディーゼル発電機）

再処理設備本体用 安全冷却水系 

・再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔

・前処理建屋（地上部安全冷却水系配管等）

・非常用電源建屋（第２非常用ディーゼル発電機）

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系 

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

・非常用電源建屋（第２非常用ディーゼル発電機）

非常用所内電源系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（第１非常用ディーゼル発電機）

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

再処理設備本体 
・非常用電源建屋（第２非常用ディーゼル発電機）

・第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

主排気筒 
・分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋（地上部ダクト） 

・主排気筒

安全保護回路，安全上

重要な計測制御系 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

再処理設備本体 ・制御建屋

4
-
3
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第４－３表 再処理施設の標的面積 

建物・構築物※４ 安全機能の維持に必要な建物・構築物※４ 

標的面積※１ 

Ａ 

（ｋｍ２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

【9400】 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａ，Ｂ 

0.016 

A1:0.010 

A2:0.006 

前処理建屋【6000】 

LPG ボンベユニット【40】 

地上部安全冷却水系配管等※２

【770】 

分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋)，精製建屋※５，

地上部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固化建屋
※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建屋)，制

御建屋，非常用電源建屋，，再処理設備本体用 安全冷

却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

分離建屋【5700】 

地上部ダクト※２【710】 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部

安全冷却水系配管等（前処理建屋），精製建屋※５，地上

部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固化建屋※

５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建屋)，制御

建屋，非常用電源建屋，，再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

精製建屋【6500】 

地上部ダクト※２【300】 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建

屋），分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋)，高レベル

廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガ

ラス固化建屋)，制御建屋，非常用電源建屋，，再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディ

ーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 

ウラン脱硝建屋【1500】 制御建屋 

0.005 

A1:0.005 

A2: －  

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋【4000】 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建

屋），分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋)，精製建屋
※５，地上部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固

化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建

屋)，制御建屋，非常用電源建屋，，再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発電

機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 

0.043 

A1:0.031 

A2:0.012 

ウ ラ ン 酸 化 物 貯 蔵 建 屋

【2700】 
（該当なし） 

0.003 

A1:0.003 

A2: － 

ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋【2700】 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，非常用電源建屋，

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

0.012 

A1:0.007 

A2:0.005 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

【5100】 

地上部ダクト※２【150】 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部

安全冷却水系配管等（前処理建屋），分離建屋※５，地上

部ダクト(分離建屋)，精製建屋※５，地上部ダクト(精製

建屋)，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発電

機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 

0.039 

A1:0.027 

A2:0.012 
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（つづき） 

建物・構築物※４ 安全機能の維持に必要な建物・構築物※４ 

標的面積※１

Ａ 

（ｋｍ２） 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 

【5700】 
（該当なし） 

0.006 

A1: －   

A2:0.006 

チャンネル ボックス・バーナ

ブ ル  ポ イ ズ ン 処 理 建 屋

【3500】

（該当なし） 

0.004 

A1:0.004 

A2: －   

ハル・エンド ピース貯蔵建屋

【2200】
（該当なし） 

0.003 

A1:0.003 

A2: －   

制御建屋【2900】 
非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

0.008 

A1:0.003 

A2:0.005 

分析建屋【4900】 （該当なし） 

0.005 

A1:0.005 

A2: －   

非常用電源建屋【1200】 
第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔

Ａ，Ｂ 

0.005 

A1: －   

A2:0.005 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ａ※２【2200】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

0.013 

A1:0.010 

A2:0.003 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ｂ※２【3500】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

0.014 

A1:0.010 

A2:0.004 

再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔Ａ※２【1700】 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建

屋），非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

0.012 

A1:0.006 

A2:0.006 

再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔Ｂ※２【1700】 

非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

0.006 

A1: －   

A2:0.006 

第２非常用ディーゼル発電機用

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ａ ※ ２

【1500】 

非常用電源建屋 

0.003 

A1: －   

A2:0.003 

第２非常用ディーゼル発電機用

安 全 冷 却 水 系 冷 却 塔 Ｂ ※ ２

【1500】 

非常用電源建屋 

0.003 

A1: －   

A2:0.003 

主排気筒※２,３【2200】 

分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋)，精製建屋※５，

地上部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固化建

屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建屋) 

0.022 

A1:0.018 

A2:0.004 

※１ A1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている建物・構築物の面積

A2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない建物・構築物の面積 

※２ 竜巻防護対策設備を含む。

※３ 主排気筒管理建屋及び地上部ダクトを含む。

※４ 建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない建物・構築物を斜体で示す。

※５ 地上部ダクトの支持構造物となる建物・構築物

【 】内の値はそれぞれの建物・構築物の面積（ｍ２）を示す。 
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５．再処理施設への航空機落下確率 

再処理施設への航空機落下確率は，「計器飛行方式民間航空機」及び

「自衛隊機又は米軍機」の航空機落下確率の総和とし，最大の標的面積と

なるウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を対象とした航空機落下確率を以

下に示す。 

また，建物・構築物ごとの航空機落下確率を第５－１表に示す。 

(1) 計器飛行方式民間航空機 

航空路（直行経路）を巡航中の計器飛行方式民間航空機の再処理施設

への航空機落下確率を以下に示す。 

 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 

＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.043 

14.816 
＝ 2.3×10－10（回／年） 

   ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

   ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数；1,825（飛行回／年）

（注１） 

   Ａ：再処理施設の標的面積；0.043（ｋｍ２） 

   Ｗ：航空路幅；14.816（ｋｍ） 

   ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／

（飛行回・ｋｍ）） 

   ＧＣ：巡航中事故件数；0.5（回） 

   ＨＣ：延べ飛行距離；11,497,450,753（飛行回・ｋｍ）（注２） 

  （注１）国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成27年の札幌管制区

のピークデイの交通量）を365倍した値。 

【補足説明資料５－１】 
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（注２）平成 11 年１月から平成 24 年 12 月での期間は「航空機落下事

故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制委員会」，平成

25 年１月から平成 30 年 12 月までの期間は「航空輸送統計調

査」による。 

【補足説明資料５－２】 

(2) 自衛隊機又は米軍機

訓練空域周辺を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機

落下確率を以下に示す。 

【補足説明資料５－３】 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

Ｐsox：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設へ

の航空機落下確率（回／年） 

Ｐso１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再

処理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の

再処理施設への航空機落下確率（回／年） 

Ｐso２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない

再処理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機

の再処理施設への航空機落下確率（回／年） 
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ａ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理施設への

航空機落下確率 

Ｐso１＝ ( 
ｆＳＯ１ ×Ａ1×α ) ＋( 

ｆＳＯ２ ×Ａ1 ) 
ＳＯ ＳＯ 

＝ ( 
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.031×0.1 ＋295,675 372,410 

( 
0.1 

＋ 
0.05 

) ×0.031295,675 372,410 

＝ 2.0×10－８（回／年） 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２）； 

自衛隊機：295,675（ｋｍ２），米軍機：372,410（ｋｍ２）（注１） 

Ａ1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処

理施設の標的面積；0.031（ｋｍ２） 

α：係数；0.1 

（注１）「航空機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規

制委員会」による。 
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ｂ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設へ

の航空機落下確率 

Ｐso２＝ ( 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ ×Ａ2 ) 

ＳＯ 

＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.012 295,675 372,410 

＝ 2.6×10－８（回／年） 

    ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

    ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

    ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２）； 

自衛隊機：295,675（ｋｍ２），米軍機：372,410（ｋｍ２）（注１） 

    Ａ2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再

処理施設の標的面積；0.012（ｋｍ２） 

   （注１）「航空機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規

制委員会」による。 

 

ｃ．自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率 

上記ａ．及びｂ．の合計値を以下に示す。 

 Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

＝ 4.5×10－８（回／年） 
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(3) 再処理施設への航空機落下確率

(1)及び(2)に示す計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の

再処理施設への航空機落下確率の総和は，4.5×10－８（回／年）となり，

防護設計の判断基準である 10－７（回／年）を超えないことから，追加の

防護設計は必要ない。 

【補足説明資料５－４】 
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第５－１表 建物・構築物毎の航空機落下確率

建物・構築物 標的面積（ｋｍ２） 

航空機落下確率（回／年） 

民間航空機 
自衛隊機又は 

米軍機 
合 計 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 0.016 8.6×10-11 1.9×10-８ 1.9×10-８ 

前処理建屋 0.039 2.1×10-10 4.3×10-８ 4.3×10-８ 

分離建屋 0.039 2.1×10-10 4.3×10-８ 4.3×10-８ 

精製建屋 0.039 2.1×10-10 4.3×10-８ 4.3×10-８ 

ウラン脱硝建屋 0.005 2.7×10-11 3.2×10-９ 3.2×10-９ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 0.043 2.3×10-10 4.5×10-８ 4.5×10-８ 

ウラン酸化物貯蔵建屋 0.003 1.7×10-11 2.0×10-９ 2.0×10-９ 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 0.012 6.5×10-11 1.5×10-８ 1.5×10-８ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 0.039 2.1×10-10 4.3×10-８ 4.3×10-８ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 0.006 3.3×10-11 1.3×10-８ 1.3×10-８ 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 0.004 2.2×10-11 2.6×10-９ 2.6×10-９ 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 0.003 1.7×10-11 2.0×10-９ 2.0×10-９ 

制御建屋 0.008 4.3×10-11 1.3×10-８ 1.3×10-８ 

分析建屋 0.005 2.7×10-11 3.2×10-９ 3.2×10-９ 

非常用電源建屋 0.005 2.7×10-11 1.1×10-８ 1.1×10-８ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ 0.013 7.0×10-11 1.3×10-８ 1.3×10-８ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 0.014 7.5×10-11 1.5×10-８ 1.5×10-８ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ 0.012 6.5×10-11 1.7×10-８ 1.7×10-８ 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 0.006 3.3×10-11 1.3×10-８ 1.3×10-８ 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ 0.003 1.7×10-11 6.3×10-９ 6.3×10-９ 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 0.003 1.7×10-11 6.3×10-９ 6.3×10-９ 

主排気筒 0.022 1.2×10-10 2.0×10-８ 2.0×10-８ 

5
-
6
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補 2-1-1 

補足説明資料２－１ 

評価対象とする航空機落下事故の選定結果 

評価対象とする航空機落下事故の選定結果を第２－１表に示す。 
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補 2-1-2 

 

第２－１表 評価対象とする航空機落下事故の選定結果（１／５） 

落下事故の種類 落下確率評価不要な場合 落下確率評価の要否 

ⅰ)計器飛
行方式民
間航空機
の落下事
故 

ａ)飛行場で
の離着陸時に
おける落下事
故 

飛行場の滑走路端から滑
走路方向に対して±60°
の扇型区域から外れる場
合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，三沢空港の滑走路端か
ら滑走路方向に対して±60°の扇型区
域から外れるため評価不要。 

ｂ)航空路を
巡航中の落下
事故 

航空法第 37 条に基づく
「航空路の指定に関する
告示」により指定されて
いる航空路及び，航空路
誌(AIP)に記載された直
行経路等の航空路が施設
上空に存在しない場合は
評価不要。 

評価対象 
再処理施設上空に民間航空機は飛行し
な い と 推 察 さ れ る 直 行 経 路
（MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)）が存
在しているが，民間航空機が飛行する
ことを想定し評価対象とする。 

ⅱ)有視界飛行方式民間航
空機の落下事故 

－ 

評価対象外 
再処理施設の上空の三沢特別管制区
は，航空法により有視界飛行方式民間
航空機の飛行が制限されていることか
ら，落下確率評価の対象から除外す
る。 

ⅲ)自衛隊
機又は米
軍機の落
下事故 

ａ)訓練空域
内を訓練中及
び訓練空域周
辺を飛行中の
落下事故 

－ 

評価対象 
再処理施設上空に訓練空域は存在しな
いため，訓練空域周辺を飛行中の落下
事故を評価対象とする。 

ｂ)基地－訓
練空域間を往
復時の落下事
故 

基地と訓練空域との往復
範囲に原子炉施設が存在
しない場合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，基地－訓練空域間の往
復の想定飛行範囲内に位置しないため
評価不要。 

 

補
2-1-2
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補 2-1-3 

 

第２－１表 評価対象とする航空機落下事故の選定結果（２／５） 

落下事故の種類 落下確率評価不要な場合 落下確率評価の要否 

ⅰ)計器飛
行方式民
間航空機
の落下事
故 

ａ)飛行場で
の離着陸時に
おける落下事
故 

飛行場の滑走路端から滑
走路方向に対して±60°
の扇型区域から外れる場
合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，三沢空港の滑走路端か
ら滑走路方向に対して±60°の扇型区
域から外れるため評価不要。 

ｂ)航空路を
巡航中の落下
事故 

航空法第 37 条に基づく
「航空路の指定に関する
告示」により指定されて
いる航空路及び，航空路
誌(AIP)に記載された直
行経路等の航空路が施設
上空に存在しない場合は
評価不要。 

評価対象 
再処理施設上空に民間航空機は飛行し
な い と 推 察 さ れ る 直 行 経 路
（MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)）が存
在しているが，民間航空機が飛行する
ことを想定し評価対象とする。 

ⅱ)有視界飛行方式民間航
空機の落下事故 

－ 

評価対象外 
再処理施設の上空の三沢特別管制区
は，航空法により有視界飛行方式民間
航空機の飛行が制限されていることか
ら，落下確率評価の対象から除外す
る。 

ⅲ)自衛隊
機又は米
軍機の落
下事故 

ａ)訓練空域
内を訓練中及
び訓練空域周
辺を飛行中の
落下事故 

－ 

評価対象 
再処理施設上空に訓練空域は存在しな
いため，訓練空域周辺を飛行中の落下
事故を評価対象とする。 

ｂ)基地－訓
練空域間を往
復時の落下事
故 

基地と訓練空域との往復
範囲に原子炉施設が存在
しない場合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，基地－訓練空域間の往
復の想定飛行範囲内に位置しないため
評価不要。 

 

補
2-1-3
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補 2-1-4 

第２－１表 評価対象とする航空機落下事故の選定結果（３／５） 

落下事故の種類 落下確率評価不要な場合 落下確率評価の要否 

ⅰ)計器飛
行方式民
間航空機
の落下事
故 

ａ)飛行場で
の離着陸時に
おける落下事
故 

飛行場の滑走路端から滑
走路方向に対して±60°
の扇型区域から外れる場
合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，三沢空港の滑走路端か
ら滑走路方向に対して±60°の扇型区
域から外れるため評価不要。 

ｂ)航空路を
巡航中の落下
事故 

航空法第 37 条に基づく
「航空路の指定に関する
告示」により指定されて
いる航空路及び，航空路
誌(AIP)に記載された直
行経路等の航空路が施設
上空に存在しない場合は
評価不要。 

評価対象 
再処理施設上空に民間航空機は飛行し
な い と 推 察 さ れ る 直 行 経 路
（MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)）が存
在しているが，民間航空機が飛行する
ことを想定し評価対象とする。 

ⅱ)有視界飛行方式民間航
空機の落下事故 

－ 

評価対象外 
再処理施設の上空の三沢特別管制区
は，航空法により有視界飛行方式民間
航空機の飛行が制限されていることか
ら，落下確率評価の対象から除外す
る。 

ⅲ)自衛隊
機又は米
軍機の落
下事故 

ａ)訓練空域
内を訓練中及
び訓練空域周
辺を飛行中の
落下事故 

－ 

評価対象 
再処理施設上空に訓練空域は存在しな
いため，訓練空域周辺を飛行中の落下
事故を評価対象とする。 

ｂ)基地－訓
練空域間を往
復時の落下事
故 

基地と訓練空域との往復
範囲に原子炉施設が存在
しない場合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，基地－訓練空域間の往
復の想定飛行範囲内に位置しないため
評価不要。 

補
2-1-4

 

242



補 2-1-5 

第２－１表 評価対象とする航空機落下事故の選定結果（４／５） 

落下事故の種類 落下確率評価不要な場合 落下確率評価の要否 

ⅰ)計器飛
行方式民
間航空機
の落下事
故 

ａ)飛行場で
の離着陸時に
おける落下事
故 

飛行場の滑走路端から滑
走路方向に対して±60°
の扇型区域から外れる場
合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，三沢空港の滑走路端か
ら滑走路方向に対して±60°の扇型区
域から外れるため評価不要。 

ｂ)航空路を
巡航中の落下
事故 

航空法第 37 条に基づく
「航空路の指定に関する
告示」により指定されて
いる航空路及び，航空路
誌(AIP)に記載された直
行経路等の航空路が施設
上空に存在しない場合は
評価不要。 

評価対象 
再処理施設上空に民間航空機は飛行し
な い と 推 察 さ れ る 直 行 経 路
（MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)）が存
在しているが，民間航空機が飛行する
ことを想定し評価対象とする。 

ⅱ)有視界飛行方式民間航
空機の落下事故 

－ 

評価対象外 
再処理施設の上空の三沢特別管制区
は，航空法により有視界飛行方式民間
航空機の飛行が制限されていることか
ら，落下確率評価の対象から除外す
る。 

ⅲ)自衛隊
機又は米
軍機の落
下事故 

ａ)訓練空域
内を訓練中及
び訓練空域周
辺を飛行中の
落下事故 

－ 

評価対象 
再処理施設上空に訓練空域は存在しな
いため，訓練空域周辺を飛行中の落下
事故を評価対象とする。 

ｂ)基地－訓
練空域間を往
復時の落下事
故 

基地と訓練空域との往復
範囲に原子炉施設が存在
しない場合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，基地－訓練空域間の往
復の想定飛行範囲内に位置しないため
評価不要。 

補
2-1-5
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補 2-1-6 

第２－１表 評価対象とする航空機落下事故の選定結果（５／５） 

落下事故の種類 落下確率評価不要な場合 落下確率評価の要否 

ⅰ)計器飛
行方式民
間航空機
の落下事
故 

ａ)飛行場で
の離着陸時に
おける落下事
故 

飛行場の滑走路端から滑
走路方向に対して±60°
の扇型区域から外れる場
合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，三沢空港の滑走路端か
ら滑走路方向に対して±60°の扇型区
域から外れるため評価不要。 

ｂ)航空路を
巡航中の落下
事故 

航空法第 37 条に基づく
「航空路の指定に関する
告示」により指定されて
いる航空路及び，航空路
誌(AIP)に記載された直
行経路等の航空路が施設
上空に存在しない場合は
評価不要。 

評価対象 
再処理施設上空に民間航空機は飛行し
な い と 推 察 さ れ る 直 行 経 路
（MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)）が存
在しているが，民間航空機が飛行する
ことを想定し評価対象とする。 

ⅱ)有視界飛行方式民間航
空機の落下事故 

－ 

評価対象外 
再処理施設の上空の三沢特別管制区
は，航空法により有視界飛行方式民間
航空機の飛行が制限されていることか
ら，落下確率評価の対象から除外す
る。 

ⅲ)自衛隊
機又は米
軍機の落
下事故 

ａ)訓練空域
内を訓練中及
び訓練空域周
辺を飛行中の
落下事故 

－ 

評価対象 
再処理施設上空に訓練空域は存在しな
いため，訓練空域周辺を飛行中の落下
事故を評価対象とする。 

ｂ)基地－訓
練空域間を往
復時の落下事
故 

基地と訓練空域との往復
範囲に原子炉施設が存在
しない場合は評価不要。 

評価対象外 
再処理施設は，基地－訓練空域間の往
復の想定飛行範囲内に位置しないため
評価不要。 

補
2
-1-6
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補足説明資料２－２ 
 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について 

補
2
-
2
-
1

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

１．目的 

実用発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）への航空機落下に対する考慮

については、原子力安全委員会が定めた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審

査指針（平成２年８月３０日）」の「指針３．外部人為事象に対する設計上の考慮」第

１項において、「想定される外部人為事象」の一つとして取り上げられている。 

本基準は、原子炉の設置許可（変更許可を含む。）申請に係る安全審査において、原

子炉施設への航空機の落下を「想定される外部人為事象」として設計上の考慮を必要と

するか否かの判断のめやすとする基準値を示すとともに、原子炉施設へ航空機が落下す

る可能性（発生確率）を評価する標準的な手法を提示することを目的として定めたもの

である（解説１－１）。 

本基準は原子炉施設を対象としているが、基本的な考え方及び評価手法は他の原子力

施設の安全審査においても参考となり得る。ただし、判断基準となる数値及び評価に使

用するパラメータについては、各施設の特徴（例えば、航空機の落下によって影響を受

ける施設の範囲など）を勘案し、個別に定める必要がある（解説１－２）。 

なお、設置許可申請者による航空機落下評価が本基準に示す標準的な手法によらない

場合であっても、使用した方法やデータに妥当性が認められる場合には、これを排除す

るものではない。また、本基準に示す評価手法については、今後の新たな知見と経験の

蓄積により、必要に応じ見直しを行うものとする。 

 

解説１－１ 本基準の位置づけ（第１章） 

原子力安全委員会の定めた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」の

「指針３．外部人為事象に対する設計上の考慮」第１項では、「安全機能を有する構築
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補足説明資料２－２

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について

補
2
-
2
-
2

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

物、系統及び機器は、想定される外部人為事象によって、原子炉施設の安全性を損なう

ことのない設計であること」としており、外部人為事象の１つとして航空機落下を取り

上げている。 

この指針への適合性を確認するためには、原子炉の設置許可（変更許可を含む。）に

係る安全審査において、原子炉施設への航空機の落下を「想定される外部人為事象」と

して設計上考慮する必要があるか否かを判断することが必要となる。 

そこで、本基準では、原子炉施設への航空機落下の発生確率に関して、判断のめやすと

なる基準値を定めるとともに、当該発生確率を評価するための具体的な手法を示す。 

なお、本基準における「原子炉施設への航空機落下確率」は、「１年当たりに原子炉

施設へ航空機が落下する可能性」を指しており、したがって、「回／炉・年」という次

元で表現することとしている。 

解説１－２ 他の原子力施設への本基準適用上の注意（第１章） 

本基準は、実用発電用原子炉施設を対象としているが、航空機落下確率評価を行うに

当たっての基本的考え方及び評価手法は、他の原子力施設にも適用可能である。ただし、

判断基準となる数値及び使用するパラメータの一部（例えば、標的面積）については、

各施設タイプごとにその特徴を踏まえて個別に設定する必要がある。 

具体的には、再処理施設や核燃料加工施設と原子炉施設とでは、安全上重要な構築物、

系統及び機器に関する考え方、取り扱う核燃料物質の形態及び量、その利用・管理の方

法等に相違があることから、施設への航空機落下に伴う放射線影響も著しく異なるもの

と考えられる。したがって、原子炉以外の施設では、こうした点を考慮して、判断基準

値を定めることが望ましい。 

 再処理施設は，工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されていることか

ら，安全上重要な施設を収納する建屋及び屋外に設置する安全上重要な施設並びに安全

上重要な施設の安全機能の維持に必要な建物・構築物の面積を合算した面積を標的面積

とした。 

また，再処理施設は，Ｆ－16 等に対する防護設計がされていることから，有視界飛行

方式民間航空機の小型機に対する落下確率評価における補正係数（１／10）の考え方を

自衛隊機又は米軍機の落下事故のうち，Ｆ－16 等と同程度又はそれ以下の航空機に対し

て適用し，落下確率評価を行った。 
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補足説明資料２－２

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について

補
2
-
2
-
3

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

また、原子炉以外の施設では、安全性を確保する観点から保護すべき対象が各部に分

散配置されている施設もある。したがって、評価手法のパラメータの１つである標的面

積については、航空機落下に対して安全上重要な構築物、系統及び機器の設置状況を考

慮し、航空機落下に対してクリティカルとなる建屋や設備を特定して設定することが必

要となる。 

なお、本基準は実用発電用原子炉施設の安全設計に対する基準として定めたものであ

るが、再処理施設等については、立地条件として必要な場合には航空機落下の考慮を要

することになっていることから、判断基準値の設定に当たってはこうした相違点を考慮

する必要がある。 

２．基本方針 

航空機落下に対する原子炉施設の安全性を審査するに当たっては、指針３第１項の

「安全機能を有する構築物、系統及び機器は、想定される外部人為事象によって、原子

炉施設の安全性を損なわない設計であること」という要求事項を満足することを確認す

ることが必要となる。この要求を満足するためには、 

① 原子炉施設への航空機落下を「想定される外部人為事象」として設計上考慮すべき

か否かを判断する、

その結果、航空機落下が「想定される外部人為事象」であると判断された場合には、

② その発生を仮定し、必要に応じて設備の分離配置設計や防護設計を講じる等によ

り、安全機能を有する構築物、系統及び機器がその機能を維持することを確認する、 

というプロセスが必要になる。ただし、①を省略し、②を実施することも妨げるもの

２．はじめに 

 原子力規制委員会の定める「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第二十七号）」第九条において，外部からの衝

撃による損傷防止として，安全機能を有する施設は，工場等又はその周辺において想定

される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければな

らないとしており，工場等又はその周辺で想定される人為事象の一つとして，航空機落

下を挙げている。 

 三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機については，当区域が再処理施設

の南方向約 10ｋｍと離れており，また，航空機は原則として原子力関係施設上空を飛行

しないよう規制されること等から，航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，
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補足説明資料２－２ 
 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について 

補
2
-
2
-
4

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

ではない。 

本基準では、航空機落下を上記①の「想定される外部人為事象」として考慮すべきか

否かについて、原子炉施設へ航空機が落下するという事象の発生確率を用いて判断する

こととし、その判断基準となる数値を示すとともに、当該確率評価に用いる標準的な手

法を示す。 

なお、原子炉施設への航空機落下は、その発生原因が地震、津波等の自然現象ではな

く、航空機を飛行させるという人の行為に係わることから、当該行為を規制する航空法

やその他の特徴を勘案しつつ評価を行う（解説２）。 

 

解説２ 原子炉施設上空における航空規制等の現状（第２章） 

原子力施設付近の上空の飛行については、できる限りこれを避けるよう、国土交通省

及び防衛省から運航者に指導等がなされているとともに、航空法第８１条ただし書きに

規定する最低安全高度＊以下の飛行についての許可は行われないこととなっている。ま

た、航空法第７３条の２に基づき、「機長は出発前に航空情報を確認しなければならな

い」こととなっている。当該航空情報は航空路誌（ＡＩＰ）に記載されるが、この航空

路誌には、原子力施設の場所及びその概要が含まれており、原子力施設付近上空の飛行

をできる限り避けるよう周知徹底が図られている。さらに、航空法第７５条に基づき、

「機長は地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなけれ

ばならない」こととなっている。一方、原子炉施設には灯火が設置され、視認性の向上

が図られている。 

-------------------------------------------------------------------------------

＊最低安全高度：航空法第８１条及び航空法施行規則第１７４条において、以下のよう

当区域で多くの訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮

に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定しても安全確保上支障がないよう

に設計する。 

上記の防護設計を踏まえ，航空機落下については，「実用発電用原子炉施設への航空

機落下確率評価基準について」（平成 14・07・29 原院第４号（平成１４年７月３０日原

子力安全・保安院制定））（以下「航空機落下評価ガイド」という。）等に基づき，防護

設計の要否について確認するとされているため，建物全体を外壁及び屋根により

保護する設計としている建物・構築物については係数を適用して航空機落下

確率評を行い追加の防護設計の要否を評価した。 
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補足説明資料２－２

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について

補
2
-
2
-
5

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

に定められている。 

有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合

に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度の

うち何れか高いものとされている。 

① 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離

６００メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から３００メートルの高度

② 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件か

ら１５０メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度

③ ①及び②に規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から１５０メ

ートル以上の高度

------------------------------------------------------------------------------- 

３．原子炉施設への航空機落下確率に関する判断基準 

航空機落下を「想定される外部人為事象」として設計上考慮するか否かを判断するた

めの具体的な基準は、以下のとおりとする（解説３－１、３－２）。 

① ４．に示す標準的な評価方法に基づき、原子炉施設へ航空機が落下する確率を評価

し、それら評価結果の総和が10－７（回／炉・年）を超えないこと

② ①を満足しない場合には、当該原子炉施設の立地点における状況を現実的に考慮し

た評価を行い、その妥当性を確認した上で、当該原子炉施設への航空機落下の発生確

率の総和が10－７（回／炉・年）を超えないこと

なお、上記①を満足しない場合としては、４．の（１）～（３）に関する個別の評価
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結果のいずれかが10－７（回／炉・年）を超える場合と、それぞれが10－７（回／炉・年）

以下であっても総和が10－７（回／炉・年）を超える場合とがある。前者については10－

７（回／炉・年）を超える項目を、また、後者については少なくとも１つの項目を対象

に、現実的な評価を行うことにより、上記②を満足することが確認できれば上記基準に

適合するものと判断することとし、全ての項目について現実的な評価を行う必要はな

い。 

解説３－１  諸外国における航空機落下に関する基準（第３章） 

原子炉施設への航空機落下については、米国や欧州の主要国において基準が設定され

ているが、それぞれの国における考え方は異なっている。ここでは、米国、フランス、

ドイツ及びイギリスにおける基準の概要をまとめる。 

(1) 米国（Standard Review Plan; NUREG-0800）

米国では、航空機落下を立地基準（10 CFR Part 100）の１つとして設定している。

具体的には、以下のような基準を設けている。 

①「放射線影響が公衆の被ばく線量に関するガイドラインの判断基準値を超える原子炉

施設への航空機落下事故」の発生確率が10－７／炉・年以下となること 

② 上記①を満足しない場合、あるいは、十分危険な軍事活動が特定された場合には、

航空機落下に関する詳細な検討を行うこと（即ち、詳細なハザード評価を行うととも

に、航空機落下事故をプラントの設計で考慮すること）

を要求している。 

(2) フランス（Basic Safety Rules No.1.2.a; SIN No. Z/3253/80）

フランスでは、基本安全原則1.2.aにおいて、以下のような基準が設定されている。 
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① 一般小型機、軍用機、商業用航空機を対象とし、航空機のタイプ別に、安全機能（原

子炉停止及び残留熱除去、使用済燃料貯蔵、廃棄物処理）に対する落下確率評価を行

い、各安全機能ごとにサイト境界で容認できない量の放射性物質が放出される確率が

10-6／炉・年以下となること（なお、類似の事故による確率の増分を考慮し、各ハザ

ードごとに各安全機能に対する最大発生確率を約10－７／炉・年と設定している） 

② 統計解析の結果に基づくと、標準プラントの構築物設計に対して考慮すべきリスク

は、一般小型機によるものだけとなることから、２つのタイプの小型機（セスナ210：

重量1.5トン、リアジェット23：同5.7トン）による衝突を考慮すること 

ただし、上記①の確率は、「原子炉施設に航空機が衝突して、安全機能が喪失し、さ

らに、容認できない放射性物質の放出が起こる」という事象の発生確率であり、実際に

は、特に、軍用機に対しては、原子炉施設への航空機の衝突確率が10－７／炉・年を超え

ないよう立地選定を行っている。 

(3) ドイツ（Beschreibung der Gegenwaertigen Praxis zu den Sicherheitskrirerien 

fuer kraftwerke: Institut fuer Reacktorsichelheit, RSK Safety Codes and Guides 

19.1） 

ドイツでは、原子力発電所の立地に対して、以下のような基準が設定されている。 

① 原子力発電所は、30 トン以上の航空機が離着陸することのできる飛行場（空港）

から少なくとも10km離れたところに立地しなければならない。 

② 航空機航行地図上の「controlled」区域あるいは「terminal」区域内での立地は避

けなければならない。 

③ “ER-R”（制限）、“ER-D”（危険）、“ER-P”（禁止）というマークの付いた区

域上空は、軍用機に対する防護帯であり、当該区域内での立地は避けなければならな
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い。 

さらに、連邦政府による立地基準では、上記の制限条件を考慮して、サイトを３つの

カテゴリ（カテゴリⅠは理想的なサイト、カテゴリⅡは新規立地に対して防護対策が要

求されるサイト、カテゴリⅢは許認可を受けるのが極めて困難なサイト）に分け、各カ

テゴリに対する立地要件を定めている。

一方、安全基準では、RF-4ファントムの原子炉建家への衝突を想定して防護設計を図

るよう要求している。 

(4) イギリス（Safety Assessment Principles for Nuclear Plants）

イギリスでは、原子力発電所の安全評価原則において、以下のような要求がなされ

ている。 

① 大規模放出を伴う可能性のある事故の全発生頻度は、以下の値を下回るものとす

る。 

・基本安全限度：10－５／年

・基本安全目標：10－７／年

② 全てのハザードに対し、ある事象の発生頻度が1000万年に１回を下回ることが実証

できない場合には設計基準解析の原則及びPSAの原則が満足されていることを示すも

のとし、また、ハザード源が十分離れている場合にはプラントへの影響を及ぼさない

ことを示すこととする。

また、原子力発電所の設計安全基準において、以下の要求がある。

① 環境中への制御できない大規模な放射能の放出をもたらすような単一の事故の発

生確率は10－７／炉・年未満でなければならない。 

② 制御できない放出をもたらす全事故の発生確率は10－６／炉・年未満でなければなら
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ない。 

一方、PWRの設計ガイドラインでは、以下のような要求を課しているが、実際には、

防護設計が適用された原子炉施設はない。 

・ 原子力発電所が最も近くの飛行場あるいは軍用低空飛行区域から少なくとも10km

の位置に立地していること 

・ 原子力発電所が最も近くの飛行場あるいは軍用低空飛行区域から10kmよりも近い

位置に立地している場合には、物理的防護、分離あるいは適切な手段により航空

機落下に耐えるプラント設計の必要性を考慮すること 

 

解説３－２ 諸外国の航空機落下に関する判断基準に対する本基準の保守性（第３章） 

解説３－１で示した諸外国における航空機落下事故の基準では、「原子炉施設への航

空機の落下により放射性物質の大規模放出をもたらす事象の発生確率が10－７（回／炉・

年）より小さければ、航空機落下に対する設計上の考慮を必要としない」とされている

のに対し、本基準においては、原子炉施設への航空機落下の発生確率を「想定される外

部人為事象」として設計上考慮するか否かを判断するための判断基準値として10－７（回

／炉・年）を設定している。 

 

 

４．原子炉施設への航空機落下確率の評価手法 

本基準で評価対象とする航空機は、固定翼機（ジェット旅客機等）と回転翼機（ヘリ

コプター）とする（解説４－１）。 

これらを対象に、原子炉施設への航空機落下についてその発生確率を評価するに当た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．再処理施設への航空機落下確率の評価手法 

  再処理施設における航空機落下確率評価の対象となる航空機落下事故の種類につい

ては，航空機落下評価ガイドに示されている落下事故分類のうち、以下のとおり選定し

た。 
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っては、以下に示すような原子炉施設の周辺環境を考慮する必要がある。 

・ 原子炉施設周辺における計器飛行方式で飛行する民間航空機の飛行場の有無

・ 原子炉施設上空における航空路の有無

・ 原子炉施設周辺における自衛隊機又は在日米軍機（以下、「米軍機」という。）の

基地の有無

・ 原子炉施設及びその周辺上空における自衛隊機又は米軍機の訓練・試験空域（以下、

「訓練空域」という。）の有無

・ 原子炉施設上空における自衛隊機又は米軍機の基地－訓練空域間往復経路の有無

こうした周辺環境及びこれまでの事故実績を踏まえ、以下のように航空機の落下事故

を分類して、原子炉施設への航空機落下の発生確率評価を行うものとする。 

１）計器飛行方式民間航空機の落下事故

①飛行場での離着陸時における落下事故

②航空路を巡航中の落下事故

２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故

１）計器飛行方式民間航空機の落下事故

①飛行場での離着陸時における落下事故

再処理施設周辺に立地する三沢空港の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の

扇型区域から外れることから，航空機落下確率評価は不要とした。 

②航空路を巡航中の落下事故

再処理施設上空に航空法第37条に基づく航空路の指定に関する告示により指定さ

れている航空路は存在しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行経路ＭＩＳＡ

ＷＡ（ＭＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）が存在することから，当該直行経路を計

器飛行方式民間航空機が飛行することを想定し，航空機落下確率評価を行う。 

２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故

再処理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第94条の２により有視界飛行方式民間

航空機の飛行が制限されていることから，航空機落下確率評価は不要とした。 
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３）自衛隊機又は米軍機の落下事故 

①訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故 

 

 

②基地－訓練空域間を往復時の落下事故 

ただし、離着陸時において基地外に落下した事故は②に含むものとするが、自衛隊機又

は米軍機の基地内での事故は、当該航空機が原子炉施設に到達する可能性はないと考え

られるため対象外とする。 

 

以下では、上記分類ごとに標準的な評価手法を示す。当該評価手法は、国内において

現実に存在する航空機の飛行状況や事故事例等の実績データを使用することを前提と

したものである。したがって、評価を行うに当たっては、上記分類に含まれていない航

空機の飛行状況や事故の発生を含めて、最新のデータを適切に考慮した評価を行う必要

がある。 

（１）計器飛行方式民間航空機の落下事故 

１）飛行場での離着陸時における落下事故 

原子炉施設周辺の飛行場における離着陸時の航空機が原子炉施設へ落下する確率

の評価は、以下の２段階に分けて行うものとする。 

① 原子炉施設と飛行場との位置関係を確認し、以下の条件のいずれかを満たした場

合には、離着陸時の航空機落下の発生確率評価を行う必要はないものとする。 

i) 飛行場からの最大離着陸地点（航空路誌（ＡＩＰ）に記載された離着陸経路にお

いて着陸態勢に入る地点あるいは離陸態勢を終える地点をいう。図１にその具体

 ３）自衛隊機又は米軍機の落下事故 

①訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故 

   再処理施設の上空に訓練空域は存在しないことから，訓練空域周辺を飛行中の落下

事故について，航空機落下確率評価を行う。 

②基地－訓練空域間を往復時の落下事故 

再処理施設は，基地－訓練空域間の往復の想定飛行範囲内に位置しないことから，

航空機落下確率評価は不要とした。 

 

 

航空機落下確率評価においては，最新のデータとして計器飛行方式民間航空機の落下

事故については，平成11年１月から平成30年12月，自衛隊機又は米軍機の落下事故につ

いては，平成11年４月から平成31年３月までの期間における20年間の事故を対象とし

た。 

 

（１）計器飛行方式民間航空機の落下事故 

１）飛行場での離着陸時における落下事故 

   評価対象外。 

 

 

 

 

 

256



補足説明資料２－２

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準との整合について

補
2
-
2
-
1
2

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率評価基準 基準への適合性 

例を示す。）までの直線距離を半径とする範囲内に原子炉施設が存在しない場合 

ii) 最大離着陸地点までの直線距離を半径とする範囲内に原子炉施設が存在する場

合であっても、飛行場の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域（図

２）から外れる場合

② 上記①の条件をいずれも満たさない場合は、当該飛行場における航空機の年間離

着陸回数等を考慮し、以下の方法を用いて、原子炉施設への航空機落下の発生確率

を評価する（解説４－２(1)）。

（評価方法）

原子炉施設周辺の飛行場において離着陸時の航空機が原子炉施設へ落下する

確率は、以下の式によって評価する。 
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ここで対象とする航空機、事故の種類、「離着陸時」の定義、事故件数（Dd,a）

及び運航実績（離着陸回数Ed,a）の集計期間並びに原子炉施設の標的面積(A)に関

する考え方については、解説４－３に示す。 

また、離着陸時の事故における落下地点確率分布関数（Φd,a(r,θ)）は、滑走

路端から距離r、滑走路中心線（滑走路飛行方向）から角度θの関数として、離陸

時及び着陸時の航空機事故により航空機がどこに落下するかを単位面積当たりの

数値で表した確率分布である。この確率分布は、過去の事故事例での落下位置を

基に推定すべきであるが、事故事例が少ない場合は、滑走路端から最大離着陸地

点までの直線距離（r0）内の円内で滑走路方向両側に対し±60°以内の扇型（Ad,a）

に一様な分布、あるいは、周方向で正規分布を仮定し、いずれか厳しい方を用い

る。 
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なお、評価対象となる飛行場が複数存在する場合には、各々の飛行場に対して

上記評価を行い、その結果として得られる落下確率の総和をとるものとする。 

２）航空路を巡航中の落下事故

航空法第３７条に基づく「航空路の指定に関する告示」によりその位置及び範囲が

指定されている航空路、航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行経路と転移経路、最大

２）航空路を巡航中の落下事故

航空機落下評価ガイドに示された評価式を用いて，航空機落下確率評価を行った。

なお，平成 11 年１月から平成 30 年 12 月までの期間において，航空路を巡航中の
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離着陸地点以遠の離着陸経路、広域航法（ＲＮＡＶ）経路等（以下、これらを総称し

て、単に「航空路」という。）が、原子炉施設の上空に存在する場合については、航

空路を巡航する航空機が原子炉施設へ落下する確率を評価する。 

（評価方法） 

原子炉施設の上空に航空路が設定されている場合、以下の式を用いて、巡航中

の航空機の原子炉施設への落下確率を評価する。 

 

 

ここで対象とする航空機、事故の種類、「巡航中」の定義、事故件数（Gc）及び運

航実績（延べ飛行距離Hc）の集計期間、航空路幅(W)並びに原子炉施設の標的面積(A)

に関する考え方については、解説４－３に示す。 

なお、上記１）と同様、評価対象となる航空路が複数存在する場合、各々の航空路

に対する評価を行い落下確率の総和をとるものとする。 

 

落下事故は発生していないが，「0.5 回」として評価を行った。 

   評価の結果，航空機落下確率は「2.3×10－１０（回／年）」となる。 
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（２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故

有視界飛行方式により飛行する民間の航空機のほとんどが不定期便であり、これら

については特定の飛行ルートが存在せず、また、飛行の頻度も一定でないことから、

これらの航空機が陸上に落下する確率を全国平均値として用い、原子炉施設への落下

確率を評価するものとする。なお、有視界飛行方式により飛行する航空機の事故のほ

とんどは軽飛行機等の小型機であるが、当該評価においては、これら小型機では、機

体重量、飛行速度、落下時の衝撃力（荷重）、衝突時の衝突面積が大型機に比べて小

さいこと、一般に格納容器や原子炉建屋が堅固な構築物であること等から原子炉施設

に落下した場合においてもその影響を及ぼす原子炉施設の範囲が大型機の落下に比

べて著しく小さくなることを考慮する。 

具体的な評価手法を以下に示す。ただし、原子炉施設周辺において有視界飛行中の

航空機が落下した実績がある場合や、訓練飛行の回数が明らかに他の地域より著しく

多いと考えられる訓練空域が原子炉施設周辺に存在する場合は、こうした実際の状況

を考慮して、原子炉施設への航空機落下の確率を評価する。 

（評価方法） 

以下の式に基づき、有視界飛行方式により飛行する民間航空機が原子炉施設に

落下する確率を評価する（解説４－２(2)）。なお、対象航空機としては、不定期

便の大型固定翼機、軽飛行機等の小型固定翼機及び回転翼機とし、それぞれの事

故事例を集計して落下確率の評価を行う。 

（２）有視界飛行方式民間航空機の落下事故

評価対象外。
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ここで対象とする事故の種類と集計期間、原子炉施設の標的面積及び対象航空機の

種類による係数についての説明と典型例を解説４－４に示す。 

 

（３）自衛隊機又は米軍機の落下事故 

自衛隊機又は米軍機の落下確率評価は、以下の手法を用いて個別に行うものとす

る。 

１）訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故 

訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中（基地と訓練空域との間の往復中を除

く。）の自衛隊機又は米軍機については、以下の手法を用いて、これらの自衛隊機又

は米軍機が原子炉施設に落下する確率を評価する。訓練空域内での訓練中の落下事故

の評価においては、原則として原子炉施設及びその周辺上空の訓練空域からの自衛隊

機又は米軍機の落下を原子炉施設の立地点ごとに評価する必要があるが、現時点では

このような飛行形態で原子炉施設周辺に自衛隊機あるいは米軍機が落下した事例が

ないことに鑑み、自衛隊機又は米軍機が陸上に落下する確率の全国平均値を用いるも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自衛隊機又は米軍機の落下事故 

 

 

 １）訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故 

   再処理施設上空には訓練空域が存在しないため，訓練空域外を飛行中の落下事故を

対象とし，航空機落下確率評価を行った。 
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のとする（解説４－２(3)）。ただし、今後、原子炉施設の上空あるいはその周辺の

訓練空域で訓練中の自衛隊機又は米軍機が落下した場合や、原子炉施設周辺に存在す

る訓練空域での訓練飛行の回数が明らかに他の地域より著しく多くなったと判断さ

れる場合は、こうした実際の状況を考慮して原子炉施設への航空機落下の確率を評価

する。なお、以下の評価で対象とする航空機の種類や入力パラメータ（事故率、訓練

空域の面積及び原子炉施設の標的面積）については、解説４－５にその定義や典型例

を示す。 

（評価方法） 

①原子炉施設上空に訓練空域が存在する場合

原子炉施設上空に訓練空域が存在する場合、以下の式により原子炉施設上空

に設定された訓練空域内を飛行中の自衛隊機又は米軍機が、原子炉施設に落下

する確率を評価する。 

①原子炉施設上空に訓練空域が存在する場合

評価対象外。
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②原子炉施設上空に訓練空域が存在しない場合 

原子炉施設上空に訓練空域が存在しない場合、以下の式により、訓練空域外

を飛行中の自衛隊機又は米軍機が、原子炉施設へ落下する確率を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉施設上空に訓練空域が存在しない場合 

    再処理施設はＦ－16 等に対する防護設計がされていることから，有視界飛行方式

民間航空機の小型機に対する落下確率評価における補正係数（１／10）の考え方を

自衛隊機又は米軍機の落下事故のうち，Ｆ－16 等と同程度又はそれ以下の航空機に

対して適用し，落下確率評価を行った。 

    具体的には，外壁及び屋根で保護する設計としている建屋に対しては，係数（１

／10）を適用し，それ以外の建屋等については係数を適用せず落下確率評価を行っ

た。 

    評価式を以下に示す。 

 

Ｐsox＝Ｐso１＋Ｐso２ 

 

    Ｐsox：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下

確率（回／年） 

    Ｐso１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理施設への

訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下

確率（回／年） 

    Ｐso２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設へ

の訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落

下確率（回／年） 
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Ｐso１＝（ 
ｆＳＯ１ ×Ａ1×α)+( 

ｆＳＯ２ ×Ａ1 ） 
ＳＯ ＳＯ 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回

／年） 

  ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落下事故率

（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋｍ２） 

Ａ1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理施設の標

的面積（ｋｍ２） 

α：係数；0.1 

Ｐso２＝（ 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ ×Ａ２ ） 

ＳＯ 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回

／年） 

  ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落下事故率

（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋｍ２） 

Ａ2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設の

標的面積（ｋｍ２） 

評価の結果，航空機落下確率は「4.5×10－８（回／年）」となる。 
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２）基地－訓練空域間往復時の落下事故

基地と訓練空域との往復範囲に原子炉施設が存在する場合については、基地、訓練

空域及び原子炉施設の位置関係並びに基地と訓練空域との間の飛行頻度及び飛行経

路を考慮して原子炉施設への航空機落下の確率を評価する。なお、基地と訓練空域間

には、回廊又は移動経路が設定されているほか、往復時の飛行範囲として想定される

区域（以下、「想定飛行範囲」という。）があり（解説４－６）、このいずれかのル

ートに従って自衛隊機又は米軍機が往復することが考えられる。それぞれのルートに

対する具体的な評価手法を以下に示す。 

（評価方法） 

①回廊中に原子炉施設が存在する場合

回廊中に原子炉施設が存在する場合は、以下の式に基づき原子炉施設への航

空機落下確率の評価を行う。

２）基地－訓練空域間往復時の落下事故

評価対象外。

（４）再処理施設への航空機落下確率

計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確

率の総和は，「4.5×10－８（回／年）」となり，防護設計の判断基準である 10－７（回

／年）を超えないことから追加の防護設計は必要ない。 
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②移動経路近傍に原子炉施設が存在する場合

基地と訓練空域との間に移動経路が設定されており、その近傍に原子炉施設

が存在する場合、以下の式に基づき原子炉施設への航空機落下確率の評価を行

う。

③想定飛行範囲内に原子炉施設が存在する場合

基地と訓練空域との間の想定飛行範囲内に原子炉施設が存在する場合、以下

の式に基づき原子炉施設への航空機落下確率の評価を行う。
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解説４－１ 評価対象航空機（第４章） 

本基準では、原則として、固定翼機と回転翼機を評価対象としているが、評価にあた

っては、それぞれの特徴や現時点での運航状況、過去の事故実績等を考慮し、以下の観

点で評価上の取扱を整理する必要がある。表１に、その具体例を航空機の種類とともに

示す。 

(1) 固定翼機、回転翼機とも、最大離陸重量が5,700kgを超える「大型機」とそれ以下

の「小型機」とに分類する。 

(2) 現在の航空機の運航状況を踏まえて、定期航空運送事業者所有の商業用航空機及

び個人所有の一般航空機（これらを総称して「民間航空機」という。）、自衛隊所有

の航空機（「自衛隊機」という。）及び在日米軍所有の航空機（「米軍機」という。）

に分類する。 

(3) 「民間航空機」は、その飛行形態に応じて、「計器飛行方式」と「有視界飛行方

式」とに分け、さらに、運航状況を踏まえて「定期便」と「不定期便」に分類する。 

表１に示すように、民間航空機については、旅客機など大型固定翼機で計器飛行方式

の定期便、パトロール機など大型固定翼機で有視界飛行方式の不定期便並びに小型固
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定翼機及び回転翼機で有視界飛行方式の不定期便は評価対象とするが、小型固定翼機

及び回転翼機の定期便については、定期航空運送事業者の登録機数の割合から運航頻

度が大型固定翼機の定期便の数％であると判断できることから評価対象外とする。ま

た、計器飛行方式で飛行する大型固定翼機の不定期便は、定期便と比べて運航回数が

極めて尐ないことから評価対象外とする。なお、小型固定翼機及び回転翼機の不定期

便では、リクエストベースで計器飛行方式による飛行が可能となっているが、原則と

して有視界飛行方式による飛行形態をとっていることから、有視界飛行方式民間航空

機の落下事故に含めて評価するものとする。 

一方、「自衛隊機」と「米軍機」については、現時点での運航状況や過去の事故実

績を踏まえて、大型固定翼機、小型固定翼機、大型回転翼機及び小型回転翼機の４種

類とも評価対象とする。 

解説４－２ 評価手法の保守性（第４章） 

(1) 計器飛行方式民間航空機の飛行場での離着陸時における落下事故原子力施設付近

の上空の飛行はできる限り避けるよう指導等がなされているため、離着陸時において

も原子力施設付近における飛行は極めて尐なくなるものと考えられるが、当該原子炉

施設に係る離着陸時の落下確率として、この指導等による効果を考慮せずに、国内の

飛行場における離着陸時の事故率及び当該飛行場の離着陸回数から求めることとし

ている。 

さらに、評価に用いる落下地点の確率分布は、評価対象区域の扇型内一様分布及び

周方向に正規分布を仮定し、いずれか厳しい方を用いるとしている。 
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(2) 有視界飛行方式で飛行する民間航空機の落下事故 

有視界飛行方式で飛行する民間航空機の落下確率評価における評価式は、有視界飛

行が全国的に均一して行われているものと仮定し全国平均値を求めることとしてい

る。しかしながら、一般に、こうした有視界飛行については、原子力施設付近の上空

をできるだけ飛行しないよう指導されていること、原子力関係施設の上空について

は、航空法第８１条に基づく最低安全高度以下の高度での飛行に係る国土交通大臣の

許可が与えられないこととなっていること、及び民間航空機の訓練空域が原子炉施設

の上空に存在する場合には自衛隊の訓練空域と同様な飛行規制が取られていること

から、有視界飛行中の民間航空機が原子炉施設に落下する可能性は他の地域に比べて

十分低いと考えられる。さらに、原子炉施設設置者は、原子炉施設上空からの視認性

を向上させるために、自主的に灯火を設置している。したがって、こうした実態を考

慮すると、有視界飛行中の民間航空機の落下確率について、全国平均値を評価に用い

ることには十分な保守性があると言える。 

 

(3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故 

訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の落下確率評

価式は、いずれも、訓練空域が全国的に均一して分布していると仮定し全国平均値で

評価を行うというものである。しかし、自衛隊機の訓練空域が原子炉施設の上空に存

在する場合には飛行規制が取られていること（当該空域における訓練飛行中は通常の

飛行時に比べ機器の操作頻度が多いことに鑑み、従来から国土交通省により原子炉施

設から半径2 海里以内、高度2,000ft以下（半径約3.6km以内、高度約600m以下）の範

囲が訓練空域から除外されている。）、米軍機についても原子炉施設上空の飛行規制
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に係る協力要請を行っており周知徹底を行う旨回答を得ていること、及びこれまでの

事故の実績を考慮すると、訓練空域内で訓練中あるいは訓練空域外を飛行中の自衛隊

機又は米軍機が原子炉施設に落下する確率として全国平均値を用いることには保守

性があると言える。 

なお、海上に設定された訓練空域内外への落下事故については、機長に対して異常

発生時における万一の落下を考慮して海上への回避操作を行うように指導されてい

ることから評価対象外とする。 

これらの保守性を担保するために、今後も原子炉施設上空の飛行規制が継続される

よう引き続き国土交通省等に対して要請することとしている。 

解説４－３ 離着陸時及び巡航中の計器飛行方式民間航空機の原子炉施設への落下確率

評価における入力パラメータ等に関する考え方（第４章） 

(1) 対象航空機

本項目の評価の対象とする航空機としては、①当該原子炉施設の上空に設定されて

いる航空路を計器飛行方式により飛行する可能性のある、又は②評価対象の飛行場を

離着陸する可能性のある我が国で運航している国内機（国際線、国内線）及び外国航

空会社が我が国に乗り入れている外国機（国際線）で最大離陸重量が5,700kgを超え

る「大型機」とする。なお、最大離陸重量が5,700kg以下の「小型機」については、

定期航空運送事業者の登録機数の割合から見て運航頻度が大型機の数％とわずかで

あるため対象外とする。 
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(2) 事故率（fa,d、fc）

①対象航空機事故

本項目の評価対象とする航空機事故は、国際民間航空機関(ICAO)の定めた「航

空機事故技術調査マニュアル」に従って分類された航空機の損傷が「大破」、「中

破」、「小破」及び「損傷なし」のうち、航空機が制御不可能になるおそれのあ

る「大破」とする。また、事故発生時の運航形態については、「航空機事故技術

調査マニュアル」に従って分類された「離陸時」、「着陸時」、「巡航中」、「滑

走中」及び「地上」のうち「離陸時」、「着陸時」及び「巡航中」とする。

②事故事例及び運航実績の集計期間

本項目の評価に用いる事故事例（Da,d、Gc）及び運航実績（Ea,d、Hc）の集計

期間については、集計期間を長くとって、現在、運航されていない古い世代の航

空機を対象としても現実的ではなく、また、集計期間が短かすぎると統計量とし

て十分ではないと考えられるため、原則として最近の20年間とする。また、事故

事例や運航実績は国内のデータに限定するものとする。

(3) 航空路

①対象航空路

本項目の評価で対象とする航空路は、原子炉施設上空を飛行する可能性のある

航空路（航空法第３７条に基づき、国土交通大臣が「航空路の指定に関する告示」

によりその位置及び範囲を指定した航空路並びに航空路誌（ＡＩＰ）に掲載され

た直行経路、転移経路、離着陸経路（最大離着陸地点以遠の経路）、広域航法（Ｒ

ＮＡＶ）経路等をいう。）とする。
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なお、原子炉施設上空以外に設定されている航空路を飛行する航空機の原子炉

施設への落下については、その可能性が無視できるほど小さいと考えられるため

評価対象外とする。 

②航空路の幅（W） 

航空法第３７条の規定に基づいて、国土交通大臣が「航空路の指定に関する告

示」によりその位置及び範囲を指定した航空路は、原則として地上の航空保安無

線施設を結んだ線の上空に設定されている。また、計器誤差や風による影響等で

航空路の中心線をはずれることを考慮して、航空路には原則として中心線から両

側に7km又は9kmの範囲の保護空域が設定されている。したがって、「航空路の指

定に関する告示」に定められた航空路については、告示に基づき14km又は18kmの

幅とする。 

なお、直行経路、転移経路、離着陸経路（最大離着陸地点以遠の経路）等につ

いては経路毎に保護空域の幅が異なるため、上空に設定されたこれらの経路の幅

を調査し設定することとする。 

また、広域航法（ＲＮＡＶ）経路については、航法精度を航空路の幅とみなし

て用いることとする。 

 

(4) 原子炉施設の標的面積（A） 

原子炉施設への航空機落下に対する影響評価を行う場合において、航空機落下事故

時の安全性を確保する観点から重要なのは、大量の放射性物質を蓄えている炉心や使

用済燃料プールを保護すること、並びに、原子炉の安全停止（炉心冷却も含む。）を

確保することである。したがって、原子炉施設への航空機落下確率評価では、これら
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を踏まえ、安全上重要な構築物、系統及び機器の設置状況、航空機の大きさ、突入す

る角度、滑り込み等を勘案して標的面積を決める必要がある。本基準では、原則とし

て0.01km２を用いるものとするが、巡航中の航空機の落下に対しては上空からの落下

を想定して対象建屋の水平断面積を、また、離着陸時の航空機の落下に対しては突入

角度を考慮して対象建屋の投影面積を評価し、各々の結果が0.01km２を上回る場合に

は、その評価結果を用いるものとする。ただし、自衛隊機及び米軍機については、離

着陸時の事故を往復中の事故に含めていることから、これらは巡航中の航空機の落下

として取り扱うこととする。 

なお、0.01km２という値は、フランスの基準やドイツの評価で用いられているもの

と同等である。 

解説４－４ 有視界飛行方式で飛行する民間航空機の落下確率評価における入力パラメ

ータ等の考え方（第４章） 

(1) 対象航空機及び対象事故

これまでの実績に基づき、有視界飛行方式による航空機の事故は、航空機の種類、

飛行目的、飛行形態等から、以下のように分類することができる。 

① 不定期便大型固定翼機の離着陸時の事故

② 不定期便大型固定翼機の巡航中の事故

③ 軽飛行機など小型固定翼機の離着陸時の事故

④ 軽飛行機など小型固定翼機の巡航中の事故

⑤ 回転翼機の離着陸時の事故

⑥ 回転翼機の巡航中の事故
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このうち、①、②、④及び⑥は原則として評価対象とするが、小型固定翼機と回転

翼機の離着陸時の事故（上記の③と⑤）については、ほとんどが飛行場内又は飛行場

付近に墜落しているという実績と、離陸から巡航及び巡航から着陸までの距離が短く

原子炉施設が飛行場からある程度離れた場所に立地されていることから、評価の対象

から外しても問題はないと言える。 

有視界飛行方式では、離着陸経路や飛行経路が明確に定められていないことから、

これらの航空機の落下確率は全国平均値として評価するものとする。また、小型固定

翼機や回転翼機の巡航中事故（上記④と⑥）の中には、不時着、農薬散布、工事中や

資材運搬中、ホバリング中の事故が数多く含まれているが、こうした飛行が原子炉施

設上空やその近傍で行われることは考えにくく、したがって、これらの事故について

は原子炉施設への落下の可能性が極めて低いと考えられるため評価対象外とする。な

お、単位年当たりの事故率を算出するための事故事例の集計期間は、原則として最近

の20年間とする。 

(2) 原子炉施設の標的面積及び対象航空機の種類による係数

有視界飛行方式で飛行する民間航空機としては、不定期便の大型固定翼機、軽飛行

機などの小型固定翼機並びに大型及び小型の回転翼機を対象としており、機体の重量

や、飛行速度、落下時の衝撃力（荷重）、衝突時の標的面積（落下時に原子炉施設が

影響を受ける建物の面積）は、これら種類によって異なるものと考えられるが、標的

面積については、計器飛行方式民間航空機や自衛隊機又は米軍機の場合と同様の考え

方に基づいて決定するものとする（原則として0.01km２を用いる。）。 

一方、軽飛行機などの小型固定翼機や小型回転翼機（小型機）については、表２に

示すように、戦闘機や旅客機に比べてその機体重量が軽く、飛行速度注）も遅いため、
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落下時の衝撃力（荷重）も小さく、また、衝突時の衝突面積も小さくなる。さらに、

一般に原子炉建屋が堅固な構築物であること等を考慮すると、小型機が原子炉施設に

落下した場合においても、その影響を及ぼす原子炉施設の範囲が、戦闘機や旅客機の

落下に対し著しく小さくなると言える。そこで、小型機の落下確率評価では、こうし

た因子を考慮し、大型機の場合に対して１／１０という係数を乗ずるものとする。 

注）小型機と戦闘機及び旅客機との間で飛行速度を比較するに当たり、小型機及び旅

客機については巡航速度及び想定重量を比較することにより、小型機の衝撃力（荷

重）が旅客機と比べて小さいことを示している。一方、戦闘機については滑空速度

としているが、小型機より重量がある戦闘機について巡航速度より速度が遅い滑空

速度を用いることは、小型機の衝撃力（荷重）が戦闘機や旅客機と比べて小さいこ

とを示す上で、保守性があると言える。 

解説４－５ 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の自衛隊機あるいは米軍機の

落下確率評価における対象航空機及び入力パラメータに関する考え方（第４

章） 

(1) 対象航空機

本項目の評価で対象とする航空機は、自衛隊及び米軍機の大型及び小型の固定翼機

並びに大型及び小型の回転翼機とする。 

(2) 入力パラメータ

本項目の評価における入力パラメータとしては、単位年当たりの事故率、訓練空域

内外の面積及び原子炉施設の標的面積があるが、それらについての基本的考え方を以
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下に記す。 

① 単位年当たりの事故率

単位年当たりの事故率を算出するにあたっては、原則として、最近の20年間に

おいて国内で発生した事故事例を対象とする。その際、事故の種類としては、自

衛隊機の操縦士に対して「異常発生時には落下を考慮して海上（あるいは山間部）

への回避操作を行うよう」指導されていることを考慮し、陸上に落下した事例だ

けを対象とする。ただし、基地内での事故は対象外とする。

② 訓練空域内外の面積

自衛隊機用の訓練空域は、現在、陸地上空と海上に、それぞれ、27カ所（面積の

総計：約80,000km２）、62 カ所（同：約590,000km２）設定されている。 

また、米軍機用の訓練空域は、現在、陸地上空と海上に、それぞれ、8カ所（面

積の総計：約400km２）、22カ所（同：約110,000km２）設定されている。 

上記①に述べたように、陸上に落下した事故事例のみを対象とすることから、

訓練空域内での落下事故は、当該空域の面積に相当する陸地（陸地上空に位置す

る訓練区域面積の合計）で発生したものとし、また、訓練空域外での落下事故は、

訓練空域に相当する陸地面積を除く陸地（即ち、日本国土面積から訓練区域面積

を除いた面積）において発生したものとする。 

なお、評価を行う際には、航空路誌（ＡＩＰ）等から得られる最新の面積を用

いる。 

③ 原子炉施設の標的面積

原子炉施設の標的面積は、計器飛行方式民間航空便の場合と同様の考え方に基

づいて決定するものとする（原則として0.01km２用いる。）。
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解説４－６ 基地と訓練空域間往復経路（第４章） 

自衛隊機あるいは米軍機の基地と訓練空域との往復は、①回廊、②移動経路、あるい

は、③想定飛行範囲のいずれかのルートに沿って飛行することが考えられる。 

回廊は、図１に示すように、基地と訓練空域との間のある区域において帯状に設定さ

れている。 

また、移動経路は、図２に示すように、基地と訓練空域をその間に設定される幾つか

の中継点を介して結ぶ直線ルートである。このような経路は、平成12年3月22日と同年7 

月4 日に相次いで女川発電所近傍に自衛隊機が墜落した事故を受けて、こうした事故の

再発を防止するために、原子炉施設上空を避けたルートとして新たに設定されたもの

で、現時点では、女川発電所近傍に存在するのみである。 

一方、想定飛行範囲は、図３に示すように、基地と訓練空域境界とを結ぶ三角形状の

区域を指す。 
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補足説明資料３－１ 

再処理施設の防護設計について（既許可申請書） 

 

 本文「四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法 ロ．再

処理施設の一般構造 (6)その他の主要な構造」より抜粋 

 (ⅴ) 再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10ｋｍの位置

には三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛

行中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多

くの訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮

し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，

一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある

施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷

重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する

等，安全確保上支障がないように設計する。建物・構築物の防護設計

においては，余裕を考慮し，航空機総重量20ｔ,速度150ｍ／ｓから求

まる衝撃荷重を用いる。 

 

添付書類六「1．安全設計 1.7その他の設計方針」より抜粋 

  1.7.3 航空機に対する防護設計 

  1.7.3.1 防護設計の基本方針 

 三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

るおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空

機による衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で

適切に保護する等，安全確保上支障がないように設計する。 
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  1.7.3.2 防護対象施設 

 三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

るおそれのある施設は防護対象とする。安全上重要な施設については

原則として防護対象とする。 

 防護方法としては，安全上重要な施設とその他の施設が同じ区域に

設置されている等の再処理施設の特質を配慮して，建物の外壁及び屋

根により建物全体を適切に保護する方法を基本とし，建物内部に設置

されている施設の安全性を確保する。放射性物質を内蔵する防護対象

施設が一箇所に集中している使用済燃料輸送容器管理建屋及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を

適切に保護する方法を用いる。また，放射性物質を内蔵しておらずか

つ多重化が要求される冷却水設備の安全冷却水系，非常用電源建屋の

第２非常用ディーゼル発電機及び一部の洞道は同時に２系列破損しな

いよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いる。 

  防護設計を行う建物・構築物を，第1.7－１表に示す。 

 安全上重要な施設であり防護対象外とする施設は，主排気筒，主排

気筒の排気筒モニタ，安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器である。これら施

設については，航空機が施設に墜落する可能性は無視できること，又

は仮に航空機が施設に墜落することを想定しても，一般公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから防護対象外とする。 

 ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認するために，仮に形状の

大きい主排気筒に航空機が墜落することを想定して，一般公衆に与え

る線量当量を評価する。なお，航空機の墜落により主排気筒が破損し

（２６） 
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ても，主排気筒の倒壊に至る可能性は無視できる。 

 本評価において，次のような経過を想定する。 

 主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料の処理は行わないと

し，その時点にせん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にあ

る使用済燃料を約１ｔとし，その溶解に伴って発生するクリプトン－

85及び炭素－14が，気体廃棄物の廃棄施設の前処理建屋せん断処理・

溶解廃ガス処理設備を経由して，破損した主排気筒から，せん断処理

施設及び溶解施設の処理能力を考慮して，約６時間の間に放出される

ものとする。気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）のうちプルトニウム濃縮液

一時貯槽等から発生する廃ガス並びに高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備のうち高レベル廃液貯蔵設備から発生する廃ガス

及び低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からの廃ガスについ

ては，平常時と同じ放射性物質が１年間にわたって放出されるものと

する。その他の廃ガスについては，主排気筒の破損発生に伴って工程

内洗浄等の工程停止操作を行うため，１箇月以内に放射性物質の放出

は収束するが，ここでは平常時と同じ放射性物質が１箇月間にわたっ

て放出されるものとする。 

 航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出される廃ガス中の放

射性物質の放出量は，添付書類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」

に示される推定年間放出量に基づいて，前述の各発生源別の放出時間

を考慮し，設定する。 

 大気中への主な放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 
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核 種 放 出 量 (Ｂｑ) 

Ｈ－３  
Ｃ－14  
Ｋｒ－85 
Ｓｒ－90 
Ｒｕ－106 
Ｉ－129 
Ｉ－131 
Ｐｕ－238 
Ｐｕ－239 
Ｐｕ－240 
Ｐｕ－241 
Ａｍ－241 
Ｃｍ－244 

6.9×10１４ 
6.5×10１０ 
4.1×10１４ 
5.1×10８

7.6×10９

2.0×10９

1.5×10１０ 
6.8×10７

6.1×10６

9.6×10６

2.2×10９

6.0×10６

1.7×10７

 線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出される放射性物質は破

損した主排気筒から放出するものとして，地上放散を仮定し計算する。 

 敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲からのガンマ線による外

部被ばくに係る線量当量は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する気

象条件」に記述する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における相対濃度及

び相対線量に，放射性物質の放出量を乗じて求める。 

 放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当

量ＤＩ(Ｓｖ）は次式で計算する。 

ＤＩ ＝ΣＱＩｉ・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｈ５０)ｉ 

ここで， 

ＱＩｉ ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

Ｒ ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

  呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価 

  に関する審査指針」の付録Ⅱに基づき，短時間放出 

の場合の活動時間中の呼吸率3.33×10－４（ｍ３／ｓ） 

  を用いる。 

χ／Ｑ  ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

ｉ 

（２７） 
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     ( Ｈ５０)ｉ ：核種ｉの吸入による預託線量当量換算係数  

             （Ｓｖ／Ｂｑ） 

 放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，

次式で計算する。 

     Ｄｒ ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑｒ  

    ここで， 

     Ｋ    ：空気吸収線量から線量当量への変換係数（Ｓｖ／ 

           Ｇｙ) (実効線量当量に対してＫ＝１とする） 

     Ｄ／Ｑ  ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

     Ｑｒ   ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出量（Ｂｑ） 

            （ガンマ線実効エネルギの0.5ＭｅＶ換算値） 

 上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，約１ｍＳｖであ

る。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

等の安全上重要な施設を収納しない建物・構築物で防護設計を行わな

いものについては，航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，

仮に航空機が施設に墜落することを想定しても，航空機の墜落及び火

災による環境への移行率をそれぞれ１％として，線量当量評価を行っ

た結果，主排気筒の評価値を下回っており，一般公衆に対して著しい

放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

 

1.7.3.3  防護設計条件の設定 

 防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮

して設定した条件に平成９年３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ

（４２） 

（２８） 

（２９） 
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改を考慮する。なお，平成12年10月から順次，三沢基地に配備される

Ｆ－２について検討した結果，Ｆ－２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元

を用い余裕を考慮して設定した条件を上回るものではないことが確認

されている。 

Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件とは，平成９年３

月より以前に三沢対地訓練区域で最も多く訓練飛行を行っていた航空

自衛隊のＦ－１及び米国空軍のＦ－16のうち，機体の質量が大きく，

厳しい結果を与えるＦ－16の諸元に基づき以下のとおり設定した条件

である。 

  Ｆ－16等の戦闘機の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が

考えられない要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しな

い要因を除外し，再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出す

ると，エンジン推力を喪失する場合が挙げられる。 

なお，コックピット火災等によりパイロットが直ちに脱出した後も

飛行を継続する場合も考えられるが，このような事象が生じる可能性

は過去の事例からみて無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，

機体の安定に必要な操作等を行った後最良滑空状態にし，基地又は海

上等への到達を図る。到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係

施設等の回避を行った後，パイロット自身の安全確保等のため減速し

て脱出する。このときの航空機の速度は最良滑空速度と失速速度の間

にあると考えられる。回避が行われずに航空機が施設まで滑空するこ

とは考えられないが，ここでは回避が行われずに最良滑空速度で滑空

する場合を想定する。 

  三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月か

（２６） 

（２６）（３０） 

（３１） 

（２６） 
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ら２年間にわたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び

小型の模擬弾（約10ｋｇ）であり，質量としては，第1.7－１図に示

すように大部分が約13ｔ以下であるが，現実には搭載しないと考えら

れる訓練時の最大装備を仮定し，航空機の質量を16ｔとする。 

このときの最良滑空速度を下式により求めると 144ｍ／ｓとなる。 

  Ｖ＝    Ｃｒ＝ ＣＬ  
２＋ＣＤ 

２ 

ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ  ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ ：揚力係数(－) 

ＣＤ ：抗力係数(－) 

  上式において主翼面積は28ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各 

々0.44, 0.044とする。 

  航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として，航空

機の質量16ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジン

の質量1.5ｔ，エンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150

ｍ／ｓとする。 

 さらに，建物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空

機の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。また，

（２９） 

（３４） 

（２９） （３５） 

ρ･Ｓ･Ｃｒ 
２Ｗ√ √ 
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貫通限界厚さの算定についても同様に, 余裕を考慮し，エンジンの質

量1.9ｔ，エンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／

ｓとする。 

 以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定し，上記条件と比較

する。 

 Ｆ－４の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられな

い要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除

外し，再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エン

ジン推力を喪失する場合が挙げられる。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱出時の速度は，前述

の場合と同じであり，また，回避が行われずに航空機が施設まで滑空

することは考えられないが，ここでも，回避が行われずに最良滑空速

度で滑空する場合を想定する。 

 航空機の質量は，文献や三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の

外部搭載物搭載状況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査し

た結果から22ｔと見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定した

Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度を第 1.7－３図に示す。なお，Ｆ－４

ＥＪ改の質量が22ｔを超える場合がわずかにあるとしても，三沢対地

訓練区域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能性が極めて小さ

いことを考えれば，そのような航空機が施設へ墜落する可能性は無視

できる。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求めると155ｍ／ｓとな

る。上式において，主翼面積は49.2ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数

は各々0.3，0.036 とする。 

（２６） 

（４６） 

（２６） 

（４６） 

（４７） 

287



補 3-1-9 

 

 Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として

航空機の質量22ｔ，速度155ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジ

ンの質量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ，エンジンの衝

突速度155ｍ／ｓとする。 

 建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４ＥＪ改のこれらの条件

から求まる衝撃荷重の応答について評価した結果，前述の航空機の質

量20ｔ，速度 150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回るものでは

ないことを確認したことから，衝撃荷重に係る条件として，Ｆ－16の

諸元を用い余裕を考慮して設定した条件である航空機の質量20ｔ，速

度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重とする。 

  また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４ＥＪ改を考慮し，エン

ジンに係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した

条件であるエンジンの質量 1.9t,エンジン吸気口部直径0.98ｍ及びエ

ンジンの衝突速度 150ｍ／ｓ並びにＦ－４ＥＪ改を対象とした条件で

あるエンジンの質量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及び

エンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。 

 

  1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

  航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成さ

れているという構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損

傷の評価においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部

的な破壊と機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破

壊という二つの現象を考慮する。 

  防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止

でき，航空機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋

（４８） （４８） 
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又は鋼材の破断による版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とす

る。 

 壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいものは，迷路

構造により開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護

設計を行う。 

 また，航空機が再処理施設まで滑空する場合には，東又は南方向か

ら角度をもって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，

荷重はすべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

 なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭載燃料の燃焼による

火災を考慮した設計とする。この際の圧力影響は，無視できるほど小

さいため考慮しない。 

(１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認さ

れているDegen による剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空

機のエンジンを用いた実験から得られた成果を反映した下式により求

められる貫通限界厚さを下回らないものとする。 

ｅ＝O.65ｅ’ 

ただし， 

  1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42 の場合  ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ    の場合  ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc' )・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc' )・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８＋１ 

（３６） 

（３７） 

（３８） 
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 ここで， 

   ｅ  : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

   ｅ’ :  Degen 式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

   Ｘ  : 貫入深さ(ｉｎ) 

  ｄ  : エンジン有効直径(ｉｎ) 

   fc'  :  コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

   Ｄ  : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

   Ｗ  : エンジン重量(ｌｂｆ) 

   Ｖ  : 衝突速度(ｆｔ／ｓ） 

 なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いる

こととする。 

  (２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を

   用いた版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼

   材の破断を生じさせない設計とする。 

  ａ．衝撃荷重は，Riera が理論的に導いた評価式に，実物航空機を用い

   た実験から得られた成果を反映した下式により求める。 

       Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋ 0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

    ここで， 

Ｆ(ｔ)       : 衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝: 衝突面における航空機の破壊強度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝  : 衝突面における航空機の単位長さ当たりの 

         質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ)        : 衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ)        : 時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

 Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献を参考に，航空機の 

（３９） 

（３８） 

（３８） 
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重量，長さに合わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式に

よる算定結果に対し，全体的な形状をとらえ，力積が下回らないよう

に平滑化した。 

上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.7－２図に示す。 

  ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防

止に対する許容値は，米国土木学会等の文献及び日本工業規格を参考

に次の値とする。 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

（４０）（４１） 
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第 1.7－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

を壁等により防護する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

前処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分離建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

精製建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 
貯蔵区域及び受入れ室を壁等により保護す

る。 

低レベル廃液処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

低レベル廃棄物処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

制御建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分析建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

非常用電源建屋 
電気室を壁等により保護する。第２非常用

ディーゼル発電機は分離配置を行う。 

冷却水設備の安全冷却水系 分離配置を行う。 
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（つづき） 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

洞 道 

・分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する

洞道 

・洞道を堅固な構造とする。

・分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，

低レベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を接続する洞

道のうち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の

洞道並びにウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分

・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 ・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接

続する洞道 

・洞道を堅固な構造とする。

・ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する

洞道 

・洞道を堅固な構造とする。

・高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯

蔵建屋を接続する洞道 

・洞道を堅固な構造とする。

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と冷却水設備の安全冷

却水系を接続する洞道 

・分離配置を行う。

・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，制御建屋，非常用電源建屋，冷却水設備の安全

冷却水系，主排気筒及び主排気筒管理建屋を接続す

る洞道のうち，安全上重要な施設としての排気ダク

ト又は主排気筒の排気筒モニタに接続する非常用所

内電源ケーブルのみを収納する洞道を除く部分 

・冷却水設備の安全冷却水系に接続する部

分は分離配置し，その他は洞道を堅固な

構造とする。 
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第 1.7－１図 Ｆ－16 の出現頻度 
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第 1.7－２図 衝撃荷重曲線 

300



補 3-1-22 

第 1.7－３図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度 
（Ｆ－１の観測結果に基づき算定） 
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補足説明資料３－２ 

係数を適用する航空機選定の考え方について 

再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている建

物・構築物に対する航空機落下確率評価においては，航空機の衝突による影響

がＦ－16 等と同程度かそれ以下の航空機については，対象航空機の種類による

係数を適用する。係数を適用する場合の条件は以下のとおり。 

《機体全体の衝突による全体的な破壊》 

・ 全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量及び速度のい

ずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用することとする。 

《エンジンの衝突による局部的な破壊》 

・ 局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さの算定要素

となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件を下回

る場合は係数を適用することとする。 

本資料では，速度と重量による選定の妥当性について以下のとおり示す。 

１．機体全体の衝突による全体的な破壊 

現状の防護設計で用いている衝撃荷重の算定式は，Riera が理論的に導い

た評価式に，武藤等による実物航空機（F-4D PhantomⅡ）を用いた剛版への

衝撃実験から得られた成果を反映した下式に基づいており，質量（μ{x(t)}）

と速度（V(t)）の二乗が支配的な要素である。 

したがって，機体重量，速度のいずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る

場合は係数を適用することとした。 
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F(t)＝Pc{x(t)}＋α×μ{x(t)}×V(t)2 

ただし， 

F(t) ：衝撃荷重（N） 

Pc{x(t)} ：衝突面における航空機の破壊強度（N） 

α ：武藤等による実験から得られた有効質量の係数（＝0.9） 

μ{x(t)} ：衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量（kg/m） 

V(t) ：衝突面における航空機の速度（m/s） 

x(t) ：時刻 tにおける機体軸方向の衝突位置（m） 

このうち，航空機の破壊強度（Pc）は，実物航空機（F-4D PhantomⅡ）の

衝突実験により求められた値である。 

実験に用いた航空機は戦闘機であり，戦闘機の機体はコックピットが空洞

でありその他については構造物がほぼ充填された剛な構造である。一方，戦

闘機以外の航空機（回転翼機，セスナ機等）についてはコックピット以外の

箇所についても乗員用および貨物スペースがあり空洞状態の多い柔な構造で

あると想定され，実験で求めた戦闘機の破壊強度より小さくなると想定され

る。 

このため，たとえ機体質量や衝突速度の両方が防護設計条件上回った場合

でも衝撃荷重は防護設計条件より小さくなると推定されるが，係数適用の航

空機の選定においては，安全側に機体質量，速度の両方が防護設計条件を下

回る場合に係数を適用し，いずれか一方でも防護設計条件を上回る場合は係

数を適用しないこととした。 

また，衝撃荷重を設定する際に扱われる質量は，単位長さ当りの質量（以

下「単位質量」という。）であり，単に重量のみで適用の可否を選定すると不
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確かさが残ることから，単位質量での評価の代替手法として対象航空機の機

体長さを一律５ｍで等分布質量であると仮定した評価＊を実施した結果，機体

質量及び速度で選定した結果が変わることはないことを確認した。 

＊ 各種機体の重量分布を把握することは困難であるものの，機体長さを短く

設定することで，単位長さあたりの質量が増加し厳しい評価結果を与える

ことから，対象航空機のうち も短い機体長さ約 10ｍのさらに半分となる

５ｍを単位質量算定用の一律の検討長さとして検討を実施した。 
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２．局所的な破壊（エンジンの貫通防止） 

現状の防護設計で用いている貫通，裏面剥離の限界厚さ算定式は，下式の

とおりであり，式を展開すると飛来物重量（エンジン重量）と速度の二乗が

支配的な要素となる。

したがって，エンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件

を下回る場合は係数を適用することとした。

1) 貫通限界厚さe

1.52≦X/d≦13.42 の場合 e=αe{0.69+1.29(X/d)}d

1.52≧X/d の場合 e=αe{2.2(X/d)-0.3(X/d)
2
}d

ただし

X/d≦2.0 の場合 X/d=2{(180/√fc')･N･d
0.2
･D(V/1000)

1.8
}

0.5

X/d≧2.0 の場合 X/d=(180/√fc')･N･d
0.2
･D(V/1000)

1.8
+1

ここで

e ：貫通限界厚さ（in）

X ：貫入深さ（in）

d ：飛来物直径（in）

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/in
2
）

D ：W/d
3
（lbf/in

3
）

W ：飛来物重量（lbf）

V ：飛来物衝突速度（ft/s）

N ：飛来物先端形状係数

αe ：飛来物係数

2) 裏面剥離限界厚さs

s=1.84αs(V0/V)
0.13
・(MV

2
)
0.4

/(d
0.2

fc'
0.4

)

ここで

s ：裏面剥離限界厚さ（ft）

d ：飛来物直径（ft）

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/ft
2
）

M ：飛来物質量（lb）

V0 ：飛来物基準速度（200ft/s）

V ：飛来物衝突速度（ft/s）

αs ：飛来物係数

3) 単位換算

in = 2.54 cm

ft = 30.48 cm (= 12 in)

lb = 0.453592 kg

G = 196133/6096 lb・ft/s
2
 = 980.665 g・cm/s

2
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ただし，算定式には，飛来物直径が含まれていることから，係数を適用

するにあたって，飛来物直径の考慮の必要性について確認する必要がある。

飛来物直径は短い方が厳しい結果を与えることをふまえ，飛来物直径を安

全側に一律 0.5ｍとして貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを算定した結果，

選定結果が変わることはないことを確認した。 

なお，飛来物直径 0.5ｍについては，係数の適用を検討した固定翼機（エ

ンジン直径 0.5ｍ～1.7ｍ）のうち もエンジン直径が短いものが約 0.5ｍ

であることから設定した。 
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補足説明資料３－３ 
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補 3-3-1 

補足説明資料３－３ 

評価対象とする訓練空域周辺を飛行中の落下事故 

及び係数を適用する航空機の選定結果 

評価対象とする訓練空域周辺を飛行中の落下事故を第３－１表に示す。 

また，係数を適用する航空機の選定結果を第３－２表に示す。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10 回（うち８回が係数適用）

及び米軍機３回（うち２回が係数適用）となる。 

第３－１表 訓練空域周辺を飛行中の落下事故 

No. 発生日 機 種 

自衛隊機 

1 平成 13 年 2 月 14 日 
AH1S（回転翼機） 

OH-6D（回転翼機） 

2 平成 14 年 3 月 7 日 OH-6D（回転翼機） 

3 平成 16 年 2 月 23 日 AH1S（回転翼機） 

4 平成 17 年 4 月 14 日 MU-2（固定翼機） 

5 平成 17 年 9 月 18 日 AH1S（回転翼機） 

6 平成 19 年 3 月 30 日 CH-47JA（回転翼機） 

7 平成 27 年 2 月 12 日 OH-6D（回転翼機） 

8 平成 28 年 4 月 6 日 U-125（固定翼機）

9 平成 29 年 5 月 15 日 LR-2（固定翼機） 

10 平成 30 年 2 月 5 日 AH-64D（回転翼機） 

米軍機 

1 平成 16 年 8 月 10 日 S-3（固定翼機）

2 平成 16 年 8 月 13 日 CH-53D（回転翼機） 

3 平成 20 年 10 月 24 日 セスナ機（固定翼機）
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No. 機 種 
機体重量 

(ｔ) 

速度※１ 

(ｍ／ｓ) 

エンジン

重量※２（ｔ） 

係数適用 
係数適用要否理由 

防護設計条件 

F-16 20 150 1.9 

F-4EJ 改 22 155 3.49 

自衛隊機 

1 
AH-1S（回転翼機） 

OH-6D（回転翼機） 

4.6 

1.4 

62 

65 
－ ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量は不明であるが，機体重量及び速度が F-16 等の防護設計条件を大きく下回る。

2 OH-6D（回転翼機） 1.4 65 － ○ 同 上 

3 AH1S（回転翼機） 4.6 62 － ○ 同 上 

4 MU-2（固定翼機） 4.6 120 0.6 ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

5 AH-1S（回転翼機） 4.6 62 － ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量は不明であるが，機体重量及び速度が F-16 等の防護設計条件を大きく下回る。

6 CH-47JA（回転翼機） 23 72 － 

《全体的な破壊》 

・機体重量が F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を適用しない。

《局部的な破壊》

・エンジン重量は不明であるが，機体重量が F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を

適用しない。

7 OH-6D（回転翼機） 1.4 65 － ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量は不明であるが，機体重量及び速度が F-16 等の防護設計条件を大きく下回る。

8 U-125（固定翼機） 13 240 0.9 

《全体的な破壊》 

・速度が F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を適用しない。

《局部的な破壊》

・速度が F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を適用しない。

9 LR-2（固定翼機） 6.9 130 0.5 ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

10 AH-64D（回転翼機） 7.3 73 0.5 ○ 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

第３－２表 係数を適用する航空機の選定結果

310



第３－２表 係数を適用する航空機の選定結果 

※１ F-16 及び F4-EJ 改以外の航空機については巡航速度とする。

※２ 双発の航空機については２基のエンジン重量とする。

※３ CH-53D のエンジン出力が近似するエンジンの値。

※４ 航空機落下評価ガイドの解説４－４ 表－２に記載されている値。

《出 典》 

・AH-1S：日本航空機全集 2018
・OH-6D：日本航空機全集 2018
・MU-2（機体重量，速度）：2007 日本航空機全集
・MU-2（エンジン重量）：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1995-96
・CH-47JA：日本航空機全集 2018
・U-125（機体重量，速度）：日本航空機全集 2018
・U-125（エンジン重量）：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1995-96
・LR-2（機体重量，速度）：日本航空機全集 2018
・LR-2（エンジン重量）：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1995-96
・AH-64D(機体重量，速度)：日本航空機全集 2018
・AH-64D(エンジン重量)：http://www.fi-powerweb.com/Engine/T700-GE-701.html
・S-3(機体重量，速度)：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1975-76
・S-3(エンジン重量)：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1989-90
・CH-53D（機体重量，速度）：JANE’S ALL THE WORLD’S AIRCRAFT 1972-73
・CH-53D（エンジン重量）：www.ge.com/aviation

No. 機 種 
機体重量 

(ｔ) 

速度※１ 

(ｍ／ｓ) 

エンジン

重量※２（ｔ） 

係数適用 
係数適用要否理由 

防護設計条件 

F-16 20 150 1.9 

F-4EJ 改 22 155 3.49 

米軍機 

1 S-3（固定翼機） 24 200 1.4 

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を適用しな

い。

《局部的な破壊》

・速度が F-16 等の防護設計条件を上回ることから，係数を適用しない。

2 CH-53D（回転翼機） 20 78 0.7※３ ○

《全体的な破壊》 

・機体重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

《局部的な破壊》

・エンジン重量及び速度のいずれも F-16 等の防護設計条件を下回る。

3 セスナ機（固定翼機） 1.1※４ 56※４ － ○
・詳細な機種は不明であるが，航空機落下評価ガイドにおいて小型機に分類されていること

から係数を適用する。
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補 4-1-1 

補足説明資料４－１ 

１／10 の係数を適用する建物・構築物について 

 自衛隊機又は米軍機の落下確率評価において１／10 の係数を用いる建

物・構築物は以下のとおりとする。 

１．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている建物・構築物 

 前処理建屋等については，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計と

していることから，１／10 の係数を適用する建物・構築物とする。 

２．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない建物・構築物 

 安全冷却水系冷却塔等については，建物全体を外壁及び屋根により保護す

る設計としていないことから，１／10 の係数を適用しない建物・構築物と

する。また，安全上重要な施設であり防護対象外とした施設のうち，前処理

建屋の安全蒸気系の LPG ボンベユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンのしゃへい容器を収容する第１ガラス固化体貯蔵建屋について

は，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とはしていないことから，

１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。非常用電源建屋について

も電気室を壁等により保護し第２非常用ディーゼル発電機は分離配置を行っ

ているが，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とはしていないこと

から，１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。 

３．分離建屋等の地上部ダクト等 

分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋上及び壁にはダ

クトが設置されている。また，前処理建屋の屋上及び壁には再処理設備本体
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用 安全冷却水系冷却塔Ａの安全冷却水系配管等が設置されている。 

標的面積に地上部ダクト及び地上部安全冷却水系配管等を加える場合は，

それらの支持構造物となる建屋についても標的面積として加えることとする。 

 分離建屋等は建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としているが，

屋上等に設置されている地上部ダクト及び前処理建屋の屋上等に設置されて

いる地上部安全冷却水系配管等については，防護する設計としていない。 

 このため，自衛隊機又は米軍機の落下確率評価においては，分離建屋等の

屋上等に設置されている地上部ダクト及び前処理建屋の屋上等に設置されて

いる地上部安全冷却水系配管等については，１／10 の係数を適用しないこ

ととする。（下図参照） 

第４－１表に建物・構築物の一覧を示す。 

第４－１表 建物・構築物一覧 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計と

している建物・構築物 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とし

ていない建物・構築物 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，チャンネル ボッ

クス・バーナブル ポイズン処理建屋，ハ

ル・エンド ピース貯蔵建屋，制御建屋，

分析建屋

ＬＰＧボンベユニット（前処理建屋），地

上部ダクト（分離建屋），地上部ダクト

（精製建屋），地上部ダクト（高レベル廃

液ガラス固化建屋），第１ガラス固化体貯

蔵建屋，非常用電源建屋，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ，地上部安全冷却水系配

管等（前処理建屋），第２非常用ディーゼ

ル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，

主排気筒（主排気筒管理建屋及び地上部ダ

クト含む）

：係数を適用する範囲（建屋）

：係数を適用しない範囲（地上部ダクト，地
上部安全冷却水系配管等）

建屋平面図
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補足説明資料５－１ 
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補-5-1-1 

補足説明資料５－１ 

評価対象となる航空路等の飛行回数 

評価対象となる航空路等 ピークデイの飛行回数※１ 年間飛行回数※２ 

直行経路 

(MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)） 

平成 27年上半期：２（４月１日） 

平成 27年下半期：５（８月 26日） 
1,825 

※１ 国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成 27 年の札幌管制区のピ

ークデイの交通量）を 365 倍した値。 

※２ ピークデイの交通量を 365 倍した値。（５×365＝1,825）
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令和元年 10 月４日 R0 

補足説明資料５－２ 
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補 5-2-1 

補足説明資料５－２ 

民間航空機の延べ飛行距離 

延べ飛行 
距離(km) 

備 考 

平成 11年 459,941,610 「航空機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制委員会」

平成 12年 480,695,802 同上 

平成 13年 489,782,465 同上 

平成 14年 498,480,635 同上 

平成 15年 519,275,755 同上 

平成 16年 517,051,659 同上 

平成 17年 527,104,292 同上 

平成 18年 555,392,832 同上 

平成 19年 559,616,583 同上 

平成 20年 554,535,973 同上 

平成 21年 544,494,742 同上 

平成 22年 548,444,056 同上 

平成 23年 554,156,367 同上 

平成 24年 607,933,799 同上 

平成 25年 656,587,038 「航空輸送統計調査」 

平成 26年 678,832,124 同上 

平成 27年 681,945,100 同上 

平成 28年 682,890,250 同上 

平成 29年 689,723,341 同上 

平成 30年 690,566,330 同上 

合  計 11,497,450,753 
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補足説明資料５－３ 
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補足説明資料５－３ 

航空機落下確率の端数処理について 

 航空機落下確率の評価においては，安全側の結果が得られるように，以下の

とおり端数処理を行った。 

(1) インプット条件のうち，標的面積（A1，A2）については，複数の施設の

面積を合算した値から 100 の位を切り上げとした。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を対象とした場合の標的面積の計算を以

下に例示する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（4,000ｍ２）の安全機能の維持に必要

な建物・構築物のうち，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としてい

る建物・構築物として，前処理建屋（6,000ｍ２），分離建屋（5,700ｍ２），精

製建屋（6,500ｍ２），高レベル廃液ガラス固化建屋（5,100ｍ２），制御建屋

（2,900ｍ２）が該当する。建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とし

ている再処理施設の標的面積Ａ１は，これらの面積の合算した値（30,200ｍ２）

から 100 の位を切り上げて 31,000ｍ２とした。 

安全機能の維持に必要な建物・構築物のうち，建物全体を外壁及び屋根によ

り保護する設計としていない建物・構築物として，地上部ダクト(分離建屋；

710ｍ２，精製建屋；300ｍ２，高レベル廃液ガラス固化建屋；150ｍ２），非常用

電源建屋（1,200ｍ２），再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ（Ａ；

1,700ｍ２，Ｂ；1,700ｍ２），第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ（Ａ；1,500ｍ２，Ｂ；1,500ｍ２)，主排気筒（2,200ｍ２）を選定し，

また，前処理建屋の屋外に設置する地上部安全冷却水系配管等（770ｍ２）に

ついても加えた。 
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建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設の標的面

積Ａ２は，これらの面積の合算した値（11,730ｍ２）から 100 の位を切り上げ

て 12,000ｍ２とした。 

(2) 航空機落下確率の計算は，途中式の計算では端数処理は行わず， 終的

に算出した値に対して３桁目を切り上げて有効数字２桁とした。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を対象とした場合の再処理施設への

航空機落下確率の計算を以下に例示する。 

ａ．計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率 

計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率Ｐｃは以下の計

算結果より約 2.3×10－10（回／年）となる。 

Ｐｃ＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.043 

14.816 

＝ 2.304×10－10（回／年） 

ｂ．訓練空域周辺を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下

確率 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理施設への航

空機落下確率Ｐso１は以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 2.0× 

10－８（回／年）とした。 

Ｐso１＝ ( 
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.031×0.1 ＋295,675 372,410 

( 
0.1 

＋ 
0.05 

) ×0.031295,675 372,410 

＝ 1.968×10－８（回／年） 
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補 5-3-3

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設への

航空機落下確率Ｐso２は以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 2.6×

10－８（回／年）とした。 

Ｐso２＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.012 295,675 372,410 

＝ 2.513×10－８（回／年） 

訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率

Ｐsox は端数処理していないＰso１及びＰso２を用いて計算を行い，以下の計算

結果より３桁目を切り上げて約 4.5×10－８（回／年）となる。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２

＝ 1.968×10－８＋2.513×10－８ 

＝ 4.481×10－８（回／年） 

ｃ．再処理施設への航空機落下確率 

計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率Ｐｃと訓練

空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率

Ｐsox の総和は，端数処理していないＰｃ，Ｐso１及びＰso２を用いて計

算を行い，以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 4.5×10－８（回

／年）とした。 

Ｐｃ+Ｐso1+Ｐso2＝2.304×10－10 + 1.968×10－８+ 2.513×10－８

＝4.504×10－８（回／年） 
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令和元年 12 月 18 日 R2 

補足説明資料５－４ 
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補 5-4-1

補足説明資料５－４ 

対象となる全ての建物・構築物の面積を合算した場合の航空機落下確率 

対象となる全ての建物・構築物の面積を合算した面積を標的面積とした

場合の再処理施設への航空機落下確率について参考として評価を実施した。

評価結果を以下に示す。 

(1) 計器飛行方式民間航空機

航空路（直行経路）を巡航中の計器飛行方式民間航空機の再処理施設へ

の航空機落下確率を以下に示す。 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 

＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.082 

14.816

＝ 4.4×10－10（回／年） 

   ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

   ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数；1,825（飛行回／年）

（注１） 

   Ａ：再処理施設の標的面積；0.082（ｋｍ２）  

Ｗ：航空路幅；14.816（ｋｍ） 

   ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／（飛

行回・ｋｍ）） 

   ＧＣ：巡航中事故件数；0.5（回） 

   ＨＣ：延べ飛行距離；11,497,450,753（飛行回・ｋｍ）（注２） 

（注１）国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成27年の札幌管制区の

ピークデイの交通量）を365倍した値。【補足説明資料５－１】 
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補 5-4-2

（注２）平成11年１月から平成24年12月での期間は 「航空機落下事

故に関するデータ 平成28年６月 原子力規制委員会」，平成25年

１月から平成30年12月までの期間は「航空輸送統計調査」による。 

【補足説明資料５－２】 

(2) 自衛隊機又は米軍機

訓練空域周辺を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落

下確率を以下に示す。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

Ｐsox：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への

航空機落下確率（回／年） 

Ｐso１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処

理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処

理施設への航空機落下確率（回／年） 

Ｐso２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再

処理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再

処理施設への航空機落下確率（回／年） 
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補 5-4-3 
 

ａ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理施設への航

空機落下確率 

Ｐso１＝ (
ｆＳＯ１ 

×Ａ1×α ) ＋ ( 
ｆＳＯ２ 

×Ａ1 ) ＳＯ ＳＯ 

＝ (
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.058×0.1 ＋ 295,675 372,410 

 
(

0.1 
＋ 

0.05 
)) ×0.058 295,675 372,410 

＝ 3.7×10－８（回／年） 

    ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下

事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

    ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

    ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋ

ｍ２）； 

自衛隊機：295,675（ｋｍ２），米軍機：372,410（ｋｍ２）（注１） 

    Ａ1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としている再処理

施設の標的面積；0.058（ｋｍ２）    

     α：係数；0.1 

   （注１）「航空機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制

委員会」による。 
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補 5-4-4

ｂ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処理施設への

航空機落下確率 

Ｐso２＝ ( 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ ×Ａ2 )

ＳＯ 

＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.024 295,675 372,410 

＝ 5.1×10－８（回／年） 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下

事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋ

ｍ２）； 

自衛隊機：295,675（ｋｍ２），米軍機：372,410（ｋｍ２）（注１） 

Ａ2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としていない再処

理施設の標的面積；0.024（ｋｍ２） 

（注１）「航空機落下事故に関するデータ 平成 28 年６月 原子力規制

委員会」による。 
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補 5-4-5

ｃ．自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率 

上記ａ．及びｂ．の合計値を以下に示す。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２

＝ 8.7×10－８（回／年） 

(3) 再処理施設への航空機落下確率

(1)及び(2)に示す計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の再

処理施設への航空機落下確率の総和は，8.8×10－８（回／年）となる。 
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